
第１章  岐阜市都 市計画 法施行細 則  

岐 阜 市 都 市 計 画 法 施 行 細 則  

平 成 ０ ８ 年 ０ ３ 月 ２ ９ 日 規 則 第 ０ ３ ３ 号  

 

改 正  平 成 １ ０ 年 ０ ３ 月 ３ １ 日  同  第 ０ ３ ２ 号  

同  １ １ 年 ０ ６ 月 ２ ５ 日  同  第 ０ ６ ３ 号  

同  １ ２ 年 ０ ３ 月 ３ １ 日  同  第 ０ ７ １ 号  

同  １ ２ 年 １ ２ 月 ２ １ 日  同  第 １ １ ９ 号  

同  １ ３ 年 ０ ５ 月 １ ７ 日  同  第 ０ ５ ０ 号  

同  １ ５ 年 ０ ３ 月 ３ １ 日  同  第 ０ ４ ６ 号  

同  １ ７ 年 ０ ３ 月 ３ ０ 日  同  第 ０ ７ １ 号  

同  １ ７ 年 ０ ９ 月 ２ ７ 日  同  第 １ ０ ８ 号  

同  １ ９ 年 ０ ９ 月 ２ ８ 日  同  第 ０ ７ ３ 号  

同  ２ ０ 年 ０ ３ 月 ３ １ 日  同  第 ０ ０ ７ 号  

同  ２ ３ 年 ０ ３ 月 ３ ０ 日  同  第 ０ ２ ０ 号  

令 和  ４ 年 ０ ８ 月 １ ５ 日  同  第 ０ ５ ８ 号  

同  ０ ７ 年 ０ ３ 月 ２ ７ 日  同  第 ０ ４ ４ 号  

(趣 旨 ) 

第 １ 条  この規 則 は、都 市 計 画 法 (昭 和 43 年 法 律 第 100 号 。以 下 「 法 」 という。)、都 市 計 画 法 施

行 令 (昭 和 44 年 政 令 第 158 号 。以 下 「 政 令 」 という。)及 び都 市 計 画 法 施 行 規 則 (昭 和 44 年

建 設 省 令 第 49 号 。以 下 「 省 令 」 という。)の施 行 に関 し、必 要 な事 項 を定 めるものとする。 

(開 発 行 為 許 可 申 請 書 の添 付 図 書 ) 

第 ２ 条  法 第 29 条 第 1 項 の規 定 による許 可 を受 けようとする者 は、省 令 第 16 条 第 1 項 の開 発 行

為 許 可 申 請 書 に法 第 30 条 第 2 項 に規 定 する添 付 図 書 のほか、次 に掲 げる図 書 を添 えるものと

する。 

(1 )  当 該 開 発 区 域 内 の土 地 の登 記 事 項 証 明 書  

(2)  当 該 開 発 区 域 内 の土 地 の公 図 (不 動 産 登 記 法 (平 成 16 年 法 律 第 123 号 )第 14 条 第 1 項

に規 定 する地 図 をいう。)の写 し 

(3 )  法 第 33 条 第 1 項 第 12 号 に掲 げる基 準 に適 合 するかどうかの審 査 を受 ける場 合 にあっては、

次 に掲 げる書 類  

ア 申 請 者 の資 力 及 び信 用 に関 する申 告 書 (様 式 第 1 号 ) 

イ 申 請 者 が個 人 の場 合 にあっては、次 に掲 げる書 類  

(ア) 住 民 票 の写 し若 しくは個 人 番 号 カード(行 政 手 続 における特 定 の個 人 を識 別 するための番 号

の利 用 等 に関 する法 律 (平 成 25 年 法 律 第 27 号 )第 2 条 第 7 項 に規 定 する個 人 番 号 カードをい

う。以 下 同 じ。)の写 し又 はこれらに類 するものであって、氏 名 及 び住 所 を証 する書 類  

(イ) 直 前 3 年 の所 得 税 に係 る納 税 証 明 書  

ウ 申 請 者 が法 人 の場 合 にあっては、次 に掲 げる書 類  

(ア) 法 人 の登 記 事 項 証 明 書  

(イ) 直 前 3 年 の法 人 税 に係 る納 税 証 明 書  

エ 岐 阜 市 宅 地 造 成 及 び特 定 盛 土 等 規 制 法 施 行 細 則 (令 和 7 年 岐 阜 市 規 則 第 45 号 )第 5 条

第 2 項 第 5 号 イに掲 げる誓 約 書  

(4)  法 第 33 条 第 1 項 第 13 号 に掲 げる基 準 に適 合 するかどうかの審 査 を受 ける場 合 にあっては、

次 に掲 げる書 類  
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ア 工 事 施 行 者 の能 力 に関 する調 査 書 (様 式 第 2 号 ) 

イ 工 事 施 行 者 が個 人 の場 合 にあっては、住 民 票 の写 し若 しくは個 人 番 号 カードの写 し又 はこれ

らに類 するものであって、氏 名 及 び住 所 を証 する書 類  

ウ 工 事 施 行 者 が法 人 の場 合 にあっては、法 人 の登 記 事 項 証 明 書  

エ 建 設 業 法 (昭 和 24 年 法 律 第 100 号 )第 3 条 第 1 項 の規 定 による許 可 (開 発 行 為 の施 行 に必

要 なものに限 る。)を受 けていることを証 する書 類  

(5)  開 発 行 為 が宅 地 造 成 及 び特 定 盛 土 等 規 制 法 (昭 和 36 年 法 律 第 191 号 )第 2 条 第 2 号 に

掲 げる宅 地 造 成 又 は同 条 第 3 号 に掲 げる特 定 盛 土 等 に関 する工 事 を行 う場 合 にあっては、宅 地

造 成 及 び特 定 盛 土 等 に関 する設 計 説 明 書 (様 式 第 2 号 の 2) 

(6 )  前 各 号 に掲 げるもののほか、市 長 が必 要 と認 める図 書  

2 省 令 第 16 条 第 2 項 の設 計 説 明 書 は、設 計 説 明 書 (様 式 第 3 号 )によるものとし、実 測 に基 づく

公 共 施 設 の新 旧 対 照 図 を添 えるものとする。 

3 省 令 第 17 条 第 1 項 第 3 号 に規 定 する相 当 数 の同 意 を得 たことを証 する書 類 は、開 発 行 為 施

行 に関 する同 意 状 況 調 査 書 (様 式 第 4 号 )によるものとし、次 の各 号 に掲 げるいずれかの書 類 を添

えるものとする。 

(1 )  同 意 書 及 び同 意 者 の印 鑑 登 録 証 明 書  

(2)  同 意 者 が所 有 する土 地 の売 買 契 約 書 の写 し 

4 省 令 第 17 条 第 1 項 第 4 号 に規 定 する設 計 者 の資 格 を証 する書 類 は、工 事 設 計 者 の資 格 に

関 する調 査 書 (様 式 第 5 号 )及 び工 事 設 計 者 の卒 業 証 明 書 、経 歴 証 明 書 等 によるものとする。 

(開 発 行 為 の協 議 等 ) 

第 ２ 条 の２  法 第 34 条 の 2 第 1 項 の規 定 による協 議 を行 おうとする国 の機 関 又 は都 道 府 県 等 は、

開 発 行 為 協 議 申 請 書 (様 式 第 5 号 の 2)に法 第 30 条 第 2 項 に規 定 する添 付 図 書 のほか、前 条

第 1 項 第 1 号 、第 2 号 及 び第 4 号 に掲 げる図 書 を添 えて市 長 と協 議 するものとする。 

２  前 条 第 2 項 から第 4 項 までの規 定 は、前 項 に規 定 する協 議 について準 用 する。 

３  市 長 は、法 第 34 条 の 2 第 1 項 の規 定 による協 議 が成 立 したときは、文 書 をもって当 該 国 の機

関 又 は都 道 府 県 等 に通 知 するものとする。 

(開 発 行 為 の変 更 許 可 の申 請 ) 

第 ３ 条  法 第 35 条 の 2 第 2 項 の申 請 書 は、開 発 行 為 変 更 許 可 申 請 書 (様 式 第 6 号 )によるものと

する。 

２  法 第 35 条 の 2 第 1 項 の規 定 による許 可 を受 けようとする者 は、開 発 行 為 変 更 許 可 申 請 書 に省

令 第 28 条 の 3 に規 定 する図 書 のほか、次 に掲 げる図 書 を添 えて提 出 するものとする。 

（ １ ）  第 2 条 第 1 項 各 号 に規 定 する図 書 のうち開 発 行 為 の変 更 に伴 いその内 容 が変 更 される

もの 

（ ２ ）  前 号 に掲 げるもののほか、市 長 が必 要 と認 める図 書  

３  法 第 35 条 の 2 第 4 項 の規 定 において準 用 する法 第 34 条 の 2 第 1 項 の規 定 による協 議 を行

おうとする国 の機 関 又 は都 道 府 県 等 は、開 発 行 為 変 更 協 議 申 請 書 (様 式 第 6 号 の 2)に省 令 第

28 条 の 3 に規 定 する図 書 のほか、前 項 各 号 に掲 げる図 書 を添 えて市 長 と協 議 するものとする。 

４  前 条 第 3 項 の規 定 は、前 項 に規 定 する協 議 が成 立 したときについて準 用 する。 

(開 発 行 為 の軽 微 な変 更 の届 出 ) 

第 ４ 条  法 第 35 条 の 2 第 3 項 の規 定 による届 出 は、開 発 行 為 変 更 届 出 書 (様 式 第 7 号 )に省 令

第 16 条 第 4 項 に規 定 する土 地 利 用 計 画 図 (開 発 行 為 の変 更 に伴 いその内 容 が変 更 される場

合 に限 る。)その他 市 長 が必 要 と認 める図 書 を添 えて行 うものとする。 

(既 存 の権 利 者 の届 出 ) 

第 ５ 条  法 第 34 条 第 13 号 の規 定 による届 出 は、都 市 計 画 法 第 34 条 第 13 号 による届 出 書 (様

式 第 8 号 )により行 うものとする。 
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(工 事 完 了 公 告 の方 法 ) 

第 ５ 条 の２  省 令 第 31 条 に規 定 する工 事 の完 了 の公 告 の方 法 は、岐 阜 市 公 告 式 条 例 (昭 和 25

年 岐 阜 市 条 例 第 29 号 )の定 めるところによる。 

(建 築 制 限 の解 除 承 認 申 請 ) 

第 ６ 条  法 第 37 条 第 1 号 の規 定 により建 築 制 限 の解 除 の承 認 を受 けようとする者 は、都 市 計 画 法

第 37 条 第 1 号 の規 定 による建 築 又 は建 設 の承 認 申 請 書 (様 式 第 9 号 )に次 に掲 げる図 書 を添

えて、市 長 に申 請 するものとする。 

（ １ ）  付 近 の見 取 図  

（ ２ ）  当 該 土 地 の地 形 、道 路 、排 水 施 設 等 の現 況 を示 した図 面 (3,000 分 の 1 以 上 ) 

（ ３ ）  当 該 建 築 物 又 は特 定 工 作 物 の用 途 を明 記 した平 面 図  

（ ４ ）  前 3 号 に掲 げるもののほか、市 長 が必 要 と認 める図 書  

(開 発 行 為 の廃 止 の届 出 書 の添 付 図 書 ) 

第 ７ 条  法 第 38 条 の規 定 による届 出 をする場 合 においては、省 令 第 32 条 に規 定 する届 出 書 に次

に掲 げる図 書 を添 えるものとする。 

（ １ ）  廃 止 の理 由 書  

（ ２ ）  廃 止 の時 の当 該 土 地 の地 形 等 を明 示 した現 況 図 (平 面 図 、横 断 図 、縦 断 図 及 び現 況 写

真 ) 

（ ３ ）  工 事 関 係 施 設 等 の構 造 図  

（ ４ ）  廃 止 に伴 う防 災 工 事 等 の設 計 説 明 書 及 び設 計 書  

(建 築 物 の建 蔽 率 等 の特 例 許 可 申 請 ) 

第 ８ 条  法 第 41 条 第 2 項 ただし書 (法 第 34 条 の 2 第 2 項 において準 用 する場 合 を含 む。)の規

定 による許 可 を受 けようとする者 は、建 築 物 の建 蔽 率 等 についての特 例 許 可 申 請 書 (様 式 第 10

号 )に第 6 条 各 号 に掲 げる図 書 を添 えて市 長 に申 請 するものとする。 

(開 発 許 可 を受 けた土 地 における建 築 等 の許 可 申 請 等 ) 

第 ９ 条  法 第 42 条 第 1 項 ただし書 の規 定 による許 可 を受 けようとする者 は、建 築 物 の新 築 、改 築

若 しくは用 途 変 更 又 は工 作 物 の新 設 許 可 申 請 書 (様 式 第 11 号 )に第 6 条 各 号 に掲 げる図 書 を

添 えて市 長 に申 請 するものとする。 

２  法 第 42 条 第 2 項 の規 定 による協 議 を行 おうとする国 の機 関 は、建 築 物 の新 築 、改 築 若 しくは

用 途 変 更 又 は工 作 物 の新 設 協 議 申 請 書 (様 式 第 11 号 の 2)に第 6 条 各 号 に掲 げる図 書 を添

えて市 長 と協 議 するものとする。 

３  第 2 条 の 2 第 3 項 の規 定 は、前 項 に規 定 する協 議 が成 立 したときについて準 用 する。 

(建 築 物 の新 築 等 の許 可 申 請 書 の添 付 図 書 ) 

第 １ ０ 条  法 第 43 条 第 1 項 の規 定 による許 可 を受 けようとする者 は、省 令 第 34 条 第 1 項 に規 定

する申 請 書 に同 条 第 2 項 に規 定 する添 付 図 書 のほか、次 に掲 げる図 書 を添 えるものとする。 

(1 )  建 築 物 又 は第 一 種 特 定 工 作 物 の平 面 図  

(2)  擁 壁 及 び排 水 施 設 の構 造 図  

(3)  前 2 号 に掲 げるもののほか、市 長 が必 要 と認 める図 書  

２  法 第 43 条 第 3 項 の規 定 による協 議 を行 おうとする国 の機 関 又 は都 道 府 県 等 は、建 築 物 の新

築 、改 築 若 しくは用 途 の変 更 又 は第 一 種 特 定 工 作 物 の新 設 協 議 申 請 書 (様 式 第 11 号 の 3)に

省 令 第 34 条 第 2 項 に規 定 する添 付 図 書 のほか、前 項 各 号 に掲 げる図 書 を添 えて市 長 と協 議

するものとする。 

３  第 2 条 の 2 第 3 項 の規 定 は、前 項 に規 定 する協 議 が成 立 したときについて準 用 する。 

(許 可 に基 づく地 位 の承 継 の届 出 ) 

第 １ １ 条  法 第 44 条 の規 定 により許 可 に基 づく地 位 を承 継 した者 は、速 やかに、許 可 に基 づく地
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位 承 継 届 出 書 (様 式 第 12 号 )に承 継 したことを証 する書 類 を添 えて市 長 に届 け出 るものとする。 

(権 利 譲 渡 の承 認 申 請 ) 

第 １ ２ 条  法 第 45 条 の規 定 による承 認 を受 けようとする者 は、地 位 承 継 承 認 申 請 書 (様 式 第 13

号 )に当 該 開 発 行 為 に関 する権 原 を取 得 したことを証 する書 類 を添 えて市 長 に申 請 するものとす

る。 

(開 発 登 録 簿 の調 書 等 ) 

第 １ ３ 条  省 令 第 36 条 第 1 項 に規 定 する開 発 登 録 簿 (以 下 「 登 録 簿 」 という。)の調 書 は、様 式 第

14 号 による。 

２  法 第 47 条 第 5 項 の規 定 による登 録 簿 の写 しの交 付 の請 求 は、開 発 登 録 簿 写 し交 付 申 請 書

(様 式 第 15 号 )による。 

(登 録 簿 の閲 覧 ) 

第 １ ４ 条  省 令 第 38 条 第 1 項 に規 定 する登 録 簿 の閲 覧 所 は、岐 阜 市 まちづくり推 進 部 とする。 

２  登 録 簿 の閲 覧 時 間 は、岐 阜 市 庁 の執 務 時 間 中 とする。 

３  登 録 簿 の閲 覧 をしようとする者 (以 下 「 閲 覧 者 」 という。)は、閲 覧 簿 に所 定 の事 項 を記 入 してその

申 し込 みをするものとする。 

４  閲 覧 者 は、閲 覧 に当 たり、次 に掲 げる事 項 を守 るものとする。 

（ １ ）  登 録 簿 を汚 損 し、又 は損 傷 しないよう注 意 すること。 

（ ２ ）  登 録 簿 を閲 覧 所 から持 ち出 さないこと。 

（ ３ ）  登 録 簿 の複 写 等 をしないこと。 

（ ４ ）  係 員 の指 示 に従 い、指 定 の場 所 で静 粛 にすること。 

(標 識 の掲 示 ) 

第 １ ５ 条  法 第 29 条 第 1 項 、第 35 条 の 2 第 1 項 、第 37 条 第 1 号 、第 42 条 第 1 項 ただし書 若

しくは第 43 条 第 1 項 の規 定 により許 可 若 しくは承 認 を受 けた者 又 は法 第 34 条 の 2 第 1 項 (法

第 35 条 の 2 第 4 項 において準 用 する場 合 を含 む。)、第 42 条 第 2 項 若 しくは第 43 条 第 3 項

の規 定 により協 議 が成 立 したものは、当 該 工 事 期 間 中 当 該 工 事 現 場 の見 やすい場 所 に都 市 計

画 法 による開 発 許 可 等 の標 識 (様 式 第 16 号 )を掲 示 するものとする。 

２  前 項 の規 定 にかかわらず、宅 地 造 成 及 び特 定 盛 土 等 規 制 法 第 15 条 第 2 項 の規 定 により同 法

第 12 条 の許 可 を受 けたものとみなされる工 事 又 は同 法 第 16 条 第 5 項 の規 定 により同 条 第 1

項 の許 可 若 しくは同 条 第 2 項 の規 定 による届 出 があったとみなされる工 事 は、当 該 工 事 期 間 中

当 該 工 事 現 場 の見 やすい場 所 に 開 発 許 可 、宅 地 造 成 又 は特 定 盛 土 等 に関 する工 事 の許 可

済 標 識 (様 式 第 16 号 の 2)を掲 示 するものとする。 

(身 分 証 明 書 ) 

第 １ ６ 条  法 第 82 条 第 2 項 に規 定 する証 明 書 は、身 分 証 明 書 (様 式 第 17 号 )による。 

(開 発 行 為 又 は建 築 に関 する証 明 書 の交 付 申 請 ) 

第 １ ７ 条  省 令 第 60 条 第 1 項 又 は第 2 項 の規 定 による証 明 書 の交 付 を受 けようとする者 は、適 合

証 明 書 交 付 申 請 書 (様 式 第 18 号 )に次 に掲 げる図 書 を添 えて市 長 に申 請 するものとする。 

（ １ ）  事 業 計 画 書  

（ ２ ）  当 該 土 地 の登 記 事 項 証 明 書 及 び地 形 、道 路 等 を明 示 した現 況 図  

（ ３ ）  前 2 号 に掲 げるもののほか、市 長 が必 要 と認 める図 書  

(書 類 の提 出 部 数 ) 

第 １ ８ 条  法 、省 令 又 はこの規 則 の規 定 により市 長 に提 出 する書 類 は、正 副 各 1 部 とする。 
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(その他 ) 

第 １ ９ 条  この規 則 に定 めるもののほか、必 要 な事 項 は、別 に定 める。 

 

附  則  附 則  

(施 行 期 日 ) 

1 この規 則 は、平 成 8 年 4 月 1 日 から施 行 する。 

(柳 津 町 の編 入 に伴 う経 過 措 置 ) 

2 柳 津 町 の編 入 の日 (以 下 「 編 入 日 」 という。)前 に、岐 阜 県 都 市 計 画 法 施 行 細 則 (昭 和 46 年 岐

阜 県 規 則 第 26 号 )の規 定 によりなされた手 続 その他 の行 為 で編 入 日 以 後 において市 長 が管 理

し、及 び執 行 することとなる事 務 に係 るものは、この規 則 の相 当 規 定 によりなされたものとみなす。 

附  則  附 則 (平 成 10 年 規 則 第 32 号 ) 

(施 行 期 日 ) 

1 この規 則 は、平 成 10 年 4 月 1 日 から施 行 する。 

(経 過 措 置 ) 

2 この規 則 の施 行 の際 現 にこの規 則 による改 正 前 の様 式 により作 成 されている用 紙 は、この規 則

の規 定 にかかわらず、当 分 の間 、使 用 することができる。 

附  則  附 則 (平 成 11 年 規 則 第 63 号 ) 

(施 行 期 日 ) 

1 この規 則 は、平 成 11 年 7 月 1 日 から施 行 する。 

(経 過 措 置 ) 

2 この規 則 の施 行 の際 現 に第 1 条 による改 正 前 の様 式 により作 成 されている用 紙 は、この規 則 の

規 定 にかかわらず、当 分 の間 、これを取 り繕 って使 用 することができる。 

附  則  附 則 (平 成 12 年 規 則 第 71 号 ) 

(施 行 期 日 ) 

1 この規 則 は、平 成 12 年 4 月 1 日 から施 行 する。 

(経 過 措 置 ) 

2 この規 則 の施 行 の際 現 にこの規 則 による改 正 前 の様 式 により作 成 されている用 紙 は、この規 則

の規 定 にかかわらず、当 分 の間 、これを取 り繕 って使 用 することができる。 

附  則  附 則 (平 成 12 年 規 則 第 119 号 ) 

(施 行 期 日 ) 

1 この規 則 は、平 成 13 年 1 月 6 日 から施 行 する。 

(経 過 措 置 ) 

2 この規 則 の施 行 の際 現 にこの規 則 による改 正 前 の様 式 により作 成 されている用 紙 は、この規 則

の規 定 にかかわらず、当 分 の間 、これを取 り繕 って使 用 することができる。 

附  則  附 則 (平 成 13 年 規 則 第 50 号 ) 

(施 行 期 日 ) 

1 この規 則 は、平 成 13 年 5 月 18 日 から施 行 する。 

(経 過 措 置 ) 

2 この規 則 の施 行 の際 現 にこの規 則 による改 正 前 の様 式 により作 成 されている用 紙 は、この規 則

の規 定 にかかわらず、当 分 の間 、これを取 り繕 って使 用 することができる。 

附  則  附 則 (平 成 15 年 規 則 第 46 号 ) 

(施 行 期 日 ) 

1 この規 則 は、平 成 15 年 4 月 1 日 から施 行 する。 
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(経 過 措 置 ) 

2  この規 則 の施 行 の際 現 にこの規 則 による改 正 前 の様 式 により作 成 されている用 紙 は、この規 則

の規 定 にかかわらず、当 分 の間 、これを取 り繕 って使 用 することができる。 

附  則  附 則 (平 成 17 年 規 則 第 71 号 ) 

(施 行 期 日 ) 

1 この規 則 は、公 布 の日 から施 行 する。 

(経 過 措 置 ) 

2 この規 則 の施 行 の際 現 にこの規 則 による改 正 前 の様 式 により作 成 されている用 紙 は、この規 則

の規 定 にかかわらず、当 分 の間 、これを取 り繕 って使 用 することができる。 

附  則  附 則 (平 成 17 年 規 則 第 108 号 ) 

この規 則 は、平 成 18 年 1 月 1 日 から施 行 する。 

附  則  附 則 (平 成 19 年 規 則 第 73 号 ) 

(施 行 期 日 ) 

1 この規 則 は、平 成 19 年 11 月 30 日 から施 行 する。 

(経 過 措 置 ) 

2 この規 則 の施 行 の際 現 にこの規 則 による改 正 前 の様 式 により作 成 されている用 紙 は、この規 則

の規 定 にかかわらず、当 分 の間 、これを取 り繕 って使 用 することができる。 

附  則  附 則 (平 成 20 年 規 則 第 7 号 ) 

(施 行 期 日 ) 

1 この規 則 は、平 成 20 年 4 月 1 日 から施 行 する。 

(経 過 措 置 ) 

2 この規 則 の施 行 の際 現 にこの規 則 による改 正 前 の様 式 により作 成 されている用 紙 は、この規 則

の規 定 にかかわらず、当 分 の間 、これを取 り繕 って使 用 することができる。 

附  則  附 則 (平 成 23 年 規 則 第 20 号 ) 

(施 行 期 日 ) 

1 この規 則 は、平 成 23 年 4 月 1 日 から施 行 する。 

(経 過 措 置 ) 

2 この規 則 の施 行 の際 現 にこの規 則 による改 正 前 の様 式 により作 成 されている用 紙 は、この規 則

の規 定 にかかわらず、当 分 の間 、これを取 り繕 って使 用 することができる。 

附  則  附 則 (平 成 27 年 規 則 第 48 号 ) 

この規 則 は、平 成 27 年 4 月 1 日 から施 行 する。 

附  則  附 則 (令 和 3 年 規 則 第 6 号 )抄  

(施 行 期 日 ) 

1 この規 則 は、公 布 の日 から施 行 する。 

(経 過 措 置 ) 

2 この規 則 の施 行 の際 現 にこの規 則 による改 正 前 の様 式 により作 成 されている用 紙 は、この規 則

の規 定 にかかわらず、当 分 の間 、これを取 り繕 って使 用 することができる。 

附  則  附 則 (令 和 4 年 規 則 第 58 号 ) 

(施 行 期 日 ) 

1 この規 則 は、公 布 の日 から施 行 する。 

(経 過 措 置 ) 
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2 この規 則 の施 行 の際 現 にこの規 則 による改 正 前 の様 式 により作 成 されている用 紙 は、この規 則

の規 定 にかかわらず、当 分 の間 、これを取 り繕 って使 用 することができる。 

附  則  附 則 (令 和 7 年 規 則 第 44 号 ) 

(施 行 期 日 ) 

1 この規 則 は、令 和 7 年 4 月 1 日 から施 行 する。 

(経 過 措 置 ) 

2 この規 則 の施 行 の際 現 にこの規 則 による改 正 前 の様 式 により作 成 されている用 紙 は、この規 則

の規 定 にかかわらず、当 分 の間 、これを取 り繕 って使 用 することができる。 
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第２章  開発許可 制度  

開 発 許 可 制 度 は、都 市 の周 辺 部 における無 秩 序 な市 街 化 を防 止 するため、都 市 計 画 区 域 を

計 画 的 な市 街 化 を促 進 すべき市 街 化 区 域 と原 則 として市 街 化 を抑 制 すべき市 街 化 調 整 区 域 に

区 域 区 分 した目 的 を担 保 すること、都 市 計 画 区 域 内 の開 発 行 為 について公 共 施 設 や排 水 設 備

等 必 要 な施 設 の整 備 を義 務 付 けるなど良 質 な宅 地 水 準 を確 保 すること、この二 つの役 割 を果 たす

目 的 で創 設 されたものである。また、近 年 都 市 的 な土 地 利 用 が都 市 計 画 区 域 外 においても 全 国

的 に展 開 している状 況 を踏 まえ、一 定 の開 発 行 為 については都 市 計 画 区 域 の内 外 にかかわらず

許 可 の対 象 とされたところであり、都 市 計 画 区 域 の内 外 を問 わず適 正 な都 市 的 土 地 利 用 の実 現

についてもその役 割 とされている。 

その創 設 当 時 においては、旺 盛 な宅 地 需 要 などに後 押 しされた都 市 の周 辺 部 における散 発 的

開 発 によるスプロールを念 頭 においていた本 制 度 であるが、現 在 の都 市 においては、モータリゼー

ション等 を背 景 に、広 域 的 な都 市 機 能 が無 秩 序 に薄 く拡 散 することにより、これらの集 積 を前 提 と

して整 備 されてきた都 市 交 通 をはじめ公 共 投 資 、環 境 、エネルギーなど各 方 面 への悪 影 響 をもたら

す懸 念 が生 じている。本 格 的 な人 口 減 少 ・ 超 高 齢 社 会 においては、このような都 市 構 造 上 の問 題

に対 応 する必 要 があり、開 発 許 可 制 度 の運 用 に当 たっても、これを踏 まえて適 切 に行 うことが必 要

である。 

なお、本 制 度 の運 用 は、「 開 発 許 可 制 度 運 用 指 針 ※ 1」 に基 づき運 用 するものである。 

 

第 １ 節  用 語 の定 義  

 

法 第 ４ 条   

「 都 市 計 画 」 とは、都 市 の健 全 な 発 展 と秩 序 ある整 備 を図 る ための 土 地 利 用 、都 市 施 設 の

整 備 及 び市 街 地 開 発 事 業 に関 する計 画 で、法 第 ２ 章 の規 定 に従 い定 められたものをいう。 

「 都 市 計 画 区 域 」 とは法 第 ５ 条 の規 定 により指 定 された区 域 を、「 準 都 市 計 画 区 域 」 とは法

第 ５ 条 の２ の規 定 により指 定 された区 域 をいう。 

「 建 築 物 」 とは建 築 基 準 法 第 ２ 条 第 １ 号 に 定 める 建 築 物 を、「 建 築 」 とは同 条 第 １ ３ 号 に 定

める建 築 をいう。 

「 特 定 工 作 物 」 とは、コンクリートプラントその他 周 辺 の地 域 の環 境 の悪 化 をもたらすおそれが

ある工 作 物 で表 ２ － １ － １ （ イ） に掲 げるもの（ 以 下 「 第 １ 種 特 定 工 作 物 」 という。） 又 はゴルフコ

ースその他 大 規 模 な（ １ ヘクタール以 上 ） 工 作 物 で表 ２ － １ － １ （ ロ） に掲 げるもの（ 以 下 「 第 ２

種 特 定 工 作 物 」 という。） をいう。 

「 開 発 行 為 」 とは、主 として建 築 物 の建 築 又 は特 定 工 作 物 の建 設 の用 に供 する目 的 で行 な

う土 地 の区 画 形 質 の変 更 をいう。 

「 開 発 区 域 」 とは、開 発 行 為 をする土 地 の区 域 をいう。 

「 公 共 施 設 」 とは、道 路 、公 園 、下 水 道 、緑 地 、広 場 、河 川 、運 河 、水 路 及 び消 防 の用 に供

する貯 水 施 設 をいう。 

 

法 第 ７ 条 第 １ 項   

都 市 計 画 区 域 について無 秩 序 な市 街 化 を防 止 し、計 画 的 な市 街 化 を図 るため必 要 があると

きは、都 市 計 画 に、市 街 化 区 域 ※ 2と市 街 化 調 整 区 域 ※ 3との区 分 を定 める。 

 
※1  平成２６年８月１日付け国都計第６７号（最終改正：令和７年３月１９日付け国都計第１９３号）参照 
※2  法第７条第２項参照。すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域 
※3  法第７条第３項参照。市街化を抑制すべき区域 
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表 ２ － １ － １  

（ イ）   
第 １ 種  

特 定 工 作

物  

コンクリートプラント※ 4  

アスファルトプラント※ 5  

クラッシャープラント※ 6  

危 険 物 （ 表 ２ － １ － ２ に掲 げる危 険 物 をいう。） の貯 蔵 又 は処 理 に供 する工

作 物  

 

（ ロ）   
第 ２ 種  

特 定 工 作

物  

( 右 に 掲 げ

る も の で 、

そ の 規 模

が １ ヘ ク タ

ー ル 以 上

のもの) 

ゴルフコース 

野 球 場 、庭 球 場 、陸 上 競 技 場 、遊 園 地 、動 物 園 その他 の運 動 ・ レジャー施

設 である工 作 物  

 

墓 園  

 

表 ２ － １ － ２   （ 建 築 基 準 法 施 行 令 第 １ １ ６ 条 第 １ 項 ）  

（ イ）   火 薬 類 （ 玩

具 煙 火 を 除

く。）  

火 薬 、爆 薬 、工 業 雷 管 及 び電 気 雷 管 、銃 用 雷 管 、信 号 雷 管 、実

包 、空 包 、 信 管 及 び火 管 、導 爆 線 、導 火 線 、 電 気 導 火 線 、 信 号

炎 管 及 び信 号 火 箭 、煙 火 、その他 の火 薬 又 は爆 薬 を使 用 した火

工 品  

（ ロ）   消 防 法 第 ２ 条 第 ７ 項 に規 定 する危 険 物  

 
※4  「レディミクストコンクリートの製造又はセメントの袋詰で出力の合計が２．５キロワットをこえる原動機を使用するもの」の用途に供する工

作物 
※5  「アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸溜産物又はその残りかすを原料とする製造」の用途に供する工作物 
※6  「鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨、貝殻その他これらに類する物の

粉砕で原動機を使用するもの」の用途に供する工作物 

以 下 に該 当 するものを除 く。 

  石 油 パイプライン 事 業 法 第 ５ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 に 規 定 する 事 業 用 施

設  

  港 湾 法 第 ２ 条 第 ５ 項 第 ８ 号 に規 定 する保 管 施 設 又 は同 項 第 ８ 号 の

２ に規 定 する船 舶 役 務 用 施 設  

  漁 港 漁 場 整 備 法 第 ３ 条 第 ２ 号 ホに規 定 する補 給 施 設  

  航 空 法 による公 共 の用 に供 する飛 行 場 に建 設 される航 空 機 給 油 施

設  

  電 気 事 業 法 第 ２ 条 第 １ 項 第 １ ６ 号 に規 定 する電 気 事 業 （ 同 項 第 ２

号 に規 定 する小 売 電 気 事 業 及 び同 項 第 １ ５ 号 の３ に規 定 する特 定

御 供 給 事 業 を除 く。） の用 に供 する同 項 第 １ ８ 号 に規 定 する電 気 工

作 物  

  ガス事 業 法 第 ２ 条 第 １ ３ 項 に規 定 するガス工 作 物 （ 同 条 第 ２ 項 に規

定 するガス小 売 事 業 の用 に供 するものを除 く。 

以 下 に該 当 するものを除 く。 

  学 校 教 育 法 第 １ 条 に規 定 する学 校 （ 大 学 を除 く。） の施 設  

  港 湾 法 第 ２ 条 第 ５ 項 第 ９ 号 の３ に規 定 する港 湾 環 境 整 備 施 設  

  都 市 公 園 法 第 ２ 条 第 １ 項 に規 定 する都 市 公 園  

  自 然 公 園 法 第 ２ 条 第 ６ 号 に 規 定 する 公 園 事 業 又 は 同 条 第 ４ 号 に

規 定 する都 道 府 県 立 自 然 公 園 のこれに 相 当 する事 業 に より建 設 さ

れる施 設  
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（ ハ）   マッチ 

（ ニ）   可 燃 性 ガス 

（ ホ）   圧 縮 ガス 

（ ヘ）   液 化 ガス 

 

Ⅰ .  開 発 行 為  

「 開 発 行 為 」 とは、主 として建 築 物 の建 築 又 は特 定 工 作 物 の建 設 の用 に供 する目 的 で行 なう土

地 の区 画 形 質 の変 更 をいう。 

 

Ⅱ .  区 画 の変 更  

区 画 の変 更 とは、次 に掲 げる行 為 以 外 のものをいう。 

ア  単 なる分 合 筆  

イ  単 なる形 式 的 な区 画 の変 更 で建 築 行 為 と不 可 分 一 体 のもの 

単 なる形 式 的 な区 画 の変 更 とは、建 築 物 の建 築 に際 し、切 土 、盛 土 等 の造 成 工 事 を伴 わず、か

つ、従 来 の敷 地 の境 界 の変 更 について、既 存 の建 築 物 の除 却 や、へい、かき、さく等 の除 却 、

設 置 が行 われるにとどまるもので公 共 施 設 の整 備 の必 要 がないと認 められるものをいう。 

公 共 施 設 の整 備 とは、次 に掲 げる行 為 をいう。 

ウ  公 共 施 設 を新 設 するもの （ 図 ２ － １ － １ 参 照 ）  

エ  既 存 の公 共 施 設 を廃 止 するもの （ 図 ２ － １ － ２ 参 照 ）  

オ  既 存 の公 共 施 設 を付 け替 えるもの （ 図 ２ － １ － ３ 参 照 ）  

カ  その他 特 に 公 共 施 設 を整 備 する必 要 があるもの（ 当 該 土 地 の 周 辺 における公 共 施 設

整 備 が終 了 していない区 域 において公 共 施 設 を整 備 しなければならないものを含 む。）  

 

図 ２ － １ － １  例 示  

 

 

水
路

道 路

新設道路
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図 ２ － １ － ２  例 示  

 
 

図 ２ － １ － ３  例 示  

 

 

Ⅲ .  形 質 の変 更  

建 築 物 等 を建 築 するに際 して、土 地 の形 質 の変 更 を行 う場 合 が、開 発 行 為 に該 当 する。したが

って、既 に造 成 工 事 が終 わっているものについては、開 発 行 為 に該 当 しないこととなる。 

すなわち、建 築 物 等 を建 築 する目 的 で造 成 工 事 がなされたものは、本 来 開 発 行 為 に該 当 するも

のであり、開 発 行 為 に該 当 しないものとは、造 成 工 事 と建 築 工 事 が連 続 性 のない場 合 であり、客 観

的 には時 間 的 に相 当 期 間 を経 過 しているもので、既 に宅 地 として土 地 利 用 のなされている必 要 が

あると同 時 に、都 市 計 画 法 上 開 発 許 可 に係 らしめる必 要 性 の乏 しいものに限 られる。 

「 相 当 期 間 の経 過 」 については、少 なくとも３ 年 以 上 の時 間 的 経 過 を経 たものであり、かつ、地 形 、

地 勢 及 び周 辺 の土 地 利 用 を勘 案 して、必 ずしも開 発 許 可 に係 らしめる必 要 のないものをいう。 

 なお、市 街 化 調 整 区 域 においては、市 街 化 調 整 区 域 に関 する都 市 計 画 が決 定 された以

降 は建 築 物 等 の建 築 目 的 で宅 地 化 することは制 限 されており、上 記 「 相 当 期 間 」 の経 過 に関

わらず開 発 行 為 に該 当 するか否 かを判 断 する。すなわち、市 街 化 調 整 区 域 に関 する都 市 計

画 が 決 定 され た以 降 に 形 質 の 変 更 が 行 われ、その後 に 建 築 物 等 を建 築 する 目 的 で造 成 工

事 を行 う場 合 は開 発 行 為 に該 当 する。 

「 宅 地 として土 地 利 用 」 については、土 地 登 記 事 項 証 明 書 等 により判 断 するものとする。 

 なお、採 石 あるいは土 取 り跡 地 のように、その 目 的 が 採 石 であり土 取 りであるようなもの で

土 地 の改 変 の大 きなものについては、非 宅 地 的 土 地 利 用 からの変 更 ととらえ、原 則 として開 発

行 為 に該 当 するものとして取 り扱 う。 

「 形 質 の変 更 の範 囲 」 について、次 のような行 為 をする場 合 は、法 面 及 び擁 壁 等 の管 理 行 為 又

は建 築 物 等 の建 築 に伴 う整 地 の範 囲 と判 断 し、開 発 行 為 に該 当 しないものとする。 

キ  高 さ ２ . ０ メ ート ル 以 下 の 擁 壁 （ 土 留 め 壁 ） 又 は 法 面 を Ｒ Ｃ 造 擁 壁 等 に 変 更 す る 場 合  

（ 図 ２ － １ － ４ 参 照 ）  

道 路

道 路

水 路

水
路
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ク  盛 土 高 さが３ ０ センチメートル以 下 の盛 土 、切 土 を伴 う整 地 をする場 合  図 ２ － １ － ５ 参

照 ）  

ケ  高 さが２ .０ メートル以 下 で、上 記 アとイを併 せて行 う場 合  （ 図 ２ － １ － ６ 参 照 ）  

コ  キ～ ケにより新 たに築 造 される擁 壁 等 の構 造 は、原 則 として、「 盛 土 規 制 法 に関 する技

術 的 基 準 ガイドライン ※ 7」 に適 合 しているか、又 はこれと同 等 以 上 の安 全 性 が確 認 され

るものであること。 

 

図 ２ － １ － ４  例 示  

 

 

図 ２ － １ － ５  例 示  

 

 

図 ２ － １ － ６  例 示  

 

 

Ⅳ .  開 発 区 域 の範 囲  

開 発 区 域 とは、開 発 行 為 をする土 地 の区 域 をいう。なお、行 為 主 体 の 同 一 性 、物 理 的 位 置 関

係 、時 期 的 関 係 等 からみて、土 地 利 用 行 為 が一 体 不 可 分 で一 連 のものと認 められる行 為 を行 うも

のにあっては、その行 為 を全 体 として一 体 の開 発 行 為 ととらえ、開 発 区 域 とする。 

「 単 なる形 式 的 な区 画 の変 更 」 は、開 発 行 為 に該 当 しないことから、公 共 施 設 の整 備 を行 うもの

を除 き、「 形 質 の変 更 」 により開 発 行 為 に該 当 するか否 かを判 断 する。したがって、このような場 合

の開 発 区 域 の範 囲 は、原 則 として「 形 質 の変 更 」 をする部 分 とする。 

 
※7 岐阜市まちづくり推進部 開発・盛土指導課制定（令和 8 年 3 月 2 日改訂）  
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この場 合 、次 の事 項 に留 意 するものとする。 

（ １ ） 増 設 により、既 設 部 分 の土 地 の改 変 を伴 う場 合 は、既 設 部 分 も含 めて開 発 区 域 としてとらえ

る。なお、市 街 化 調 整 区 域 においては、法 第 ３ ４ 条 が適 用 されることから既 設 部 分 の土 地 の形

質 に関 わらず、既 設 部 分 を含 めて開 発 区 域 とする。 

（ ２ ） 建 築 確 認 と整 合 を図 る必 要 から、開 発 許 可 には開 発 区 域 の面 積 の他 に、既 設 部 分 も含 ん

だ敷 地 面 積 を注 記 する。 

（ ３ ） 開 発 登 録 簿 の土 地 利 用 計 画 図 は、既 設 部 分 も含 んだ敷 地 全 体 を記 載 することとし、開 発

区 域 の位 置 関 係 を明 らかにする。 

（ ４ ） 開 発 行 為 の完 了 後 相 当 期 間 （ ３ 年 ） を経 過 していない土 地 に隣 接 し、又 は近 接 する土 地 に

おいて行 われる開 発 行 為 で、一 連 の開 発 行 為 とみなされる場 合 は、先 の開 発 区 域 を含 めた全

体 を開 発 区 域 とする。この場 合 、一 連 の開 発 行 為 か否 かは、開 発 行 為 者 、土 地 利 用 計 画 等

から総 合 的 、客 観 的 に判 断 するものとする。 

 

Ⅴ .  「 山 林 現 況 分 譲 」 、「 菜 園 分 譲 」 、「 現 況 有 姿 分 譲 」 等 について  

「 山 林 現 況 分 譲 」 、「 菜 園 分 譲 」 、「 現 況 有 姿 分 譲 」 等 と称 して土 地 の区 画 形 質 の変 更 を行 い

ながら、「 建 築 不 可 」 の 文 言 を入 れることにより、目 的 の 点 において 法 の 適 用 の 可 否 が 問 題 とな る

場 合 があるが、「 主 として建 築 物 の建 築 又 は特 定 工 作 物 の建 設 の用 に供 する目 的 」 の判 断 に当 た

っては、区 画 割 、区 画 街 路 等 の状 況 、宣 伝 文 書 の文 言 等 諸 般 の事 由 を総 合 的 にみて客 観 的 に

判 断 すべきものであり、宣 伝 文 書 中 に「 建 築 不 可 」 の文 言 があっても、総 合 的 にみて「 建 築 目 的 」

と客 観 的 に判 断 し得 るものであれば、開 発 行 為 に当 たる。 

 

Ⅵ .  用 語 の解 説  

（ １ ） 農 家   農 業 を営 む者 が居 住 する世 帯 をいう。 

（ ２ ） 分 家   いわゆる本 家 から独 立 した別 の世 帯 で、社 会 通 念 上 分 家 と認 められるものをい

う。 

（ ３ ） 線 引 き  市 街 化 区 域 、市 街 化 調 整 区 域 に関 する都 市 計 画 の決 定 をいう。（ 岐 阜 市 （ 旧

柳 津 町 を含 む。） においては、昭 和 ４ ６ 年 ３ 月 ３ １ 日 ）  

（ ４ ） 既 存 集 落   地 形 、地 勢 、地 物 等 からみた自 然 的 条 件 及 び地 域 住 民 の社 会 生 活 に係 る文

教 、交 通 、利 便 、コミュニティ、医 療 等 の施 設 利 用 の一 体 性 からみた社 会 条 件 に照 らし、独 立

して一 体 的 な日 常 生 活 圏 を構 成 していると認 められる集 落 であって、相 当 数 （ おおむね５ ０ 戸

を基 準 とする。また、住 宅 については１ 戸 を一 つとする。） の建 築 物 （ 原 則 として延 べ面 積 が３ ０

平 方 メートル以 上 とする。） がおおむね１ ０ ０ メートル以 内 毎 に連 たんしている集 落 をいう。 

（ ５ ） 建 築 制 限   建 蔽 率 ※ 8、容 積 率 ※ 9、壁 面 線 による建 築 制 限 及 び建 築 物 の高 さ制 限 をいう。 

（ ６ ） 建 蔽 率   建 築 物 の建 築 面 積 ※ 10（ 同 一 敷 地 内 に２ 以 上 の建 築 物 がある場 合 においては、

その建 築 面 積 の合 計 ） の敷 地 面 積 に対 する割 合 をいう。 

（ ７ ） 容 積 率   建 築 物 の延 べ面 積 ※ 11の敷 地 面 積 に対 する割 合 をいう。 

（ ８ ） 盛 土 等 みなし許 可   宅 地 造 成 又 は特 定 盛 土 等 について当 該 宅 地 造 成 等 工 事 規 制 区 域

の指 定 後 に都 市 計 画 法 第 ２ ９ 条 第 １ 項 又 は第 ２ 項 の許 可 を受 けたとき、当 該 宅 地 造 成 又 は

特 定 盛 土 等 に関 する工 事 について、宅 地 造 成 及 び特 定 盛 土 等 規 制 法 第 １ ２ 条 第 １ 項 の許

可 を受 けたものとみなされた宅 地 造 成 又 は特 定 盛 土 等 ※ 12をいう。 

 

 
※8  建築基準法第５３条第１項 
※9  建築基準法第５２条第１項 
※1 0  建築基準法施行令第２条第１項第２号 
※1 1  建築基準法施行令第２条第１項第４号 
※12 宅地造成及び特定盛土等規制法第１５条第２項 
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第 ２ 節  開 発 許 可  

 

法 第 ２ ９ 条 第 １ 項   

都 市 計 画 区 域 又 は準 都 市 計 画 区 域 内 において開 発 行 為 をしようとする者 は、あらかじめ、国

土 交 通 省 令 で定 めるところにより、開 発 許 可 権 者 の許 可 を受 けなければならない。 

 

「 開 発 許 可 」 とは、法 第 ２ ９ 条 第 １ 項 及 び第 ２ 項 による許 可 をいう。 

開 発 許 可 は開 発 行 為 についての許 可 であり、建 築 物 自 体 の用 途 、構 造 、設 備 等 を対 象 とする

建 築 確 認 とは異 なる。 

許 可 を受 けなければならない開 発 行 為 が、農 地 法 第 ４ 条 、第 ５ 条 又 は第 ７ ３ 条 、森 林 法 第 １ ０

条 の２ 、風 致 地 区 内 の 行 為 の許 可 等 他 の法 令 による規 制 を受 けることとなる場 合 においては、同

時 に許 可 等 を行 うことを原 則 とする。 

なお、宅 地 造 成 及 び特 定 盛 土 等 規 制 法 （ 以 下 、「 盛 土 規 制 法 」 という。） 第 １ ２ 条 第 １ 項 の許 可

にあっては、開 発 許 可 を受 けることにより同 項 の許 可 を受 けたものとみなされる。 

開 発 許 可 は、一 般 的 な禁 止 を特 定 の場 合 に解 除 するいわゆる講 学 上 の許 可 であり、新 たに権

利 を設 定 するものではない。 

 

第 ３ 節  建 築 許 可  

 

法 第 ４ ３ 条 第 １ 項   

何 人 も、市 街 化 調 整 区 域 のうち 開 発 許 可 を受 けた開 発 区 域 以 外 の 区 域 内 において は、開

発 許 可 権 者 の許 可 を受 けなければ、第 ２ ９ 条 第 １ 項 第 ２ 号 若 しくは第 ３ 号 に規 定 する建 築 物 以

外 の建 築 物 を新 築 し、又 は第 １ 種 特 定 工 作 物 を新 設 してはならず、また、建 築 物 を改 築 し、又

はその用 途 を変 更 して同 項 第 ２ 号 若 しくは第 ３ 号 に規 定 する建 築 物 以 外 の建 築 物 としてはなら

ない。 

 

「 建 築 許 可 」 とは、法 第 ４ ３ 条 第 １ 項 による許 可 をいう。 

開 発 許 可 は開 発 行 為 を規 制 することにより秩 序 ある市 街 化 の形 成 を図 ることを実 現 しようとする

ものであるが、規 制 の 効 果 を完 全 にするために は、開 発 行 為 の規 制 だけ では不 十 分 であり、開 発

行 為 を伴 わずして行 われる建 築 行 為 等 も規 制 の対 象 とすることが必 要 となる。 

そこで、市 街 化 を抑 制 するという趣 旨 から特 に徹 底 して規 制 を行 うことが望 ましい市 街 化 調 整 区

域 においては、開 発 行 為 を伴 わない建 築 行 為 等 を規 制 することとする。 

なお、本 条 でいう「 新 築 」 とは建 築 物 のない敷 地 内 での建 築 物 の新 築 に限 らず、同 一 敷 地 内 で

の建 築 物 面 積 の増 加 の場 合 であっても、従 前 の建 築 物 と規 模 構 造 が著 しく異 なる場 合 には、「 新

築 」 に該 当 する。 

 

第 ４ 節  設 計 者 の資 格  

 

法 第 ３ １ 条   

設 計 に係 る設 計 図 書 （ 開 発 行 為 に関 する工 事 のうち開 発 区 域 の面 積 が１ ヘクタール以 上 の

開 発 行 為 に関 する工 事 を実 施 するため必 要 な図 面 （ 現 寸 図 その他 これに類 するものを除 く。）

及 び仕 様 書 をいう。） は、表 ２ － ４ － １ に掲 げる資 格 を有 する者 の作 成 したものでなければならな
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い。 

 

１ ヘクタール以 上 の開 発 行 為 において、設 計 に係 る設 計 図 書 は、表 ２ － ４ － １ に掲 げる有 資 格

者 の作 成 したものでなければならない。 

また、申 請 書 には、設 計 者 の資 格 を示 す書 類 を添 付 すること。 

 

盛 土 規 制 法 第 １ ３ 条   

宅 地 造 成 等 工 事 規 制 区 域 内 において行 われる宅 地 造 成 等 に関 する工 事 （ 前 条 第 １ 項 ただ

し書 に規 定 する工 事 を除 く。第 ２ １ 条 第 １ 項 において同 じ。） は、政 令 （ その政 令 で都 道 府 県 の

規 則 に委 任 した事 項 に関 しては、その規 則 を含 む。） で定 める技 術 的 基 準 に従 い、擁 壁 、排 水

施 設 その他 の政 令 で定 める施 設 （ 以 下 「 擁 壁 等 」 という。） の設 置 その他 宅 地 造 成 等 に伴 う災

害 を防 止 するため必 要 な措 置 が講 ぜられたものでなければならない。 

前 段 の規 定 により講 ずべきものとされる措 置 のうち政 令 （ 同 項 の政 令 で都 道 府 県 の規 則 に委

任 した事 項 に関 しては、その規 則 を含 む。） で定 めるものの工 事 は、政 令 で定 める資 格 を有 する

者 の設 計 によらなければならない。 

 

高さが 5ｍを超える擁壁を設置する時、もしくは盛土又は切土をする土地の面積が

1,500 ㎡を超える土地における排水施設を設置する時は、表２－４－１に加え、表 ２ － ４

－ ２ に掲 げる有 資 格 者 の作 成 したものでなければならない。 

 

表 ２ － ４ － １  

開 発 区

域 の規 模  

学 歴 、有 資 格 等  実 務 経 験

年 数 ※ 13  

１ ｈ ａ  

以 上  

（ イ）  学 校 教 育 法 による大 学 （ 短 期 大 学 を除 く。） 又 は旧 大 学 令

に よ る 大 学 に おい て 、 正 規 の 土 木 、 建 築 、 都 市 計 画 又 は 造

園 に関 する課 程 を修 めて卒 業 した者  

２ 年 以 上  

（ ロ）  学 校 教 育 法 に よ る 短 期 大 学 に お い て 、 正 規 の 土 木 、 建

築 、都 市 計 画 又 は造 園 に関 する修 業 年 限 ３ 年 の課 程 （ 夜 間

において授 業 を行 なうものを除 く。） を修 めて卒 業 した者  

３ 年 以 上  

（ ハ）  前 号 に該 当 する者 を除 き、学 校 教 育 法 による短 期 大 学 若

しくは高 等 専 門 学 校 又 は旧 専 門 学 校 令 による専 門 学 校 にお

いて、正 規 の 土 木 、建 築 、都 市 計 画 又 は造 園 に 関 する 課 程

を修 めて卒 業 した者  

４ 年 以 上  

（ ニ）  学 校 教 育 法 による高 等 学 校 若 しくは中 等 教 育 学 校 又 は旧

中 等 学 校 令 に よる 中 等 学 校 に おい て 、 正 規 の 土 木 、 建 築 、

都 市 計 画 又 は造 園 に関 する課 程 を修 めて卒 業 した者  

７ 年 以 上  

（ ホ）  技 術 士 法 に よる 第 ２ 次 試 験 の うち 国 土 交 通 大 臣 が 定 める

部 門 （ 建 設 部 門 、上 下 水 道 部 門 及 び衛 生 工 学 部 門 ） ※ 14に

合 格 した者  

２ 年 以 上  

（ ヘ）  建 築 士 法 による１ 級 建 築 士 の資 格 を有 する者  ２ 年 以 上  

 
※1 3  卒業若しくは合格後、宅地開発に関する技術に関して要する実務の経験の期間をいう。 
※1 4  昭和４５年１月１２日付け建設省告示第３９号（改正：平成１２年１２月２８日付け建設省告示第２５３７号、平成１７年４月１４日付け

国土交通省告示第４５８号）参照 
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（ ト）  宅 地 開 発 に関 する 技 術 に関 する ７ 年 以 上 の 実 務 の 経 験 を含 む土 木 、

建 築 、都 市 計 画 又 は 造 園 に 関 する １ ０ 年 以 上 の 実 務 の 経 験 を有 する 者

で、一 般 財 団 法 人 全 国 建 設 研 修 センターが行 う宅 地 造 成 技 術 講 習 を修

了 した者  

（ チ）  国 土 交 通 大 臣 が（ イ） ～ （ ト） までに掲 げる者 と同 等 以 上 の知 識 及 び経

験 を有 すると認 めた者 ※ 15  

２ ０ ｈ ａ  

以 上  

（ イ ） ～ （ チ） の いずれか に 該 当 する 者 で、開 発 区 域 の 面 積 が ２ ０ ヘクタール

以 上 の開 発 行 為 に関 する工 事 の総 合 的 な 設 計 に係 る設 計 図 書 を作 成 した

経 験 を有 する者 その他 国 土 交 通 大 臣 がこれと同 等 以 上 の経 験 を有 すると認

めた者  

 

表 ２ － ４ － ２  

学 歴 、有 資 格 等  実 務 経 験

年 数 ※ 16  

（ リ）  学 校 教 育 法 による大 学 （ 短 期 大 学 を除 く。） 又 は旧 大 学 令 による大 学

において、正 規 の土 木 又 は建 築 に関 する課 程 を修 めて卒 業 した者  

２ 年 以 上  

（ ヌ）  学 校 教 育 法 に よる短 期 大 学 において 、正 規 の 土 木 又 は建 築 に 関 する

修 業 年 限 ３ 年 の 課 程 （ 夜 間 において 授 業 を行 なうものを除 く。） を修 めて

卒 業 した者  

３ 年 以 上  

（ ル）  前 号 に該 当 する者 を除 き、学 校 教 育 法 による短 期 大 学 若 しくは高 等 専

門 学 校 又 は旧 専 門 学 校 令 による専 門 学 校 において、正 規 の土 木 又 は建

築 に関 する課 程 を修 めて卒 業 した者  

４ 年 以 上  

（ ヲ）  学 校 教 育 法 に よる 高 等 学 校 若 し く は 中 等 教 育 学 校 又 は 旧 中 等 学 校

令 による中 等 学 校 において、正 規 の土 木 又 は建 築 に関 する課 程 を修 めて

卒 業 した者  

７ 年 以 上  

（ ワ）  学 校 教 育 法 による 大 学 （ 短 期 大 学 を除 く。） の 大 学 院 若 しく は専 攻 科

又 は旧 大 学 令 による大 学 院 若 しくは研 究 科 に 1 年 以 上 在 学 して、土 木 又

は建 築 に関 する事 項 を専 攻 した者  

１ 年 以 上  

（ カ）  技 術 士 法 による第 ２ 次 試 験 のうち、技 術 部 門 を建 設 部 門 、農 業 部 門 （ 選 択 科 目 を

「 農 業 農 村 工 学 」 とするものに限 る。） 、森 林 部 門 （ 選 択 科 目 を「 森 林 土 木 」 とするもの

に限 る。） 又 は水 産 部 門 （ 選 択 科 目 を「 水 産 土 木 」 とするものに限 る。） とするもの ※ 17に

合 格 した者 ※ 18  

（ ヨ）  建 築 士 法 による１ 級 建 築 士 の資 格 を有 する者  

（ タ）  土 木 又 は建 築 に関 して１ ０ 年 以 上 の実 務 の経 験 を有 する者 で、一 般 財 団 法 人 全 国

建 設 研 修 センターが行 う宅 地 造 成 技 術 講 習 を修 了 した者  

 
※1 5  昭和４５年１月１２日建設省告示第３８号（改正：平成１２年１２月２８日建設省告示第２５３７号、平成１７年４月１４日国土交通省告

示第４５８号）参照 

 学校教育法による大学（短期大学を除く。）の大学院若しくは専攻科又は旧大学令による大学の大学院若しくは研究科に１年以上

在学して土木、建築、都市計画又は造園に関する事項を専攻した後、宅地開発に関する技術に関して１年以上の実務経験を有する

者 
※1 6  卒業若しくは合格後、土木又は建築に関する技術に関して要する実務の経験の期間をいう。 
※1 7  昭和３７年３月２９日建設省告示第１００５号（改正：昭和３７年６月６日建設省告示第１２９１号、平成１２年１２月２８日建設省告示

第２５３６号、平成１７年４月１４日国土交通省告示第４５８号、令和５年５月１４日農林水産省、国土交通省告示第４号）参照 
※1 8  技術士法施行規則の一部を改正する省令（平成１５年文部科学省令第３６号）の施行の際現に技術士法による第２次試験のうちで

技術部門を林業部門（選択科目を「森林土木」とするものに限る。）とするものに合格した者及び技術士法施行規則の一部を改正す

る省令（平成２９年文部科学省令第４５号）の施行の際現に技術士法による第２次試験のうちで技術部門を農業部門（選択科目を「農

業土木」とするものに限る。）とするものに合格した者を含む。 
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第 ５ 節  公 共 施 設 管 理 者 の同 意 等  

 

法 第 ３ ２ 条   

開 発 許 可 を申 請 しようとする者 は、あらかじめ、開 発 行 為 に関 係 がある公 共 施 設 の管 理 者 と

協 議 し、その同 意 を得 なければならない。 

開 発 許 可 を申 請 しようとする者 は、あらかじめ、開 発 行 為 又 は開 発 行 為 に関 する工 事 により

設 置 される公 共 施 設 を管 理 することとなる者 その他 政 令 で定 める者 と協 議 しなければならない。 

公 共 施 設 の管 理 者 又 は公 共 施 設 を管 理 することとなる者 は、公 共 施 設 の適 切 な管 理 を確

保 する観 点 から、協 議 を行 うものとする。 

 

Ⅰ .  公 共 施 設  

公 共 施 設 には、道 路 、公 園 、下 水 道 、緑 地 、広 場 、河 川 、運 河 、水 路 及 び消 防 の 用 に供 する

貯 水 施 設 が該 当 し、「 開 発 行 為 に 関 係 がある公 共 施 設 」 とは、開 発 区 域 内 にある既 存 の公 共 施

設 のほか、開 発 区 域 外 にあって、開 発 区 域 に接 続 することとなる道 路 や、開 発 行 為 の実 施 に伴 っ

て変 更 又 は廃 止 されることとなる公 共 施 設 を含 む。 

 

Ⅱ .  公 共 施 設 管 理 者 の同 意  

開 発 行 為 に関 する工 事 によって既 存 の公 共 施 設 の機 能 を損 なうことのないようにする必 要 があり、

かつ、変 更 を伴 うときはそれを適 正 に行 う必 要 がある。 

そのために各 公 共 施 設 管 理 者 の同 意 を得 なければならない。 

 

Ⅲ .  公 共 施 設 管 理 予 定 者 との協 議  

開 発 行 為 により設 置 される公 共 施 設 は、適 切 に管 理 される必 要 があるため、公 共 施 設 を管 理 す

ることとなる者 と協 議 する必 要 がある。 

 

Ⅳ .  ２ ０ ヘクタール以 上 の開 発 行 為  

開 発 区 域 の面 積 が２ ０ ヘクタール以 上 の開 発 行 為 について開 発 許 可 を申 請 しようとする者 は、

あらかじめ、表 ２ － ５ － １ に掲 げる者 と協 議 しなければならない。 

 

表 ２ － ５ － １  

（ イ）   当 該 開 発 区 域 内 に居 住 することとなる者 に関 係 がある義 務 教 育 施 設 の設 置 義 務

者  

（ ロ）   当 該 開 発 区 域 を給 水 区 域 に含 む水 道 法 第 ３ 条 第 ５ 項 に規 定 する水 道 事 業 者  

 

Ⅴ .  ４ ０ ヘクタール以 上 の開 発 行 為  

開 発 区 域 の面 積 が４ ０ ヘクタール以 上 の開 発 行 為 について開 発 許 可 を申 請 しようとする者 は、

あらかじめ、表 ２ － ５ － １ 及 び表 ２ － ５ － ２ に掲 げる者 と協 議 しなければならない。 
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表 ２ － ５ － ２  

（ イ）   当 該 開 発 区 域 を供 給 区 域 に含 む電 気 事 業 法 第 ２ 条 第 １ 項 第 ９ 号 に規 定 する一

般 送 配 電 業 者 及 び同 項 第 １ １ 号 の３ に規 定 する配 電 事 業 者  

（ ロ）   当 該 開 発 区 域 を供 給 区 域 に含 むガス事 業 法 第 ２ 条 第 ６ 項 に規 定 する一 般 ガス導

管 事 業 者  

（ ハ）   当 該 開 発 行 為 に 関 係 が ある 鉄 道 事 業 法 による 鉄 道 事 業 者 及 び軌 道 法 に よる軌

道 経 営 者  

 

 

第 ６ 節  開 発 許 可 等 により設 置 された公 共 施 設 の管 理  

 

法 第 ３ ９ 条   

開 発 許 可 を受 けた開 発 行 為 又 は開 発 行 為 に 関 する工 事 により公 共 施 設 が設 置 されたとき

は、その公 共 施 設 は、第 ３ ６ 条 第 ３ 項 の 公 告 の日 の翌 日 において、その公 共 施 設 の存 する市

町 村 の管 理 に属 するものとする。ただし、他 の法 律 に基 づく管 理 者 が別 にあるとき、又 は第 ３ ２

条 第 ２ 項 の協 議 により管 理 者 について別 段 の定 めをしたときは、それらの者 の管 理 に 属 するも

のとする。 

 

開 発 許 可 を受 けた開 発 行 為 等 により設 置 された公 共 施 設 及 び当 該 公 共 施 設 の用 に供 する土

地 （ 以 下 「 公 共 施 設 等 」 という。） の管 理 及 び帰 属 については、公 共 施 設 等 ごとの用 途 に従 った有

効 かつ適 切 な維 持 管 理 がなされる必 要 があり、原 則 として市 が管 理 し、市 に帰 属 すること。 

公 共 施 設 等 の管 理 に関 しては、次 の事 項 に留 意 して法 の趣 旨 をふまえた確 実 な管 理 が行 われ

るようにすること。 

法 第 ３ ２ 条 第 ２ 項 の協 議 においては、帰 属 を受 ける公 共 施 設 等 の範 囲 、帰 属 の時 期 、方 法 、手

続 き等 について、協 議 内 容 を明 確 にした協 議 書 を締 結 すること。 

開 発 区 域 のうち当 該 公 共 施 設 の用 に供 される土 地 を開 発 者 以 外 の者 が所 有 している場 合 等 に

は、当 該 開 発 行 為 に関 する工 事 の完 了 までに 開 発 者 において当 該 土 地 の所 有 権 を取 得 す

る等 確 実 な管 理 が行 われるための必 要 な措 置 を講 ずること。 

 

 

第 ７ 節  開 発 許 可 等 の特 例  

 

法 第 ３ ４ 条 の２   

国 の機 関 又 は都 道 府 県 等 が行 う都 市 計 画 区 域 若 しくは準 都 市 計 画 区 域 内 における開 発

行 為 （ 第 ２ ９ 条 第 １ 項 各 号 に掲 げる開 発 行 為 を除 く。） については、当 該 国 の機 関 又 は都 道 府

県 等 と許 可 権 者 との協 議 が成 立 することをもって、開 発 許 可 があったものとみなす。 

第 ３ ２ 条 の規 定 は協 議 を行 おうとする国 の機 関 又 は都 道 府 県 等 について、第 ４ １ 条 の規 定

は協 議 を成 立 させる場 合 について、第 ４ ７ 条 の規 定 は協 議 が成 立 したときについて準 用 する。 

 

法 第 ４ ３ 条 第 ３ 項   

国 の機 関 又 は都 道 府 県 等 が行 う第 １ 項 本 文 の建 築 物 の新 築 、改 築 若 しくは用 途 の変 更 又

は第 １ 種 特 定 工 作 物 の新 設 （ 同 項 各 号 に掲 げるものを除 く。） については、当 該 国 の機 関 又 は

都 道 府 県 等 と許 可 権 者 との協 議 が成 立 することをもって、同 項 の許 可 があったものとみなす。 
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表 ２ － ７ － １ に掲 げる者 が法 第 ３ ４ 条 の２ 第 １ 項 及 び第 ４ ３ 条 第 ３ 項 の特 例 の対 象 となる。 

開 発 行 為 においては、法 第 ２ ９ 条 第 １ 項 各 号 に掲 げる開 発 行 為 を除 き、法 第 ３ ３ 条 及 び第 ３ ４

条 の基 準 を適 用 し、協 議 成 立 後 には、開 発 許 可 に準 じた規 定 が適 用 される。また、建 築 行 為 にお

いても、法 第 ４ ３ 条 第 １ 項 各 号 に掲 げる建 築 行 為 を除 き、令 第 ３ ６ 条 の基 準 が適 用 される。 

法 第 ３ ３ 条 、第 ３ ４ 条 及 び令 第 ３ ６ 条 の基 準 については、＜ 技 術 基 準 編 ＞ 及 び＜ 立 地 基 準 編

＞ を参 照 。 

 

表 ２ － ７ － １  

国 、都 道 府 県   

指 定 都 市 等  指 定 都 市  地 方 自 治 法 第 ２ ５ ２ 条 の１ ９ 第 １ 項  

中 核 市  地 方 自 治 法 第 ２ ５ ２ 条 の２ ２ 第 １ 項  

特 例 市  地 方 自 治 法 第 ２ ５ ２ 条 の２ ６ の３ 第 １ 項  

事 務 処 理 市 町 村  地 方 自 治 法 第 ２ ５ ２ 条 の１ ７ の２ 第 １ 項  

一 部 事 務 組 合 、 広 域 連 合

若 しくは港 務 局  

都 道 府 県 、指 定 都 市 等 若 しくは事 務 処 理 市 町 村 がその組

織 に加 わっているもの 

独 立 行 政 法 人 空 港 周 辺 整

備 機 構  

公 共 用 飛 行 場 周 辺 における航 空 機 騒 音 による障 害 の防 止

等 に関 する法 律 施 行 令 第 １ ５ 条 第 １ 項 第 ２ 号  

独 立 行 政 法 人 鉄 道 建 設 ・

運 輸 施 設 整 備 支 援 機 構  

独 立 行 政 法 人 鉄 道 建 設 ・ 運 輸 施 設 整 備 支 援 機 構 法 施 行

令 第 ２ ８ 条 第 １ 項 第 １ １ 号  

独 立 行 政 法 人 都 市 再 生 機

構  

独 立 行 政 法 人 都 市 再 生 機 構 法 施 行 令 第 ３ ４ 条 第 １ 項 第 ９

号  

地 方 住 宅 供 給 公 社  地 方 住 宅 供 給 公 社 法 施 行 令 第 ２ 条 第 １ 項 第 ７ 号 。 た だ

し、都 道 府 県 、指 定 都 市 等 又 は事 務 処 理 市 町 村 が設 立 し

たものに限 る。 

土 地 開 発 公 社  公 有 地 の拡 大 の推 進 に関 する法 律 施 行 令 第 ９ 条 第 １ 項 第

４ 号 。 ただ し 、 都 道 府 県 、 指 定 都 市 等 又 は 事 務 処 理 市 町

村 が設 立 したもので開 発 行 為 に関 する協 議 に限 る。 

日 本 下 水 道 事 業 団  日 本 下 水 道 事 業 団 法 施 行 令 第 ７ 条 第 １ 項 第 ７ 号  
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第３章  開発許可 等の基 準 

第 １ 節  技 術 的 な基 準  

Ⅰ .  用 途 地 域  

 

法 第 ３ ３ 条 第 １ 項 第 １ 号   

当 該 申 請 に係 る開 発 区 域 内 の土 地 について、表 ３ － １ － １ に掲 げる用 途 地 域 等 が定 められ

ているときは、予 定 建 築 物 等 の用 途 が当 該 用 途 地 域 等 内 における用 途 の制 限 に適 合 している

こと。ただし、都 市 再 生 特 別 地 区 の区 域 内 において当 該 都 市 再 生 特 別 地 区 に定 められた誘 導

すべき用 途 に適 合 するものにあっては、この限 りでない。 

 

表 ３ － １ － １  用 途 地 域 等  

（ イ）   用 途 地 域 ※ 19（ 建 築 基 準 法 第 ４ ８ 条 及 び第 ８ ８ 条 ）  

（ ロ）   特 別 用 途 地 区 ※ 20（ 建 築 基 準 法 第 ４ ９ 条 第 １ 項 又 は第 ２ 項 の条 例 （ 同 法 第 ８ ８ 条

第 ２ 項 において準 用 する場 合 を含 む） ）  

（ ハ）   特 定 用 途 制 限 地 域 ※ 21（ 建 築 基 準 法 第 ４ ９ 条 の２ の条 例 （ 同 法 第 ８ ８ 条 第 ２ 項 に

おいて準 用 する場 合 を含 む） ）  

（ ニ）   居 住 環 境 向 上 用 途 用 途 誘 導 地 区 ※ 22（ 建 築 基 準 法 第 ６ ０ 条 の２ の２ 第 ４ 項 の条

例 ）  

（ ホ）   特 別 用 途 誘 導 地 区 （ 建 築 基 準 法 第 ６ ０ 条 の３ 第 ３ 項 の条 例 ）  

（ ヘ）   流 通 業 務 地 区 ※ 23（ 流 通 業 務 市 街 地 の整 備 に関 する法 律 第 ４ 条 第 １ 項 及 び第 ５

条 ）  

（ ト）   港 湾 法 第 ３ ９ 条 第 １ 項 の分 区 （ 港 湾 法 第 ４ ０ 条 第 １ 項 の条 例 ）  

 

Ⅱ .  地 区 計 画 等  

 

法 第 ３ ３ 条 第 １ 項 第 ５ 号   

当 該 申 請 に係 る開 発 区 域 内 の土 地 について表 ３ － １ － ２ に掲 げる地 区 計 画 等 が定 められて

いるときは、予 定 建 築 物 等 の用 途 又 は開 発 行 為 の設 計 が当 該 地 区 計 画 等 に定 められた内 容

に即 して定 められていること。 

 

 
※1 9  法第８条第１項第１号 
※2 0  法第８条第１項第２号 
※2 1  法第８条第１項第２号の２ 
※2 2  法第８条第１項第２号の２ 
※2 3  法第８条第１項第１３号 
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表 ３ － １ － ２  地 区 計 画 等  

（ イ）   地 区 計 画 ※ 24  当 該 土 地 について地 区 整 備 計 画 ※ 25又 は再 開 発 等 促 進 区

若 しくは開 発 整 備 促 進 区 ※ 26が定 められているもの 

（ ロ）   防 災 街 区 整 備 地

区 計 画 ※ 27  

当 該 土 地 について地 区 防 災 施 設 の区 域 、特 定 建 築 物 地 区

整 備 計 画 又 は防 災 街 区 整 備 地 区 整 備 計 画 が定 められてい

るもの 

（ ハ）   歴 史 的 風 致 維 持

向 上 地 区 計 画 ※ 28  

当 該 土 地 に ついて 歴 史 的 風 致 維 持 向 上 地 区 整 備 計 画 が

定 められているもの 

（ ニ）   沿 道 地 区 計 画 ※ 29  当 該 土 地 について沿 道 再 開 発 等 促 進 区 ※ 30又 は沿 道 地 区

整 備 計 画 が定 められているもの 

（ ホ）   集 落 地 区 計 画 ※ 31  当 該 土 地 について集 落 地 区 整 備 計 画 が定 められているもの 

 

Ⅲ .  資 力 ・ 信 用  

 

法 第 ３ ３ 条 第 １ 項 第 １ ２ 号   

主 として、表 ３ － １ － ３ に 掲 げる 開 発 行 為 以 外 の 開 発 行 為 にあって は、申 請 者 に 当 該 開 発

行 為 を行 うために必 要 な資 力 及 び信 用 があること。 

 

盛 土 規 制 法 第 １ ２ 条 第 ２ 項 第 ２ 号   

盛 土 等 みなし許 可 については、工 事 主 に当 該 宅 地 造 成 等 に関 する工 事 を行 うために必 要 な

資 力 及 び信 用 があること。 

 

事 業 計 画 どおりに当 該 事 業 を完 遂 するための資 金 的 能 力 があること。 

過 去 の事 業 実 績 等 から判 断 して、誠 実 に許 可 条 件 等 を遵 守 して事 業 を遂 行 できること。 

事 業 を中 途 で廃 止 するような事 態 が生 じた場 合 、変 更 を加 えた公 共 施 設 の機 能 の回 復 や災 害

防 止 のための措 置 を講 じるための能 力 を有 すること。 

表 ３ － １ － ３  

（ イ）  自 己 の居 住 の用 に供 する住 宅 の建 築 の用 に供 する目 的 で行 う開 発 行 為  

（ ロ）  
自 己 の 業 務 の 用 に 供 する  の 用 に 供 する 目 的 で行

う開 発 行 為 で、かつ、 

 

 

 
※2 4  法第１２条の４第１項第１号 
※2 5  法第１２条の５第２項第３号 
※2 6  いずれも法第１２条の５第５項第２号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。 
※2 7  法第１２条の４第１項第２号、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第３２条第１項 
※2 8  法第１２条の４第１項第３号、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第３１条第１項 
※2 9  法第１２条の４第１項第４号、幹線道路の沿道の整備に関する法律第９条第１項 
※3 0  幹線道路の沿道の整備に関する法律第９条第４項第２号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。 
※3 1  法第１２条の４第１項第５号、集落地域整備法第５条第１項 

当 該 開 発 行 為 の中 断 により当 該 開 発 区 域 及 びその周 辺 の地 域 に出 水 、崩 崖

れ、土 砂 の 流 出 等 による 被 害 が 生 じるおそれがあることを考 慮 して、開 発 区 域

の面 積 が１ ヘクタール以 上 のものを除 く。 

住 宅 以 外 の 建 築 物 の 建

築 
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Ⅳ .  工 事 施 行 者  

 

法 第 ３ ３ 条 第 １ 項 第 １ ３ 号   

主 として、表 ３ － １ － ３ に 掲 げる 開 発 行 為 以 外 の 開 発 行 為 にあって は、工 事 施 行 者 に 当 該

開 発 行 為 に関 する工 事 を完 成 するために必 要 な能 力 があること。 

 

盛 土 規 制 法 第 １ ２ 条 第 ２ 項 第 ３ 号   

盛 土 等 みなし許 可 については、工 事 施 行 者 に 当 該 宅 地 造 成 等 に関 する工 事 を完 成 するた

めに必 要 な能 力 があること。 

 

「 工 事 施 行 者 」 とは、開 発 行 為 に関 する工 事 の請 負 人 又 は請 負 契 約 によらないで自 らその工 事

を施 行 する者 をいう。 

過 去 の事 業 実 績 等 から判 断 して、誠 実 に許 可 条 件 等 を遵 守 して事 業 を遂 行 できること。 

事 業 を中 途 で廃 止 するような事 態 が生 じた場 合 、変 更 を加 えた公 共 施 設 の機 能 の回 復 や災 害

防 止 のための措 置 を講 じるための能 力 を有 すること。 

 

Ⅴ .  権 利 者 同 意  

 

法 第 ３ ３ 条 第 １ 項 第 １ ４ 号   

当 該 開 発 行 為 をしようとする土 地 若 しくは当 該 開 発 行 為 に 関 する 工 事 をしようとする土 地 の

区 域 内 の土 地 又 はこれらの土 地 にある建 築 物 その他 の工 作 物 につき当 該 開 発 行 為 の施 行 又

は当 該 開 発 行 為 に関 する工 事 の実 施 の妨 げとなる権 利 を有 する者 の相 当 数 の同 意 を得 ている

こと。 

 

「 工 事 の実 施 の妨 げとなる権 利 」 とは、主 に表 ３ － １ － ４ に掲 げる権 利 をいう。 

「 相 当 数 の同 意 」 があれば、許 可 の申 請 は可 能 であるが、できる限 り全 員 同 意 とすることが望 まし

い。 

 

表 ３ － １ － ４  

 権 利 の名 称  

土 地  所 有 権 、永 小 作 権 、地 上 権 、賃 借 権 、質 権 、抵 当 権 、先 取 特 権 、 

地 役 権  

建 築 物 、工 作 物  所 有 権 、賃 借 権 、質 権 、抵 当 権 、先 取 特 権  

 

Ⅵ .  造 成 、道 路 、公 園 等  

 

＜ 技 術 基 準 編 ＞ を参 照 。 

 

 

第 ２ 節  立 地 に関 する基 準  

 

＜ 立 地 基 準 編 ＞ を参 照 。 

-122-



第４章  開発許可 等による制限  

第 １ 節  建 築 制 限 等  

 

法 第 ３ ７ 条   

開 発 許 可 を受 けた開 発 区 域 内 の土 地 においては、法 第 ３ ６ 条 第 ３ 項 の公 告 があるまでの間

は、建 築 物 を建 築 し、又 は特 定 工 作 物 を建 設 してはならない。 

 

表 ４ － １ － １ に掲 げるものについては、法 第 ３ ７ 条 本 文 の規 定 にかかわらず、建 築 又 は建 設 する

ことができる。 

承 認 に要 する申 請 書 及 び添 付 図 書 は第 ６ 章 による。 

 

表 ４ － １ － １  

（ イ）   当 該 開 発 行 為 に関 する工 事 用 の仮 設 建 築 物 又 は特 定 工 作 物 を建 築 し、又 は建

設 するとき。 

（ ロ）   建 築 物 又 は特 定 工 作 物 を建 築 し、又 は建 設 することが当 該 開 発 行 為 に支 障 がな

いと認 められ、承 認 を受 けたとき。 

（ ハ）   法 第 ３ ３ 条 第 １ 項 第 １ ４ 号 に規 定 する同 意 をしていない者 が、その権 利 の行 使 とし

て建 築 物 を建 築 し、又 は特 定 工 作 物 を建 設 するとき。※ 32  

 

 

第 ２ 節  建 築 物 の建 蔽 率 等 の制 限  

 

法 第 ４ １ 条   

用 途 地 域 の定 められていない土 地 の区 域 における開 発 行 為 について開 発 許 可 をする場 合 に

おいて必 要 があると認 めるときは、当 該 開 発 区 域 内 の土 地 について、建 築 物 の建 蔽 率 、建 築 物

の高 さ、壁 面 の位 置 その他 建 築 物 の敷 地 、構 造 及 び設 備 に関 する制 限 を定 めることができる。 

建 築 物 は、これらの制 限 に違 反 して建 築 してはならない。ただし、開 発 許 可 権 者 が当 該 区 域

及 びその周 辺 の地 域 における環 境 の保 全 上 支 障 がないと認 め、又 は公 益 上 やむを得 ないと認

めて許 可 したときは、この限 りでない。 

 

この制 限 は、市 街 化 区 域 以 外 について適 用 する。 

市 街 化 区 域 には、別 途 用 途 地 域 が定 められているので、その制 限 による。 

なお、開 発 許 可 を受 けた後 、市 街 化 区 域 に編 入 された区 域 においては、許 可 時 の制 限 を廃 す

る。 

ただし書 による許 可 に要 する申 請 書 及 び添 付 図 書 は第 ６ 章 による。 

建 蔽 率 等 の指 定  

 当 該 開 発 行 為 の 規 模 、 目 的 、 周 辺 の 地 域 との 関 係 等 に 照 ら し て 、 少 な く とも 用 途 地 域

（ 用 途 地 域 を前 提 として定 められる地 域 地 区 を含 む。以 下 同 じ。） 設 定 に伴 う建 築 物 の敷 地 、

構 造 及 び設 備 に関 する制 限 （ 用 途 自 体 に関 する制 限 を除 く。以 下 同 じ。） に代 えて、直 接 こ

 
※3 2  別途法第２９条第１項に基づく許可を要する。 
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れらの制 限 を行 い得 ることとした規 定 であるので、当 該 開 発 行 為 が行 われる区 域 について、必

要 と認 められる用 途 地 域 を想 定 し、当 該 用 途 地 域 に係 る制 限 に準 ずる建 築 物 の敷 地 、構 造

及 び設 備 に関 する制 限 を定 める。 

開 発 行 為 により定 める建 築 物 の制 限 の内 容  

ア  建 蔽 率  

イ  容 積 率  

ウ  建 築 物 の高 さ 

エ  壁 面 の位 置  

オ  その他 、建 築 物 の敷 地 、構 造 、設 備 等 に関 する制 限  

 

 

第 ３ 節  開 発 許 可 を受 けた土 地 における建 築 等 の制 限  

 

法 第 ４ ２ 条 第 １ 項   

何 人 も、開 発 許 可 を受 けた開 発 区 域 内 においては、第 ３ ６ 条 第 ３ 項 の公 告 があった後 は、当

該 開 発 許 可 に係 る予 定 建 築 物 等 以 外 の建 築 物 又 は特 定 工 作 物 を新 築 し、又 は新 設 してはな

らず、また、建 築 物 を改 築 し、又 はその用 途 を変 更 して当 該 開 発 許 可 に 係 る予 定 の建 築 物 以

外 の建 築 物 としてはならない。ただし、当 該 開 発 区 域 における利 便 の増 進 上 若 しくは開 発 区 域

及 びその周 辺 の地 域 における環 境 の保 全 上 支 障 がないと認 めて許 可 したとき、又 は建 築 物 及

び第 １ 種 特 定 工 作 物 で建 築 基 準 法 第 ８ ８ 条 第 ２ 項 の政 令 で指 定 する 工 作 物 に 該 当 するもの

にあっては、当 該 開 発 区 域 内 の土 地 について用 途 地 域 等 ※ 33が定 められているときは、この限 り

でない。 

 

Ⅰ .  予 定 建 築 物 等 以 外 の建 築 物 等 の建 築 等 の禁 止  

法 第 ４ ２ 条 第 １ 項 による規 制 は、開 発 許 可 を受 けた者 に限 らず、当 該 開 発 区 域 において新 築 、

新 設 、改 築 又 は用 途 の変 更 （ 以 下 、「 建 築 等 」 という。） を行 おうとするすべての者 に適 用 される。 

市 街 化 調 整 区 域 においては、法 第 ３ ４ 条 の規 定 により、同 条 各 号 に該 当 する用 途 以 外 の建 築

物 等 の建 築 等 が制 限 されており、それ以 外 の建 築 物 等 の建 築 等 を工 事 完 了 後 も禁 止 させるもの

である。 

なお、法 第 ４ ２ 条 第 １ 項 による規 制 は、ただし書 において、用 途 地 域 等 が定 められている区 域 以

外 の区 域 に適 用 される。 

 

Ⅱ .  予 定 建 築 物 等 以 外 の建 築 物 等 の建 築 等 の許 可  

 

ただし書 の許 可 は表 ４ － ３ － ２ に掲 げるもののいずれかに該 当 する場 合 に行 う。 

許 可 に要 する申 請 書 及 び添 付 図 書 は第 ６ 章 による。 

 

表 ４ － ３ － ２  

（ イ）   法 第 ２ ９ 条 第 １ 項 第 ２ 号 又 は第 ３ 号 に規 定 する建 築 物 である場 合  

（ ロ）   法 第 ３ ４ 条 の２ 第 １ 項 の規 定 により建 築 される建 築 物 である場 合  

（ ハ）   法 第 ４ ３ 条 第 １ 項 第 １ 号 から第 ３ 号 まで又 は第 ５ 号 に該 当 する場 合  

 
※3 3  用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、流通業務地区又は港湾法第３９条第１項の分区をいう。 
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（ ニ）   法 第 ３ ４ 条 第 １ 号 から第 １ ２ 号 までに規 定 する建 築 物 でその用 途 と法 第 ３ ３ 条 第 １

項 第 ２ 号 から第 ４ 号 に規 定 する基 準 とを勘 案 して支 障 がないと認 められ、かつ、当

該 区 域 に法 第 ４ １ 条 第 １ 項 の制 限 を定 めるに際 して用 途 地 域 を想 定 した場 合 は、

これに適 合 する場 合  

 

Ⅲ .  国 等 の特 例  

 

法 第 ４ ２ 条 第 ２ 項   

国 の機 関 又 は都 道 府 県 等 が行 なう行 為 については、協 議 が成 立 することをもって、法 第 ４ ２

条 第 １ 項 ただし書 の規 定 による許 可 があったものとみなす。 

 

 

表 ４ － ３ － ３ に掲 げる者 が法 第 ４ ２ 条 第 ２ 項 の特 例 の対 象 となる。 

協 議 においては、前 項 及 び表 ４ － ３ － ２ の基 準 を適 用 する。なお、協 議 成 立 後 には、開 発 許 可

に準 じた規 定 が適 用 される。 

 

表 ４ － ３ － ３  

国 、都 道 府 県   

指 定 都 市 等  指 定 都 市  地 方 自 治 法 第 ２ ５ ２ 条 の１ ９ 第 １ 項  

中 核 市  地 方 自 治 法 第 ２ ５ ２ 条 の２ ２ 第 １ 項  

特 例 市  地 方 自 治 法 第 ２ ５ ２ 条 の２ ６ の３ 第 １ 項  

事 務 処 理 市 町 村  地 方 自 治 法 第 ２ ５ ２ 条 の１ ７ の２ 第 １ 項  

一 部 事 務 組 合 、 広 域 連 合

若 しくは港 務 局  

都 道 府 県 、指 定 都 市 等 若 しくは事 務 処 理 市 町 村 がその組

織 に加 わっているもの 

独 立 行 政 法 人 空 港 周 辺 整

備 機 構  

公 共 用 飛 行 場 周 辺 における航 空 機 騒 音 による障 害 の防 止

等 に関 する法 律 施 行 令 第 １ ５ 条 第 １ 項 第 ２ 号  

独 立 行 政 法 人 鉄 道 建 設 ・

運 輸 施 設 整 備 支 援 機 構  

独 立 行 政 法 人 鉄 道 建 設 ・ 運 輸 施 設 整 備 支 援 機 構 法 施 行

令 第 ２ ８ 条 第 １ 項 第 １ １ 号  

国 立 大 学 法 人  国 立 大 学 法 人 施 行 令 （ 平 成 １ ５ 年 政 令 第 ４ ７ ８ 号 ） 第 ２ ５

条 第 １ 項 第 ２ ３ 号  

独 立 行 政 法 人 国 立 高 等 専

門 学 校 機 構  

独 立 行 政 法 人 国 立 高 等 専 門 学 校 機 構 法 施 行 令 （ 平 成 １

５ 年 政 令 第 ４ ７ ９ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 第 １ １ 号  

独 立 行 政 法 人 都 市 再 生 機

構  

独 立 行 政 法 人 都 市 再 生 機 構 法 施 行 令 第 ３ ４ 条 第 １ 項 第 ９

号  

国 立 研 究 開 発 法 人 森 林 研

究 ・ 整 備 機 構  

国 立 研 究 開 発 法 人 森 林 研 究 ・ 整 備 機 構 が 行 う特 例 業 務

に関 する 政 令 （ 平 成 ２ ０ 年 政 令 第 １ ２ ８ 号 ） 第 １ ５ 条 第 １ 項

第 ４ 号  

地 方 住 宅 供 給 公 社  地 方 住 宅 供 給 公 社 法 施 行 令 第 ２ 条 第 １ 項 第 ７ 号 。 た だ

し、都 道 府 県 、指 定 都 市 等 又 は事 務 処 理 市 町 村 が設 立 し

たものに限 る。 

日 本 下 水 道 事 業 団  日 本 下 水 道 事 業 団 法 施 行 令 第 ７ 条 第 １ 項 第 ７ 号  
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第５章  許可等の手続き 

第 １ 節  開 発 許 可 等 の申 請  

 

法 第 ３ ０ 条   

開 発 許 可 を受 けようとする者 は、別 記 様 式 第 二 による申 請 書 を提 出 しなければならない。 

申 請 書 には、第 ３ ２ 条 第 １ 項 に規 定 する同 意 を得 たことを証 する書 面 、同 条 第 ２ 項 に規 定 す

る協 議 の経 過 を示 す書 面 その他 の図 書 を添 付 しなければならない。 

 

申 請 に要 する申 請 書 及 び添 付 図 書 は、第 ６ 章 による。なお、法 第 ３ ４ 条 の２ の規 定 に基 づく協

議 について準 用 する。 

 

 

第 ２ 節  変 更 の許 可 等  

Ⅰ .  変 更 の許 可  

 

法 第 ３ ５ 条 の２ 第 １ 項   

開 発 許 可 を受 けた者 は、第 ３ ０ 条 第 １ 項 各 号 に掲 げる事 項 の変 更 をしようとする場 合 におい

ては、開 発 許 可 権 者 の許 可 を受 けなければならない。ただし、変 更 の許 可 の申 請 に係 る開 発 行

為 が、第 ２ ９ 条 第 １ 項 の 許 可 に係 るものにあっては同 項 各 号 に掲 げる開 発 行 為 又 は軽 微 な変

更 をしようとするときは、この限 りでない。 

 

変 更 の許 可 は、開 発 許 可 後 、完 了 公 告 （ 検 査 済 証 交 付 ） 前 の変 更 （ 表 ５ － ２ － １ に掲 げるもの）

で、表 ５ － ２ － ２ に掲 げるもの以 外 のものが、適 用 対 象 となる。ただし、当 初 の許 可 内 容 と同 一 性 を

失 うような大 幅 な変 更 にあっては、新 たな開 発 許 可 とする。 

開 発 許 可 に関 する規 定 は、変 更 の許 可 についても適 用 される。 

申 請 に要 する申 請 書 及 び添 付 図 書 は、第 ６ 章 による。なお、法 第 ３ ５ 条 の２ 第 ４ 項 の規 定 に基

づく協 議 について準 用 する。 

 

表 ５ － ２ － １  

（ イ）   開 発 区 域 （ 開 発 区 域 を工 区 に 分 け たとき は、開 発 区 域 及 び工 区 ） の 位 置 、区 域

及 び規 模  

（ ロ）   開 発 区 域 内 において予 定 される建 築 物 又 は特 定 工 作 物 の用 途  

（ ハ）   開 発 行 為 に関 する設 計  

（ ニ）   工 事 施 行 者 ※ 34  

（ ホ）   主 と し て 自 己 の 居 住 の 用 に 供 す る 住 宅 の 建 築 の 用 に 供 す る 目 的 で 行 う 開 発 行

為 、主 として住 宅 以 外 の建 築 物 又 は特 定 工 作 物 で自 己 の業 務 の用 に供 するもの

の建 築 又 は建 設 の用 に供 する目 的 で行 う開 発 行 為 、その他 の開 発 行 為 の別  

（ ヘ）   市 街 化 調 整 区 域 内 において行 う開 発 行 為 にあっては、当 該 開 発 行 為 が該 当 する

法 第 ３ ４ 条 の号 及 びその理 由  

 
※3 4  表５－２－２（ロ）に掲げる事項を除く。 
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（ ト）   資 金 計 画 ※ 35  

 

Ⅱ .  軽 微 な変 更 の届 け出  

 

法 第 ３ ５ 条 の２ 第 ３ 項   

開 発 許 可 を受 けた者 は、軽 微 な変 更 をしたときは、遅 滞 なく、その旨 を届 け出 なければならな

い。 

 

軽 微 な変 更 の届 け出 は、開 発 許 可 後 、完 了 公 告 （ 検 査 済 証 交 付 ） 前 の変 更 で、表 ５ － ２ － ２

に掲 げるものが、適 用 対 象 となる。 

届 け出 に要 する届 出 書 及 び添 付 図 書 は、第 ６ 章 による。 

 

表 ５ － ２ － ２  

（ イ）   設 計 の変 更 のうち予 定 建 築 物 等 の敷 地 の形 状  

ただし、表 ５ － ２ － ３ に掲 げるものを除 く。 

（ ロ）   工 事 施 行 者  

ただし、主 として、表 ３ － １ － ３ に掲 げる開 発 行 為 以 外 の開 発 行 為 にあっては、工

事 施 行 者 の氏 名 若 しくは名 称 又 は住 所 の変 更 に限 る。 

（ ハ）   工 事 の着 手 予 定 年 月 日 又 は工 事 の完 了 予 定 年 月 日 の変 更  

 

表 ５ － ２ － ３  

（ イ）   
予 定 建 築 物 等 の敷 地 の規 模 の

１０
１ 以 上 の増 減 を伴 うもの 

（ ロ）   住 宅 以 外 の建 築 物 又 は第 １ 種 特 定 工 作 物 の敷 地 の規 模 の増 加 を伴 うもので、当

該 敷 地 の規 模 が１ ,０ ０ ０ 平 方 メートル以 上 となるもの 

 

Ⅲ .  変 更 協 議  

 

開 発 行 為 の設 計 の変 更 （ 表 ５ － ２ － ２ に掲 げるもの以 外 のもの） が頻 繁 に生 ずる場 合 は、事 前

に協 議 を行 い、一 括 して変 更 の許 可 を行 うことができる。 

 

 

第 ３ 節  建 築 許 可 等 の申 請  

 

規 則 第 ３ ４ 条 第 １ 項   

法 第 ４ ３ 条 第 １ 項 に規 定 する許 可 の申 請 は、別 記 様 式 第 九 による建 築 物 の新 築 、改 築 若 し

くは用 途 の変 更 又 は第 １ 種 特 定 工 作 物 の新 設 許 可 申 請 書 を提 出 して行 うものとする。 

 

申 請 に要 する申 請 書 及 び添 付 図 書 は、第 ６ 章 による。なお、法 第 ４ ３ 条 第 ３ 項 の規 定 に基 づく

協 議 について準 用 する。 

 

 
※3 5  表３－１－３に掲げる開発行為を除く。 
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第 ４ 節  工 事 完 了 の検 査 ・ 中 間 検 査 ・ 定 期 報 告  

Ⅰ .  工 事 完 了 の検 査  

 

法 第 ３ ６ 条 第 １ 項   

開 発 許 可 を受 けた者 は、当 該 開 発 区 域 （ 開 発 区 域 を工 区 に分 けたときは、工 区 ） の全 部 に

ついて当 該 開 発 行 為 に 関 する工 事 （ 当 該 開 発 行 為 に関 する 工 事 のうち 公 共 施 設 に関 する 部

分 については、当 該 公 共 施 設 に関 する工 事 ） を完 了 したときは、その旨 を届 け出 なければならな

い。 

 

当 該 開 発 行 為 に関 する工 事 が完 了 したときは、速 やかに届 け出 ること。 

届 け出 がされた後 、開 発 許 可 権 者 は工 事 完 了 検 査 を行 い、開 発 許 可 の内 容 に適 合 していると

認 められたときに、検 査 済 証 を許 可 を受 けた者 に交 付 し、工 事 完 了 公 告 を行 うことによって、一 連

の開 発 行 為 は終 結 する。 

届 け出 に要 する届 出 書 及 び添 付 図 書 は、第 ６ 章 による。 

 

Ⅱ .  中 間 検 査  

 

盛 土 規 制 法 第 １ ８ 条 第 １ 項   

盛 土 等 みなし許 可 について特 定 工 程 が含 まれる場 合 、中 間 検 査 を受 ける必 要 がある。 

 

詳 細 は「 岐 阜 市 盛 土 等 許 可 申 請 の手 引 き［ 本 編 ］ 」 1-406 頁 参 照  

 

Ⅲ .  定 期 報 告  

 

盛 土 規 制 法 第 １ ９ 条 第 １ 項   

盛 土 等 みなし許 可 について一 定 の規 模 の工 事 に該 当 する場 合 に、許 可 日 から３ ヶ月 ごとに、

その進 捗 状 況 等 について定 期 報 告 書 を用 いて報 告 を行 う必 要 がある。 

 

詳 細 は「 岐 阜 市 盛 土 等 許 可 申 請 の手 引 き［ 本 編 ］ 」 1-407 頁 参 照  

 

第 ５ 節  公 共 施 設 の用 に供 する土 地 の帰 属  

 

法 第 ４ ０ 条   

開 発 許 可 を受 けた開 発 行 為 又 は開 発 行 為 に関 する工 事 により、従 前 の公 共 施 設 に代 えて

新 たな公 共 施 設 が設 置 されることとなる場 合 においては、従 前 の公 共 施 設 の用 に供 していた土

地 で国 又 は地 方 公 共 団 体 が所 有 するものは、第 ３ ６ 条 第 ３ 項 の公 告 の日 の翌 日 において当 該

開 発 許 可 を受 けた者 に帰 属 するものとし、これに代 わるものとして設 置 された新 たな公 共 施 設 の

用 に供 する土 地 は、その日 においてそれぞれ国 又 は当 該 地 方 公 共 団 体 に帰 属 するものとする。 

-128-



開 発 許 可 を受 けた開 発 行 為 又 は開 発 行 為 に関 する工 事 により設 置 された公 共 施 設 の用 に

供 する土 地 は、前 項 に規 定 するもの及 び開 発 許 可 を受 けた者 が自 ら管 理 するものを除 き、第 ３

６ 条 第 ３ 項 の公 告 の日 の翌 日 において、第 ３ ９ 条 の規 定 により当 該 公 共 施 設 を管 理 すべき者 に

帰 属 するものとする。 

 

開 発 許 可 を受 けた開 発 行 為 等 により設 置 された公 共 施 設 等 の帰 属 については、公 共 施 設 等 ご

との用 途 に従 った有 効 かつ適 切 な維 持 管 理 がなされる必 要 があり、原 則 として市 に帰 属 すること。 

公 共 施 設 等 の帰 属 に関 しては、次 の事 項 に留 意 して法 の趣 旨 をふまえた確 実 な帰 属 が行 われ

るようにすること。 

（ １ ） 法 第 ３ ２ 条 第 ２ 項 の協 議 においては、帰 属 を受 ける公 共 施 設 等 の範 囲 、帰 属 の時 期 、方 法 、

手 続 き等 について、協 議 内 容 を明 確 にした協 議 書 を締 結 すること。 

（ ２ ） 当 該 公 共 施 設 の用 に供 する土 地 の帰 属 手 続 きに関 しては、当 該 開 発 行 為 に関 する工 事 の

完 了 に際 して、当 該 土 地 の帰 属 に係 る嘱 託 登 記 に必 要 な登 記 承 諾 書 、印 鑑 証 明 書 等 の書

類 を提 出 すること。なお、正 当 な理 由 がなく必 要 な関 係 書 類 の提 出 がない場 合 等 にあっては、

工 事 完 了 検 査 の実 施 等 の留 保 等 を行 う。 

 

 

第 ６ 節  開 発 行 為 の廃 止  

 

法 第 ３ ８ 条   

開 発 許 可 を受 けた者 は、開 発 行 為 に関 する工 事 を廃 止 したときは、遅 滞 なく、その旨 を届 け

出 なければならない。 

 

開 発 行 為 に関 する工 事 を廃 止 したときは、届 け出 なければならない。 

届 け出 ることで足 りるものであるが、開 発 行 為 に関 する工 事 をむやみに中 途 で廃 止 されると、当

該 開 発 区 域 及 びその周 辺 の地 域 に対 して溢 水 等 の被 害 を及 ぼしたり、公 共 施 設 の機 能 を阻 害 し

たり、環 境 を害 したりするおそれがあるので、災 害 防 止 のための必 要 な工 事 及 び工 事 によって損 な

われた公 共 施 設 の機 能 を回 復 するための工 事 を施 工 する必 要 がある。 

届 け出 に要 する届 出 書 及 び添 付 図 書 は、第 ６ 章 による。 

 

 

第 ７ 節  許 可 に基 づく地 位 の承 継  

Ⅰ .  一 般 承 継  

 

法 第 ４ ４ 条   

開 発 許 可 又 は法 第 ４ ３ 条 第 １ 項 の許 可 を受 けた者 の相 続 人 その他 の一 般 承 継 人 は、被 承

継 人 が有 していた当 該 許 可 に基 づく地 位 を承 継 する。 

 

一 般 承 継 人 とは、表 ５ － ７ － ４ に掲 げるものを指 す。 

許 可 に基 づく地 位 とは、表 ５ － ７ － ５ に掲 げるもの等 、許 可 を受 けたことによって発 生 する権 利 と

義 務 の総 体 をいう。 

届 け出 に要 する届 出 書 及 び添 付 図 書 は、第 ６ 章 による。 
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表 ５ － ７ － ４  

（ イ）   相 続 人   

（ ロ）   合 併 後 存 続 する法 人  ※吸 収 合 併 の場 合  

（ ハ）   合 併 により新 たに設 立 された法 人  ※新 設 合 併 の場 合  

 

表 ５ － ７ － ５  

（ イ）   適 法 に開 発 行 為 又 は法 第 ４ ３ 条 第 １ 項 の許 可 を要 する建 築 行 為 若 しくは用 途 の

変 更 を行 うことができる権 能  

（ ロ）   公 共 施 設 の管 理 者 との同 意 、協 議 によって定 められている公 共 施 設 の設 置 、変 更

の権 能  

（ ハ）   土 地 所 有 者 等 との工 事 につき同 意 を得 ているという地 位  

（ ニ）   工 事 完 了 の届 け出 義 務 、工 事 廃 止 の届 け出 義 務  

 

Ⅱ .  特 定 承 継  

 

法 第 ４ ５ 条   

開 発 許 可 を受 けた者 か ら当 該 開 発 区 域 内 の 土 地 の所 有 権 その他 当 該 開 発 行 為 に 関 する

工 事 を施 行 する権 原 を取 得 した者 は、開 発 許 可 権 者 の承 認 を受 けて、当 該 開 発 許 可 を受 けた

者 が有 していた当 該 開 発 許 可 に基 づく地 位 を承 継 することができる。 

 

本 来 改 めて開 発 許 可 を受 けるべきものであるが、当 初 の開 発 行 為 をそのまま引 き継 いで施 行 す

る場 合 に限 り、許 可 に代 えて承 認 を行 うものである。 

当 初 の開 発 許 可 の内 容 と同 一 性 を失 うような行 為 を行 う場 合 は、改 めて開 発 許 可 を要 す。 

許 可 に基 づく地 位 については、前 項 を参 照 。 

承 認 に要 する申 請 書 及 び添 付 図 書 は、第 ６ 章 による。 

 

 

第 ８ 節  開 発 登 録 簿  

Ⅰ .  登 録 簿 の記 載 内 容  

 

法 第 ４ ６ 条   

開 発 許 可 権 者 は 、 開 発 登 録 簿 （ 以 下 「 登 録 簿 」 と いう 。 ） を 調 製 し 、 保 管 し な け れ ばな ら な

い。 

 

法 第 ４ ７ 条   

開 発 許 可 権 者 は、開 発 許 可 をしたときは、当 該 許 可 に係 る土 地 について、次 に掲 げる事 項 を

登 録 簿 に登 録 しなければならない。 

  開 発 許 可 の年 月 日  

  予 定 建 築 物 等 （ 用 途 地 域 等 の区 域 内 の建 築 物 及 び第 １ 種 特 定 工 作 物 を除 く。） の用 途  

  公 共 施 設 の種 類 、位 置 及 び区 域  

  前 ３ 号 に掲 げるもののほか、開 発 許 可 の内 容  

  第 ４ １ 条 第 １ 項 の規 定 による制 限 の内 容  
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  法 第 ４ ５ 条 の規 定 により開 発 許 可 に基 づく地 位 を承 継 した者 の住 所 及 び氏 名  

開 発 許 可 権 者 は、第 ３ ６ 条 の規 定 による完 了 検 査 を行 なった場 合 において、当 該 工 事 が当

該 開 発 許 可 の内 容 に適 合 すると認 めたときは、登 録 簿 にその旨 を附 記 しなければならない。 

第 ４ １ 条 第 ２ 項 ただし書 若 しくは第 ４ ２ 条 第 １ 項 ただし書 の規 定 による許 可 があったとき、又 は

同 条 第 ２ 項 の協 議 が成 立 したときも、前 項 と同 様 とする。 

開 発 許 可 権 者 は 、 第 ８ １ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 処 分 に よ り 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 に つ     

いて変 動 を生 じたときは、登 録 簿 に必 要 な修 正 を加 えなければならない。 

開 発 許 可 権 者 は、登 録 簿 を常 に公 衆 の閲 覧 に供 するように保 管 し、かつ、請 求 があったとき

は、その写 しを交 付 しなければならない。 

登 録 簿 は、調 書 及 び図 面 （ 規 則 第 １ ６ 条 第 ４ 項 により定 めた土 地 利 用 計 画 図 ） をもって組 成

する。 

 

規 則 第 ３ ７ 条   

法 第 ３ ８ 条 の規 定 による開 発 行 為 の廃 止 の届 出 があった場 合 は、遅 滞 なく、登 録 簿 を閉 鎖 し

なければならない。 

 

開 発 登 録 簿 には、表 ５ － ８ － １ に掲 げる内 容 を記 載 する。 

また、法 第 ３ ８ 条 の規 定 より開 発 行 為 が廃 止 されたときには、登 録 簿 は閉 鎖 される。 

 

表 ５ － ８ － １  

（ イ）   開 発 許 可 の番 号 及 び年 月 日  

（ ロ）   開 発 許 可 を受 けた者 の住 所 及 び氏 名  

（ ハ）   工 事 施 行 者 の住 所 及 び氏 名  

（ ニ）   予 定 建 築 物 等 の用 途  

（ ホ）   予 定 公 共 施 設 の種 類 及 び位 置  

（ ヘ）   開 発 許 可 を受 けた土 地 の区 域 の名 称 及 び面 積  

（ ト）   規 則 第 １ ６ 条 第 ４ 項 による土 地 利 用 計 画 図  

（ チ）   法 第 ３ ６ 条 第 ２ 項 の規 定 による検 査 済 証 の番 号 及 び交 付 年 月 日  

（ リ）   法 第 ３ ６ 条 第 ３ 項 の規 定 による公 告 の番 号 及 び年 月 日  

（ ヌ）   法 第 ４ １ 条 第 １ 項 の規 定 による制 限 の内 容  

（ ル）   法 第 ４ １ 条 第 ２ 項 ただし書 の許 可 の番 号 及 び年 月 日 及 びその内 容  

（ ヲ）   法 第 ４ ２ 条 第 １ 項 ただし書 の許 可 の番 号 及 び年 月 日 及 びその内 容  

（ ワ）   法 第 ４ ２ 条 第 ２ 項 の協 議 成 立 の番 号 及 び年 月 日 及 びその内 容  

（ カ）   法 第 ４ ５ 条 の規 定 により許 可 に基 づく地 位 を承 継 した者 の住 所 及 び氏 名  

（ ヨ）   その他 の開 発 許 可 の内 容  

 

Ⅱ .  登 録 簿 の閲 覧  

 

登 録 簿 は、常 に公 衆 の閲 覧 に供 するように保 管 されており、表 ５ － ８ － ２ に掲 げる閲 覧 規 則 （ 岐

阜 市 都 市 計 画 法 施 行 細 則 ） により、閲 覧 することができる。 

 

表 ５ － ８ － ２  

（ イ）   閲 覧 所  岐 阜 市 司 町 ４ ０ 番 地 １  岐 阜 市 庁 舎 内  

岐 阜 市 まちづくり推 進 部 開 発 ・ 盛 土 指 導 課  

（ ロ）   閲 覧 時 間  岐 阜 市 庁 の執 務 時 間 中 （ 閉 庁 日 を除 く。）  
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（ ハ）   閲 覧 請 求  閲 覧 簿 に所 定 の事 項 を記 入 しその申 し込 みをする。 

（ ニ）   注 意 事 項  登 録 簿 を汚 損 し、又 は損 傷 しないよう注 意 すること。 

登 録 簿 を閲 覧 所 から持 ち出 さないこと。 

登 録 簿 の複 写 等 をしないこと。 

係 員 の指 示 に従 い、指 定 の場 所 で静 粛 にすること。 

 

 Ⅲ .  登 録 簿 の写 しの交 付  

登 録 簿 は、請 求 があったときに、その写 しを交 付 することができる。 

写 しの交 付 の請 求 は、様 式 第 １ ５ 号 に、所 定 の事 項 を記 入 し申 請 すること。（ 別 途 申 請 手 数 料

が必 要 ）  
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第６章  申請図書  

第 １ 節  申 請 について  

Ⅰ .  一 般 事 項  

（ １ ）  申 請 図 書 は、Ａ ４ サイズ、左 綴 じを原 則 とする。 

（ ２ ）  Ａ ４ サイズ以 上 の図 面 等 は、Ａ ４ サイズにバランスよく折 り畳 むこと。なお、折 り畳 んだ状 態 で

図 面 名 が確 認 できること。 

（ ３ ） 添 付 する書 類 は、第 ２ 節 の表 による。 

（ ４ ） 0 に掲 げるもののほか、市 長 が必 要 と認 める書 類 を添 付 すること。 

（ ５ ） 申 請 を委 任 する 場 合 は、委 任 状 を添 付 すること。なお、委 任 を受 け る者 は、行 政 書 士 ※ 36、

建 築 士 ※ 37の資 格 を持 つ者 であること。 

 

Ⅱ .  開 発 許 可  

（ １ ） 開 発 許 可 に関 する許 可 等 の申 請 等 は、２ 穴 綴 じを原 則 とする。 

（ ２ ） 開 発 許 可 （ 予 備 協 議 結 果 通 知 書 の交 付 を受 けたものを除 く。） の申 請 にあっては、正 １ 部 、

副 １ 部 のほか、表 ６ － １ － １ に掲 げる図 書 を１ 部 以 上 提 出 することが望 ましい。 

表 ６ － １ － １  

図 書 の名 称  明 示 すべき事 項 等  備 考  

開 発 行 為 許 可 申 請 書  様 式 は別 記 様 式 第 二 による 押 印 は必 要 としない。 

設 計 説 明 書  

開 発 区 域 位 置 図  

開 発 区 域 区 域 図  

土 地 の公 図  

土 地 利 用 計 画 図  

排 水 施 設 計 画 平 面 図  

給 水 施 設 計 画 平 面 図  

擁 壁 の断 面 図  

排 水 施 設 縦 断 図  

排 水 施 設 構 造 図  

建 物 平 面 図 ・ 立 面 図  

その他 市 長 が必 要 とする図 書  

表 ６ － ２ － １ による  

 

Ⅲ .  写 真  

（ １ ）  デジタルカメラを使 用 する場 合 、以 下 の基 準 を原 則 とする。 

ア  画 像 は鮮 明 なものであること。 

イ  画 像 の改 変 を行 わないこと。 

（ ２ ）  （ １ ） の画 像 をインクジェットプリンターで出 力 する場 合 、以 下 の基 準 を原 則 とする。 

ウ  画 像 は鮮 明 なものであること。 

エ  写 真 専 用 紙 を使 用 すること。 

 
※3 6  行政書士法第１条の２、第１９条参照。 
※3 7  建築士法第２１条参照。 
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第 ２ 節  添 付 図 書  

Ⅰ .   法 第 ２ ９ 条 第 １ 項    開 発 行 為 の許 可  

法 第 ３ ４ 条 の２ 第 １ 項  開 発 行 為 の協 議  

法 第 ２ ９ 条 第 １ 項 の許 可 を受 けようとする者 は、別 記 様 式 第 二 の開 発 行 為 許 可 申 請 書 に表 ６ － ２ － １ に掲 げる図 書 を添 付 すること。 

法 第 ３ ４ 条 の２ 第 １ 項 の 協 議 を行 おうとする 国 の 機 関 若 しく は都 道 府 県 等 は、様 式 第 ５ 号 の２ の 開 発 行 為 協 議 申 請 書 に表 ６ － ２ － １ に 掲 げる 図

書 （ 申 請 者 の資 力 ・ 信 用 に関 する申 告 書 を除 く。） を添 付 すること。 

なお、設 計 図 には、作 成 者 の記 名 をすること。 

市 街 化 調 整 区 域 にあっては、表 ６ － ２ － ２ 乃 至 表 ６ － ２ － ４ ０ も参 照 のこと。 

 

表 ６ － ２ － １  

 

図 書 の名 称  

 

明 示 すべき事 項  

 

縮 尺  

（ 様 式 ）  

 

備 考  

正 本   

副 本  

 

根 拠 法 令  
みなし許 可  

 

対 象  

対 象 外 

自 己

居 住  

自 己

業 務  

その

他  

設 計 説 明 書  設 計 の方 針 、開 発 区 域 （ 開 発 区 域 を工 区 に分 けた場

合 は、開 発 区 域 及 び工 区 ） 内 の土 地 の状 況 、土 地 利

用 計 画 、公 共 施 設 の整 備 計 画 （ 公 共 施 設 の管 理 者 と

なるべき者 及 び公 共 施 設 の用 に供 する土 地 の帰 属 に関

する事 項 を含 む）  

様 式  

第 ３ 号  

 ○ ○ ○ ○ ○ 規 則 第 １ ６ 条 第

２ 項 、第 ３ 項 、

細 則 第 ２ 条 第 ２

項  

宅 地 造 成 及 び特

定 盛 土 等 に関 する

設 計 説 明 書  

 様 式  

第 ○号  

 ○  ○ ○ ○  

公 共 施 設 管 理 者

の同 意 書  

  道 路 、公 園 、下 水

道 、緑 地 、広 場 、

河 川 、運 河 、水

路 、消 防 の用 に供

する貯 水 施 設  

○ ○ ○ ○ ○ 

原 本  

法 第 ３ ０ 条 第 ２

項  

公 共 施 設 管 理 予

定 者 との協 議 書  

  ○ ○ ○ ○ ○ 

原 本  

法 第 ３ ０ 条 第 ２

項  

他 法 令 による許 認

可 書 等  

河 川 法 、森 林 法 、道 路 法 等  

道 路 工 事 施 行 承 認 、法 定 外 公 共 物 敷 地 占 （ 使 ） 用 ・

工 作 物 新 築 許 可 等  

  ○ ○ ○ ○ ○ 

原 本  
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書

 

意
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に
回
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る
。

 

付
箋

等
で

意
見

が
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書
類

は
正

本
、
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本
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は
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け
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別
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提

出
す

る
。

 

 
原
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を
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、

複

写
を

副
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に
添
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○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

 

開
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位
置

図
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位

置
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等
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主
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関
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等
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な
る

地
物
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方
位

 

（
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で

の
位
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関
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が
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か

る
も

の
）

 
１

０
，

０
０
０

１
 

程
度
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形

図
で
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る
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と
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○
 

○
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等
、

行
政

区
域

、
字

界
、

都
市

計
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状
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地
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周
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状

況
が
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か

る
も

の
）

 

 
程

度
 

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
規

則
第

１
７

条
第

１
項

第
２

号
、

第

３
項

 

土
地

の
公

図
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発
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域
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（
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）
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状
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じ
て

合
成

図
を

別
途

添
付

す
る

。
 

 
法

務
局

保
管

の
図

面
で

原
本

で
あ

る
こ

と
。

 

○
 

○
 

○
 

○
 

 
細

則
第

２
条

第
１

項
第

１
号

 

土
地

登
記

事
項

証

明
書

 

全
部

事
項

証
明

書
 

 
原

本
で

あ
る

こ
と

。
 

○
 

○
 

○
 

○
 

 
細

則
第

２
条

第
１

項
第

１
号

 

開
発

行
為

施
行

に

関
す

る
同

意
状

況

調
査

書
 

 
様

式
 

第
４

号
 

 
○

 
○

 
○

 
○

 
 

法
第

３
３

条
第

１

項
第

１
４

号
、

細

則
第

２
条

第
３

項
 

開
発

行
為

施
行

同

意
書

 

法
第

３
３

条
第

１
項

第
１

４
号

に
規

定
す

る
施

行
の

妨
げ

と
な

る

権
利

（
土

地
及

び
建

築
物

・
工

作
物

）
を

有
す

る
者

の
同

意
を

得
た

こ
と

を
証

す
る

書
面

 

建
築

物
等

が
存

す
る

場
合

に
は

、
当

該
建

築
物

等
の

登
記

事

項
証

明
書

又
は

課
税

証
明

書
等

を
添

付
す

る
こ

と
。

 

排
水

管
等

を
隣

地
に

埋
設

す
る

場
合

に
は

、
隣

地
の

同
意

書
を

含
む

。
 

 
権

利
の

種
類

を
明

記
し

、
実

印
を

押
印

す
る

こ
と

。
 

印
鑑

登
録

証
明

書

（
原

本
）

を
添

付
す

る
こ

と
。

 

○
 

○
 

○
 

○
 

 
法

第
３

３
条

第
１

項
第

１
４

号
、

規

則
第

１
７

条
第

１

項
第

３
号

 

申
請

者
の

資
力

及

び
信

用
に

関
す

る
申

告
書

 

次
に

掲
げ

る
図

書
を

添
付

す
る

。
 

１
. 

法
人

の
場

合
は

登
記

事
項

証
明

書
、

個
人

の
場

合
は

住

民
票

又
は

個
人

番
号

カ
ー

ド
の

写
し

等
 

２
. 

法
人

の
売

は
直

近
３

年
間

の
法

人
税

、
個

人
の

場
合

は

所
得

税
の

納
税

証
明

書
 

３
. 

宅
地

建
物

取
引

業
の

免
許

証
の

写
し

（
分

譲
の

場
合

）
 

４
. 

暴
力

団
等

に
該

当
し

て
い

な
い

誓
約

書
 

様
式

 

第
１

号
 

原
本

で
あ

る
こ

と
。

 
○

 
   

◎
 

○
 

 
法

第
３

３
条

第
１

項
第

１
２

号
、

細

則
第

２
条

第
１

項

第
２

号
 

資
金

計
画

書
 

収
支

計
画

、
年

度
別

資
金

計
画

（
工

期
等

が
１

年
以

上
と

な
る

場
合

）
 

別
記

様

式
第

三
 

融
資

証
明

又
は

預

金
残

高
証

明
書

を

添
付

す
る

。
 

○
 

 
◎

 
○

 
 

規
則

第
１

６
条

第

５
項

 

５
０
０

２
１
,
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工
事

施
行

者
の

能

力
に

関
す

る
調

査
書

 

次
に

掲
げ

る
図

書
を

添
付

す
る

。
 

１
. 

法
人

の
場

合
は

登
記

事
項

証
明

書
 

２
. 

個
人

の
場

合
は

住
民

票
 

３
. 

前
年

度
納

税
証

明
書

（
国

税
（

法
人

税
又

は
所

得
税

）
、

都
道

府
県

税
（

事
業

税
）

及
び

市
町

村
税

（
固

定
資

産

税
又

は
住

民
税

）
）

 

４
. 

建
設

業
の

許
可

証
の

写
し

等
 

様
式

 

第
２

号
 

原
本

で
あ

る
こ

と
。

（
４

を
除

く
）

 

建
設

業
の

許
可

の

種
類

に
つ

い
て

は
土

木
工

事
で

あ
る

こ
と

。
 

○
 

 
◎

 
○

 
 

法
第

３
３

条
第

１

項
第

１
３

号
、

細

則
第

２
条

第
１

項

第
３

号
 

工
事

設
計

者
の

資

格
に

関
す

る
調

査
書

 

   

 

工
事

設
計

者
の

資
格

に
関

す
る

調
査

書
を

添
付

す
る

。
 

工
事

設
計

者
の

卒
業

証
明

書
、

経
歴

証
明

書
を

添
付

す
る

。
 

様
式

 

第
５

号
 

 
○

 
◎

 

△
 

◎
 

△
 

◎
 

△
 

 
規

則
第

１
７

条
第

１
項

第
４

号
、

細

則
第

２
条

第
４

項
 

求
積

図
 

   

実
測

に
基

づ
い

た
も

の
で

あ
る

こ
と

。
 

求
積

区
域

、
求

積
計

算
、

座
標

系
 

座
標

デ
ー

タ
（

x
/

y
）

 
J
G

D
2

0
1

1
 

 
 

○
 

○
 

○
 

○
 

 
 

現
況

図
 

方
位

、
開

発
区

域
の

境
界

（
赤

枠
）

 

標
高

差
を

示
す

等
高

線
 

建
築

物
及

び
既

存
擁

壁
等

の
工

作
物

の
位

置
及

び
形

状
 

開
発

区
域

内
及

び
開

発
区

域
周

辺
の

道
路

・
公

園
・

緑
地

・

広
場

・
河

川
・

取
水

施
設

そ
の

他
公

共
施

設
 

地
形

、
開

発
区

域
の

境
界

、
開

発
区

域
内

及
び

開
発

区
域

の

周
辺

の
公

共
施

設
並

び
に

令
第

２
８

条
の

２
第

１
号

に
規

定
す

る
樹

木
又

は
樹

木
の

集
団

及
び

同
条

第
２

号
に

規
定

す
る

切

土
又

は
盛

土
を

行
う

部
分

の
表

土
の

状
況

 

 
以

上
 

等
高

線
は

、
２

メ
ー

ト

ル
の

標
高

差
を

示
す

も
の

で
あ

る
こ

と
。

 

樹
木

若
し

く
は

樹
木

の
集

団
又

は
表

土

の
状

況
に

あ
っ

て

は
、

規
模

が
１

ヘ
ク

タ

ー
ル

以
上

の
開

発

行
為

。
 

○
 

○
 

○
 

○
 

 
規

則
第

１
６

条
第

２
項

、
第

４
項

 
５
０
０

２
１
,
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土
地

利
用

計
画

図
 

開
発

区
域

の
境

界
、

公
共

施
設

の
位

置
及

び
形

状
、

予
定

建

築
物

等
の

敷
地

の
形

状
、

敷
地

に
係

る
予

定
建

築
物

等
の

用

途
、

公
益

的
施

設
の

位
置

、
樹

木
又

は
樹

木
の

集
団

の
位

置

並
び

に
緩

衝
帯

の
位

置
及

び
形

状
 

方
位

、
開

発
区

域
の

境
界

及
び

工
区

界
 

次
に

掲
げ

る
施

設
等

の
位

置
、

形
状

、
名

称
及

び
面

積
等

 

１
. 

公
園

・
緑

地
・

広
場

（
出

入
口

及
び

さ
く

又
は

塀
の

位

置
）

 

２
. 

開
発

区
域

内
外

の
道

路
、

河
川

等
公

共
施

設
 

３
. 

排
水

施
設

（
水

の
流

れ
の

方
向

）
 

４
. 

都
市

計
画

施
設

又
は

地
区

計
画

に
定

め
ら

れ
た

施
設

 

５
. 

消
防

水
利

、
給

水
施

設
 

６
. 

調
整

池
（

多
目

的
利

用
の

場
合

に
あ

っ
て

は
、

専
用

部
分

と
多

目
的

利
用

部
分

の
区

分
）

 

７
. 

公
益

的
施

設
、

予
定

建
築

物
等

の
敷

地
及

び
用

途
 

８
. 

樹
木

及
び

樹
木

の
集

団
、

緩
衝

帯
 

９
. 

法
面

、
崖

及
び

擁
壁

 

 
以

上
 

 

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
規

則
第

１
６

条
第

２
項

、
第

４
項

 

造
成

計
画

平
面

図
 

方
位

、
開

発
区

域
の

境
界

及
び

工
区

界
 

切
土

又
は

盛
土

を
す

る
土

地
の

部
分

（
切

土
＝

茶
色

、
盛

土

＝
緑

色
で

着
色

）
 

擁
壁

、
法

面
、

崖
、

道
路

（
中

心
線

、
延

長
、

幅
員

、
勾

配
及

び

交
差

点
の

計
画

高
）

、
予

定
建

築
物

の
敷

地
及

び
調

整
池

の

位
置

及
び

形
状

 

造
成

計
画

断
面

図
の

位
置

 

 
以

上
 

切
土

又
は

盛
土

を
す

る
土

地
の

部
分

で
表

土
の

復
元

等
の

措

置
を

講
ず

る
も

の
が

あ
る

と
き

は
、

そ
の

部

分
を

図
示

す
る

こ
と

。
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

規
則

第
１

６
条

第

２
項

、
第

４
項

 

造
成

計
画

断
面

図
 

開
発

区
域

の
境

界
 

切
土

又
は

盛
土

を
す

る
前

後
の

地
盤

面
（

切
土

＝
茶

色
、

盛

土
＝

緑
色

）
 

擁
壁

、
崖

の
位

置
及

び
地

盤
高

（
現

況
、

計
画

）
 

 
以

上
 

高
低

差
の

著
し

い
箇

所
に

つ
い

て
作

成
す

る
こ

と
。

 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

規
則

第
１

６
条

第

２
項

、
第

４
項

 

実
測

図
に

基
づ

く
公

共
施

設
の

新
旧

対

照
図

 

方
位

及
び

開
発

区
域

の
境

界
、

既
存

・
新

設
の

公
共

施
設

の
位

置
及

び
対

照
番

号
 

 
新

設
 

既
存

 
廃

止
 

道
路

 
茶

色
 

赤
色

 
黄

色
 

水
路

 
緑

色
 

青
色

 
水

色
 

以
上

 
公

共
施

設
が

あ
る

場

合
 

○
 

○
 

○
 

○
 

 
細

則
第

２
条

第
２

項
 

０
０
０

１
１
, ０

０
０

１
１
, ０

０
０

１
１
,

５
０
０

１
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排
水

施
設

計
画

平

面
図

 

排
水

区
域

の
区

域
界

並
び

に
排

水
施

設
の

位
置

、
種

類
、

材

料
、

形
状

、
内

法
寸

法
、

勾
配

、
延

長
、

水
の

流
れ

の
方

向
、

吐
口

の
位

置
及

び
放

流
先

の
名

称
 

開
発

区
域

の
境

界
 

次
に

掲
げ

る
施

設
の

位
置

、
形

状
及

び
種

類
等

 

１
. 

排
水

施
設

の
区

域
界

 

２
. 

調
整

池
、

放
流

先
河

川
又

は
水

路
 

３
. 

都
市

計
画

に
定

め
ら

れ
た

排
水

施
設

 

４
. 

排
水

管
の

勾
配

及
び

管
径

 

５
. 

人
孔

（
桝

）
間

距
離

、
吐

口
 

以
上

 
 

 
○

 
○

 
○

 
○

 
規

則
第

１
６

条
第

２
項

、
第

４
項

 

給
水

施
設

計
画

平

面
図

 

給
水

施
設

の
位

置
、

形
状

、
内

法
寸

法
及

び
取

水
方

法
 

消
防

水
利

（
消

火
栓

）
の

位
置

 

開
発

区
域

の
境

界
 

以
上

 
排

水
施

設
計

画
平

面
図

に
ま

と
め

て
図

示
し

て
も

よ
い

。
 

 
 

○
 

○
 

○
 

規
則

第
１

６
条

第

２
項

、
第

４
項

 

崖
の

断
面

図
 

崖
の

高
さ

、
勾

配
及

び
土

質
（

土
質

の
種

類
が

２
以

上
で

あ
る

と

き
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

土
質

及
び

そ
の

地
層

の
厚

さ
）

 

切
土

又
は

盛
土

を
す

る
前

の
地

盤
面

、
小

段
の

位
置

及
び

幅
 

崖
面

の
保

護
の

方
法

（
石

張
、

芝
張

、
モ

ル
タ

ル
吹

付
等

）
 

以
上

 
切

土
を

し
た

土
地

の

部
分

に
生

ず
る

高
さ

が
２

メ
ー

ト
ル

を
超

え

る
崖

、
盛

土
を

し
た

土
地

の
部

分
に

生

ず
る

高
さ

が
１

メ
ー

ト

ル
を

超
え

る
崖

又
は

切
土

と
盛

土
と

を
同

時
に

し
た

土
地

の
部

分
に

生
ず

る
高

さ
が

２
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る

崖
に

つ
い

て
作

成
す

る
こ

と
。

 

擁
壁

で
覆

わ
れ

る
崖

面
に

つ
い

て
は

、
土

質
に

関
す

る
事

項

は
、

示
す

こ
と

を
要

し

な
い

。
 

 
○

 
○

 
○

 
○

 
規

則
第

１
６

条
第

２
項

、
第

４
項

 

擁
壁

の
断

面
図

 
擁

壁
の

寸
法

及
び

勾
配

、
擁

壁
の

材
料

の
種

類
及

び
寸

法
、

裏
込

め
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

寸
法

、
透

水
層

の
位

置
及

び
寸

法
、

擁

壁
を

設
置

す
る

前
後

の
地

盤
面

、
基

礎
地

盤
の

土
質

並
び

に

基
礎

の
位

置
、

材
料

及
び

寸
法

 

以
上

 
高

さ
１

メ
ー

ト
ル

を
超

え
る

も
の

に
つ

い
て

は

構
造

計
算

書
を

添

付
 

 
○

 
○

 
○

 
○

 
規

則
第

１
６

条
第

２
項

、
第

４
項

 

排
水

施
設

縦
断

図
 

マ
ン

ホ
ー

ル
記

号
、

種
類

、
位

置
、

深
さ

及
び

間
隔

 

排
水

渠
勾

配
、

管
径

、
土

被
り

、
計

画
地

盤
高

及
び

管
底

高
 

以
上

 
 

 
○

 
○

 
○

 
○

 
 

排
水

施
設

構
造

図
 

開
渠

、
暗

渠
、

落
差

工
、

マ
ン

ホ
ー

ル
、

雨
水

桝
、

吐
口

、
泥

溜

の
構

造
詳

細
及

び
接

続
詳

細
図

 
以

上
 

 
 

○
 

○
 

○
 

○
 

 

５
０
０

１

５
０
０

１

５
０

１

５
０

１

５
０
０

１

５
０

１
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流
量

計
算

書
 

流
域

 
 

宅
地

造
成

工
事

規

制
区

域
内

又
は

流

域
が

１
,０

０
０

㎡
以

上
の

場
合

 

 
○

 
○

 
○

 
 

 

防
災

工
事

計
画

平

面
図

 

方
位

、
等

高
線

、
計

画
道

路
及

び
段

切
の

位
置

 

防
災

施
設

（
仮

沈
砂

池
、

仮
調

整
池

等
）

計
画

、
位

置
及

び

期
間

 

 
以

上
 

 
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

 

防
災

施
設

構
造

図
 

 
以

上
 

 
 

◎
 

◎
 

◎
 

◎
 

 

建
築

物
等

の
平

面

図
、

立
面

図
 

 
以

上
 

 
 

○
 

○
 

○
 

○
 

 

現
況

写
真

 
撮

影
方

向
を

明
示

し
、

写
真

に
申

請
区

域
を

明
示

（
朱

線
）

す

る
。

 

 
 

 
○

 
○

 
○

 
 

 

委
任

状
 

行
政

書
士

登
録

番
号

、
一

級
又

は
二

級
建

築
士

登
録

番
号

 

委
任

の
範

囲
 

 
申

請
を

委
任

し
た

場

合
 

 
○

 
○

 
○

 
 

 

開
発

登
録

簿
 

※
印

欄
は

記
入

し
な

い
こ

と
。

 

裏
面

に
土

地
利

用
計

画
図

（
同

縮
尺

の
も

の
）

を
記

載
又

は
添

付
 

P
D

F
デ

ー
タ

も
提

出
 

様
式

 

第
１

４
号

 

綴
じ

込
ま

な
い

こ
と

。
 

 
○

 
○

 
○

 
 

細
則

第
１

３
条

第

１
項

 

※
１

 
◎

は
、

開
発

面
積

が
１

ヘ
ク

タ
ー

ル
以

上
の

時
、

添
付

す
る

も
の

を
示

す
。

 

※
２

 
△

は
、

高
さ

が
5

ｍ
を

超
え

る
擁

壁
の

設
置

又
は

、
盛

土
又

は
切

土
を

す
る

土
地

の
面

積
が

1
,5

0
0

㎡
を

超
え

る
土

地
に

お
け

る
排

水
施

設
の

設
置

の
工

事
が

 

 
 

 
あ

る
場

合
は

、
適

用
さ

れ
ま

す
。

 

正
本

に
必

要
の

な
い

図
書

は
副

本
に

も
必

要
な

い
。

 

 
 

０
０
０

１
１
,

１
０
０

１

２
０
０

１

-139-



  Ⅱ
. 

 
法

第
３

４
条

各
号

 
市

街
化

調
整

区
域

に
お

け
る

開
発

行
為

 

市
街

化
調

整
区

域
に

お
い

て
、

法
第

２
９

条
第

１
項

の
許

可
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

又
は

法
第

３
４

条
の

２
第

１
項

の
協

議
を

行
お

う
と

す
る

国
の

機
関

若
し

く
は

都
道

府

県
等

（
い

ず
れ

も
第

２
種

特
定

工
作

物
を

除
く

。
）

は
、

表
６

－
２

－
１

に
掲

げ
る

図
書

の
ほ

か
、

次
に

掲
げ

る
図

書
を

添
付

す
る

こ
と

。
な

お
、

設
計

図
に

は
、

作
成

者
の

記

名
押

印
又

は
署

名
を

す
る

こ
と

。
 

 

Ⅱ
-

1
 

法
第

３
４

条
第

１
号

 
 

 Ⅱ
-

1
-

1
 

公
益

上
必

要
な

建
築

物
 

 

表
６

－
２

－
２

 
①

 

 図
書

の
名

称
 

 明
示

す
べ

き
事

項
 

 縮
尺

 

 備
考

 

正
本

 
 副

本
 

自
己

居
住

 

自
己

業
務

 

そ
の

他
 

自
治

会
活

動
範

囲
図

 
開

発
区

域
の

周
辺

３
０

０
メ

ー
ト

ル
以

内
に

存
す

る
自

治
会

の
名

称
及

び

活
動

範
囲

を
明

記
す

る
。

 
程

度
 

 
 

○
 

 
 

自
治

会
承

諾
書

 
当

該
開

発
区

域
の

周
辺

３
０

０
メ

ー
ト

ル
以

内
に

存
す

る
自

治
会

の
本

開

発
行

為
に

対
す

る
承

諾
書

 

 
周

辺
に

居
住

し
て

い
る

者
が

日
常

生
活

に
必

要
と

し
て

い
る

業
務

内

容
で

あ
る

こ
と

。
 

 
○

 
 

 

集
落

連
た

ん
状

況
図

 
当

該
開

発
区

域
の

周
辺

半
径

３
０

０
メ

ー
ト

ル
以

内
に

存
在

す
る

建
築

物

の
用

途
を

明
確

に
す

る
。

ま
た

、
当

該
開

発
区

域
の

半
径

３
０

０
メ

ー
ト

ル

以
内

に
概

ね
５

０
戸

以
上

（
市

街
化

調
整

区
域

内
の

戸
数

）
の

住
宅

が

連
た

ん
し

て
い

る
こ

と
を

明
記

す
る

。
 

程
度

 
周

辺
建

物
の

用
途

別

現
況

図
 

 
○

 
 

 

実
務

の
内

容
を

示
す

書
類

 
事

業
計

画
書

（
従

業
員

数
や

診
察

台
数

等
に

つ
い

て
も

記
載

）
 

 
 

 
○

 
 

○
 

建
築

後
速

や
か

に
開

業
し

、
か

つ
、

継
続

的
に

営
業

で
き

る
も

の

で
あ

る
こ

と
を

証
す

る
書

類
 

営
業

に
必

要
な

免
許

証
の

写
し

、
取

引
先

と
の

納
入

契
約

書
（

品
名

と
数

量
が

わ
か

る
も

の
）

等
を

添
付

す
る

。
 

 
 

 
○

 
 

○
 

開
設

が
確

実
で

あ
る

こ
と

を
証

す

る
書

類
 

開
設

届
、

補
助

金
申

請
書

類
等

 
 

 
 

○
 

 
○

 

配
置

図
 

方
位

、
敷

地
境

界
線

、
建

築
物

の
位

置
、

土
地

の
高

低
、

敷
地

と
敷

地

の
接

す
る

道
の

境
界

部
分

と
の

高
低

差
、

敷
地

の
接

す
る

道
路

の
位

置
、

幅
員

及
び

種
類

 

以
上

 
土

地
利

用
計

画
図

と

兼
ね

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 
○

 
 

○
 

建
築

物
の

平
面

図
 

出
入

口
及

び
各

室
の

用
途

、
診

察
台

数
を

明
示

す
る

こ
と

。
ま

た
、

各
部

分
の

床
面

積
を

面
積

表
に

て
明

記
す

る
こ

と
。

 
以

上
 

 
 

○
 

 
○

 

５
０
０

２
１
, ５

０
０

２
１
,

３
０
０

１

２
０
０

１

-140-



 

建
築

物
の

立
面

図
 

広
告

塔
、

広
告

板
ま

た
は

意
匠

等
で

公
益

上
必

要
な

店
舗

等
で

あ
る

こ
と

が
表

現
さ

れ
て

い
る

こ
と

。
 

以
上

 
 

 
○

 
 

○
 

緑
地

の
計

画
図

 
敷

地
面

積
が

5
0

0
㎡

を
超

え
る

場
合

、
道

路
面

に
4

/
1

0
、

か
つ

全
体

の

1
/

1
0

が
緑

地
（

種
類

を
明

記
）

で
あ

る
こ

と
が

分
か

る
も

の
を

添
付

。
 

 
 

 
○

 
 

○
 

 Ⅱ
-

1
-

2
 

日
常

生
活

の
た

め
必

要
な

物
品

販
売

等
の

業
務

を
営

む
店

舗
 

 

表
６

－
２

－
３

 
②

 

 図
書

の
名

称
 

 明
示

す
べ

き
事

項
 

 縮
尺

 

 備
考

 

正
本

 
 副

本
 

自
己

居
住

 

自
己

業
務

 

そ
の

他
 

自
治

会
活

動
範

囲
図

 
開

発
区

域
の

周
辺

３
０

０
メ

ー
ト

ル
以

内
に

存
す

る
自

治
会

の
名

称
及

び

活
動

範
囲

を
明

記
す

る
。

 
程

度
 

 
 

○
 

 
 

自
治

会
承

諾
書

 
当

該
開

発
区

域
の

周
辺

３
０

０
メ

ー
ト

ル
以

内
に

存
す

る
自

治
会

の
本

開

発
行

為
に

対
す

る
承

諾
書

 

 
周

辺
に

居
住

し
て

い
る

者
が

日
常

生
活

に
必

要
と

し
て

い
る

業
務

内

容
で

あ
る

こ
と

。
 

 
○

 
 

 

集
落

連
た

ん
状

況
図

 
当

該
開

発
区

域
の

周
辺

半
径

３
０

０
メ

ー
ト

ル
以

内
に

存
在

す
る

建
築

物

の
用

途
を

明
確

に
す

る
。

ま
た

、
当

該
開

発
区

域
の

半
径

３
０

０
メ

ー
ト

ル

以
内

に
概

ね
５

０
戸

以
上

（
市

街
化

調
整

区
域

内
の

戸
数

）
の

住
宅

が

連
た

ん
し

て
い

る
こ

と
を

明
記

す
る

。
 

程
度

 
周

辺
建

物
の

用
途

別

現
況

図
 

 
○

 
 

 

販
売

、
加

工
、

修
理

等
の

実
務

の
内

容
を

示
す

書
類

 

商
品

名
、

作
業

内
容

、
規

模
及

び
数

量
等

を
具

体
的

に
記

載
す

る
。

 
 

 
 

○
 

 
○

 

建
築

後
速

や
か

に
開

業
し

、
か

つ
、

継
続

的
に

営
業

で
き

る
も

の

で
あ

る
こ

と
を

証
す

る
書

類
 

営
業

に
必

要
な

免
許

証
の

写
し

、
取

引
先

と
の

納
入

契
約

書
（

品
名

と
数

量
が

わ
か

る
も

の
）

等
を

添
付

す
る

。
 

 
 

 
○

 
 

○
 

配
置

図
 

方
位

、
敷

地
境

界
線

、
建

築
物

の
位

置
、

土
地

の
高

低
、

敷
地

と
敷

地

の
接

す
る

道
の

境
界

部
分

と
の

高
低

差
、

敷
地

の
接

す
る

道
路

の
位

置
、

幅
員

及
び

種
類

 

以
上

 
土

地
利

用
計

画
図

と

兼
ね

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 
○

 
 

○
 

建
築

物
の

平
面

図
 

店
舗

の
ケ

ー
ス

等
の

配
列

、
出

入
口

及
び

各
部

分
の

用
途

を
明

示
す

る
こ

と
。

ま
た

、
各

部
分

の
床

面
積

を
面

積
表

に
て

明
記

す
る

こ
と

。
 

以
上

 
 

 
○

 
 

○
 

建
築

物
の

立
面

図
 

広
告

塔
、

広
告

板
ま

た
は

意
匠

等
で

日
常

生
活

に
必

要
な

店
舗

等
で

あ

る
こ

と
が

表
現

さ
れ

て
い

る
こ

と
。

 
以

上
 

 
 

○
 

 
○

 

２
０
０

１

５
０
０

２
１
, ５

０
０

２
１
,

３
０
０

１

２
０
０

１

２
０
０

１

-141-



  

 Ⅱ
-

2
 

法
第

３
４

条
第

２
号

 
鉱

物
資

源
、

観
光

資
源

等
の

有
効

な
利

用
上

必
要

な
施

設
 

（
表

６
－

２
－

４
）

 

表
６

－
２

－
４

 

 図
書

の
名

称
 

 明
示

す
べ

き
事

項
 

 縮
尺

 

 備
考

 

正
本

 
 副

本
 

自
己

居
住

 

自
己

業
務

 

そ
の

他
 

資
源

の
埋

蔵
、

分
布

等
の

状
況

を
示

す
図

面
 

 
以

上
 

 
 

○
 

 
 

利
用

目
的

、
利

用
方

法
、

利
用

対
象

規
模

等

が
適

正
で

あ
る

旨
の

説
明

図
 

必
要

に
応

じ
図

面
及

び
説

明
内

容
が

適
正

で
あ

る
こ

と

を
証

す
る

書
類

を
添

付
す

る
。

 

 
 

 
○

 
 

○
 

配
置

図
 

方
位

、
敷

地
境

界
線

、
建

築
物

の
位

置
、

土
地

の
高

低
、

敷
地

と
敷

地
の

接
す

る
道

の
境

界
部

分
と

の
高

低

差
、

敷
地

の
接

す
る

道
路

の
位

置
、

幅
員

及
び

種
類

 

以
上

 
土

地
利

用
計

画
図

と
兼

ね
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 
○

 
 

○
 

 

Ⅱ
-

3
 

法
第

３
４

条
第

４
号

 
農

産
物

等
の

処
理

等
に

必
要

な
施

設
 

（
表

６
－

２
－

５
）

 

 

表
６

－
２

－
５

 

 図
書

の
名

称
 

 明
示

す
べ

き
事

項
 

 縮
尺

 

 備
考

 

正
本

 
 副

本
 

自
己

居
住

 

自
己

業
務

 

そ
の

他
 

利
用

目
的

、
利

用
方

法
、

利
用

対
象

規
模

等
が

適

正
で

あ
る

旨
の

説
明

図
 

必
要

に
応

じ
図

面
及

び
説

明
内

容
が

適
正

で
あ

る
こ

と
を

証
す

る
書

類
を

添
付

す

る
。

 

 
 

 
○

 
 

○
 

生
産

地
と

の
関

係
、

取
扱

量
を

示
す

書
類

 

生
産

地
の

分
布

図
、

取
扱

品
目

及
び

数
量

等
を

具
体

的
に

記
載

す
る

。
 

以
上

 
 

 
○

 
 

 

農
産

物
等

の
集

出
荷

及

び
貯

蔵
の

た
め

継
続

的
に

使
用

さ
れ

る
旨

の
説

明
書

 

農
業

協
同

組
合

等
の

証
明

等
 

 
 

 
○

 
 

○
 

配
置

図
 

方
位

、
敷

地
境

界
線

、
建

築
物

の
位

置
、

土
地

の
高

低
、

敷
地

と
敷

地
の

接
す

る

道
の

境
界

部
分

と
の

高
低

差
、

敷
地

の
接

す
る

道
路

の
位

置
、

幅
員

及
び

種
類

 
以

上
 

土
地

利
用

計
画

図
と

兼
ね

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 
○

 
 

○
 

建
築

物
等

の
平

面
図

・

立
面

図
 

各
部

分
の

用
途

及
び

機
械

設
置

等
の

レ
イ

ア
ウ

ト
等

を
具

体
的

に
明

記
す

る
。

 
以

上
 

 
 

○
 

 
○

 

 

Ⅱ
-

4
 

法
第

３
４

条
第

５
号

 
農

林
業

等
活

性
化

基
盤

施
設

 
（

表
６

－
２

－
６

）
 

 

５
０
０

２
１
,

３
０
０

１

５
０
０

２
１
,

３
０
０

１

２
０
０

１

-142-



 

表
６

－
２

－
６

 

 図
書

の
名

称
 

 明
示

す
べ

き
事

項
 

 縮
尺

 

 備
考

 

正
本

 
 副

本
 

自
己

居
住

 

自
己

業
務

 

そ
の

他
 

知
事

の
承

認
及

び
公

告
さ

れ
た

旨
を

証
す

る
書

面
の

写
し

 

 
 

 
 

○
 

 
○

 

全
体

の
計

画
図

 
 

以
上

 
 

 
○

 
 

 

事
業

計
画

の
説

明
書

 
 

 
 

 
○

 
 

○
 

配
置

図
 

方
位

、
敷

地
境

界
線

、
建

築
物

の
位

置
、

土
地

の
高

低
、

敷
地

と
敷

地
の

接
す

る
道

の
境

界
部

分
と

の
高

低
差

、
敷

地
の

接
す

る
道

路
の

位
置

、
幅

員
及

び
種

類
 

以
上

 
土

地
利

用
計

画
図

と
兼

ね
る

こ
と

が
で

き

る
。

 

 
○

 
 

○
 

 

Ⅱ
-

5
 

法
第

３
４

条
第

６
号

 
中

小
企

業
の

共
同

化
等

に
寄

与
す

る
施

設
 

（
表

６
－

２
－

７
）

 

 

表
６

－
２

－
７

 

 図
書

の
名

称
 

 明
示

す
べ

き
事

項
 

 縮
尺

 

 備
考

 

正
本

 
 副

本
 

自
己

居
住

 

自
己

業
務

 

そ
の

他
 

都
道

府
県

が
国

又
は

中
小

企
業

振
興

事
業

団
と

一
体

と
な

っ
て

助
成

す
る

事
業

で
あ

る
こ

と
を

証
す

る
書

類
 

 
 

 
 

○
 

 
○

 

全
体

の
計

画
図

 
 

以
上

 
 

 
○

 
 

 

事
業

の
概

要
を

説
明

す
る

書
類

 
 

 
 

 
○

 
 

○
 

 

５
０
０

２
１
,

３
０
０

１

５
０
０

２
１
,

-143-



  

Ⅱ
-

6
 

法
第

３
４

条
第

７
号

 
工

場
施

設
と

密
接

な
関

連
を

有
す

る
事

業
の

効
率

化
を

図
る

た
め

の
施

設
 

（
表

６
－

２
－

８
）

 

 

表
６

－
２

－
８

 

 図
書

の
名

称
 

 明
示

す
べ

き
事

項
 

 縮
尺

 

 備
考

 

正
本

 
 副

本
 

自
己

居
住

 

自
己

業
務

 

そ
の

他
 

既
存

事
業

所
の

内
容

及

び
申

請
部

分
に

関
す

る

調
書

 

原
料

、
半

製
品

又
は

製
品

に
つ

い
て

、
１

ヶ
月

間
平

均
取

扱
量

又
は

生
産

量
等

を

種
類

別
に

表
に

す
る

こ
と

。
 

業
種

、
業

態
及

び
工

程
（

動
力

数
、

台
数

等
も

記
入

）
等

を
具

体
的

に
記

載
す

る
。

 

事
業

所
毎

に
関

連
す

る
全

事
業

所
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 

 
 

 
○

 
 

○
 

事
業

所
の

効
率

化
に

寄

与
す

る
こ

と
を

証
す

る
調

書
 

既
存

事
業

所
を

増
設

す
る

場
合

は
、

フ
ロ

ー
チ

ャ
ー

ト
、

数
量

等
を

使
用

し
、

具
体

的
に

効
率

化
に

寄
与

す
る

内
容

を
記

載
す

る
。

 

関
連

す
る

事
業

所
の

移
転

の
場

合
は

、
各

事
業

所
間

の
作

業
工

程
の

関
係

を
具

体
的

に
記

載
し

、
効

率
化

に
寄

与
す

る
内

容
を

フ
ロ

ー
チ

ャ
ー

ト
、

数
量

等
を

使
用

し
、

具
体

的
に

記
載

す
る

。
 

 
 

 
○

 
 

 

既
存

事
業

所
と

密
接

に

関
係

が
あ

る
こ

と
を

証
す

る
調

書
 

既
存

事
業

所
の

登
記

事
項

証
明

書
、

建
物

の
登

記
事

項
証

明
書

、
土

地
の

登
記

事
項

証
明

書
及

び
納

税
証

明
書

。
 

既
存

事
業

所
に

自
己

の
生

産
物

の
原

料
、

部
品

又
は

製
品

の
５

０
パ

ー
セ

ン
ト

以

上
依

存
し

て
い

る
こ

と
を

証
す

る
書

類
（

出
荷

伝
票

、
納

入
伝

票
、

領
収

書
等

の
写

し
）

及
び

種
類

、
数

量
別

に
区

分
し

、
そ

れ
を

表
に

し
た

も
の

。
 

自
己

の
生

産
物

が
原

料
、

部
品

又
は

製
品

と
し

て
納

入
し

て
い

る
割

合
が

５
０

パ
ー

セ
ン

ト
以

上
で

あ
る

こ
と

を
証

す
る

書
類

（
出

荷
伝

票
、

納
入

伝
票

、
領

収
書

等
の

写

し
）

及
び

種
類

、
数

量
別

に
区

分
し

、
そ

れ
を

表
に

し
た

も
の

。
 

 
 

 
○

 
 

○
 

自
治

会
等

の
承

諾
書

 
承

諾
す

る
内

容
に

開
発

行
為

の
場

所
、

用
途

及
び

面
積

等
が

記
載

さ
れ

て
い

る
も

の
。

 

 
 

 
○

 
 

○
 

既
存

事
業

所
の

敷
地

面

積
を

証
す

る
調

書
 

建
築

確
認

通
知

書
、

建
物

又
は

土
地

の
登

記
事

項
証

明
書

、
課

税
証

明
書

等
 

 
 

 
○

 
 

 

公
害

等
の

規
制

基
準

に

適
合

し
て

い
る

こ
と

を
証

す
る

調
書

 

既
存

事
業

所
等

が
公

害
関

係
の

規
制

対
象

と
な

る
建

築
物

又
は

施
設

が
あ

る
場

合
に

提
出

す
る

。
 

既
存

事
業

所
又

は
建

替
後

の
事

業
所

の
双

方
に

つ
い

て
提

出
す

る
。

（
基

準
値

、

現
況

値
及

び
建

替
等

の
推

定
値

）
 

 
 

 
○

 
 

○
 

公
共

公
益

施
設

の
配

置

及
び

整
備

状
況

調
書

 

公
共

公
益

施
設

に
つ

い
て

市
長

と
協

議
、

調
整

が
図

ら
れ

て
お

り
容

量
的

に
十

分

受
け

入
れ

る
余

裕
が

あ
る

内
容

で
あ

る
こ

と
。

 

 
 

 
○

 
 

○
 

既
存

建
築

物
等

の
配

置

図
 

 
以

上
 

 
 

○
 

 
○

 

既
存

建
築

物
等

の
平

面

図
 

各
室

の
用

途
を

記
入

す
る

。
 

機
械

等
の

レ
イ

ア
ウ

ト
、

動
力

数
等

を
記

入
す

る
。

 
以

上
 

 
 

○
 

 
○

 

３
０
０

１

２
０
０

１

-144-



 

配
置

図
 

方
位

、
敷

地
境

界
線

、
建

築
物

の
位

置
、

土
地

の
高

低
、

敷
地

と
敷

地
の

接
す

る

道
の

境
界

部
分

と
の

高
低

差
、

敷
地

の
接

す
る

道
路

の
位

置
、

幅
員

及
び

種
類

 
以

上
 

土
地

利
用

計
画

図
と

兼
ね

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 
○

 
 

○
 

建
築

物
等

の
平

面
図

・

立
面

図
 

室
の

用
途

を
記

入
す

る
。

 

機
械

等
の

レ
イ

ア
ウ

ト
、

動
力

数
等

を
記

入
す

る
。

 
以

上
 

 
 

○
 

 
○

 

 

Ⅱ
-

7
 

法
第

３
４

条
第

８
号

 
危

険
物

の
貯

蔵
等

を
行

う
施

設
 

（
表

６
－

２
－

９
）

 

 

表
６

－
２

－
９

 

 図
書

の
名

称
 

 明
示

す
べ

き
事

項
 

 縮
尺

 

 備
考

 

正
本

 
 副

本
 

自
己

居
住

 

自
己

業
務

 

そ
の

他
 

周
辺

建
築

物
の

現

況
図

 

 
 

 
 

○
 

 
○

 

火
薬

類
の

貯
蔵

に

関
す

る
概

要
書

等
 

 
 

 
 

○
 

 
 

配
置

図
 

方
位

、
敷

地
境

界
線

、
建

築
物

の
位

置
、

土
地

の
高

低
、

敷
地

と
敷

地
の

接
す

る
道

の
境

界
部

分
と

の
高

低
差

、
敷

地
の

接
す

る
道

路
の

位
置

、
幅

員
及

び
種

類
 

以
上

 
土

地
利

用
計

画
図

と
兼

ね
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 
○

 
 

○
 

 

Ⅱ
-

8
 

法
第

３
４

条
第

８
号

の
２

 
災

害
危

険
区

域
等

内
に

存
す

る
建

築
物

等
に

代
わ

る
べ

き
建

築
物

等
 

（
表

６
－

２
－

１
０

）
 

 

表
６

－
２

－
１

０
 

 図
書

の
名

称
 

 明
示

す
べ

き
事

項
 

 縮
尺

 

 備
考

 

正
本

 
 副

本
 

自
己

居
住

 

自
己

業
務

 

そ
の

他
 

理
由

書
 

開
発

行
為

（
建

築
）

の
必

要
に

迫
ら

れ
て

い
る

こ
と

の
ほ

か
移

転
の

対
象

に
係

る
も

の
で

あ
る

旨
等

を
記

載
す

る
。

 

当
該

開
発

区
域

選
定

の
経

緯
及

び
理

由
 

 
 

○
 

○
 

○
 

○
 

従
前

の
許

可
等

の
写

し
 

都
市

計
画

法
、

建
築

基
準

法
、

農
地

法
等

 
 

既
存

建
築

物
の

建
築

年

月
日

が
確

認
で

き
る

も
の

で
あ

る
こ

と
 

○
 

○
 

○
 

○
 

移
転

の
対

象
と

な
る

土

地
及

び
建

築
物

の
登

記

事
項

証
明

書
 

 
 

原
本

で
あ

る
こ

と
。

 
○

 
○

 
○

 
○

 

３
０
０

１

２
０
０

１ ３
０
０

１

-145-



  

誓
約

書
 

予
定

建
築

物
を

建
築

後
、

移
転

対
象

の
既

存
建

築
物

を
速

や
か

に
除

却
す

る
こ

と
及

び
除

却
も

含
め

た
資

金
計

画
等

に
つ

い
て

記
載

す
る

。
 

 
 

○
 

○
 

○
 

○
 

申
請

人
以

外
の

者
の

同

意
書

 

既
存

建
築

物
等

及
び

当
該

土
地

に
係

る
権

利
者

が
複

数
い

る
場

合
に

申
請

人

以
外

の
者

が
代

替
建

築
物

等
を

建
築

又
は

建
設

し
な

い
旨

の
同

意
書

を
い

う
。

 

 
印

鑑
証

明
書

（
原

本
）

を
添

付
す

る
こ

と
。

 

○
 

○
 

○
 

○
 

新
旧

対
照

表
 

移
転

前
の

全
体

、
移

転
部

分
及

び
申

請
部

分
の

土
地

又
は

建
築

物
等

の
面

積

を
分

け
て

表
に

し
、

添
付

す
る

。
 

 
 

○
 

○
 

○
 

○
 

付
近

住
民

の
属

す
る

自

治
会

等
の

承
諾

書
 

 
 

環
境

を
阻

害
す

る
恐

れ

の
あ

る
建

築
物

等
が

移

転
す

る
場

合
 

 
○

 
○

 
○

 

既
存

建
築

物
の

付
近

見

取
図

 

当
該

災
害

危
険

区
域

等
及

び
指

定
年

月
日

を
記

載
す

る
。

 
程

度
 

 
○

 
○

 
○

 
○

 

既
存

建
築

物
の

配
置

図
 

敷
地

に
対

す
る

位
置

を
正

確
に

記
載

し
、

移
転

に
係

る
部

分
を

明
記

す
る

。
 

以
上

 
 

○
 

○
 

○
 

○
 

既
存

建
築

物
の

平
面

図
 

各
部

分
の

用
途

を
明

記
し

、
住

宅
部

分
、

住
宅

以
外

の
部

分
の

面
積

を
分

け
て

記
載

す
る

。
 

以
上

 
 

○
 

○
 

○
 

○
 

既
存

建
築

物
の

立
面

図
 

 
以

上
 

 
○

 
○

 
○

 
○

 

配
置

図
 

方
位

、
敷

地
境

界
線

、
建

築
物

の
位

置
、

土
地

の
高

低
、

敷
地

と
敷

地
の

接
す

る

道
の

境
界

部
分

と
の

高
低

差
、

敷
地

の
接

す
る

道
路

の
位

置
、

幅
員

及
び

種
類

 
以

上
 

土
地

利
用

計
画

図
と

兼

ね
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

○
 

○
 

○
 

○
 

建
築

物
の

平
面

図
・

立

面
図

 

各
部

分
の

用
途

を
明

記
し

、
住

宅
部

分
、

住
宅

以
外

の
部

分
の

面
積

を
分

け
て

記
載

す
る

。
 

以
上

 
 

○
 

○
 

○
 

○
 

 Ⅱ
-

9
 

法
第

３
４

条
第

９
号

 
市

街
化

区
域

に
お

い
て

困
難

又
は

不
適

当
な

施
設

 

Ⅱ
-

9
-

1
 

休
憩

所
 

(表
６

－
２

－
１

１
) 

 

表
６

－
２

－
１

１
 

 図
書

の
名

称
 

 明
示

す
べ

き
事

項
 

 縮
尺

 

 備
考

 

正
本

 
 副

本
 

自
己

居
住

 

自
己

業
務

 

そ
の

他
 

営
業

品
目

一
覧

表
 

 
 

 
 

○
 

 
○

 

建
築

後
速

や
か

に
開

業
し

、
か

つ
、

継
続

的
に

営
業

で
き

る
も

の
で

あ
る

こ
と

を
証

す
る

書
類

 

確
約

書
、

営
業

に
必

要
な

免
許

証
の

写
し

、
取

引
先

と
の

納
入

契
約

書
（

品
名

と

数
量

が
わ

か
る

も
の

）
等

を
添

付
す

る
。

 

 
 

 
○

 
 

 

配
置

図
 

方
位

、
敷

地
境

界
線

、
建

築
物

の
位

置
、

土
地

の
高

低
、

敷
地

と
敷

地
の

接
す

る

道
の

境
界

部
分

と
の

高
低

差
、

敷
地

の
接

す
る

道
路

の
位

置
、

幅
員

及
び

種
類

 
以

上
 

土
地

利
用

計
画

図

と
兼

ね
る

こ
と

が
で

き

る
。

 

 
○

 
 

○
 

５
０
０

２
１
,

３
０
０

１

２
０
０

１

２
０
０

１

３
０
０

１

２
０
０

１

３
０
０

１

-146-



 

建
築

物
の

平
面

図
 

店
舗

の
ケ

ー
ス

等
の

配
列

、
出

入
口

及
び

各
部

分
の

用
途

を
明

示
す

る
こ

と
。

 
以

上
 

 
 

○
 

 
○

 

建
築

物
の

立
面

図
 

用
途

を
明

記
す

る
こ

と
。

ま
た

、
広

告
塔

、
広

告
板

ま
た

は
意

匠
等

で
休

憩
所

で
あ

る
こ

と
が

表
現

さ
れ

て
い

る
こ

と
。

 
以

上
 

 
 

○
 

 
○

 

そ
の

他
 

開
発

区
域

位
置

図
、

開
発

区
域

図
及

び
土

地
利

用
計

画
図

に
道

路
の

種
別

及

び
道

路
幅

員
を

明
記

す
る

。
ま

た
、

通
過

交
通

に
与

え
る

支
障

、
駐

車
場

の
確

保

を
考

慮
し

て
設

計
し

、
土

地
利

用
計

画
図

に
明

記
す

る
。

 

 
 

 
○

 
 

○
 

 

Ⅱ
-

9
-

2
 

給
油

所
 

（
表

６
－

２
－

１
２

）
 

 

表
６

－
２

－
１

２
 

 図
書

の
名

称
 

 明
示

す
べ

き
事

項
 

 縮
尺

 

 備
考

 

正
本

 
 副

本
 

自
己

居
住

 

自
己

業
務

 

そ
の

他
 

油
水

分
離

槽
又

は
有

害

物
質

等
が

排
出

さ
れ

な

い
構

造
の

排
水

施
設

図
 

排
水

施
設

計
画

平
面

図
に

明
記

の
上

、
構

造
図

を
添

付
す

る
。

 
 

 
 

○
 

 
○

 

配
置

図
 

方
位

、
敷

地
境

界
線

、
建

築
物

の
位

置
、

土
地

の
高

低
、

敷
地

と
敷

地
の

接
す

る

道
の

境
界

部
分

と
の

高
低

差
、

敷
地

の
接

す
る

道
路

の
位

置
、

幅
員

及
び

種
類

 
以

上
 

土
地

利
用

計
画

図
と

兼
ね

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 
○

 
 

 

そ
の

他
 

開
発

区
域

位
置

図
、

開
発

区
域

図
及

び
土

地
利

用
計

画
図

に
道

路
の

種
別

及

び
道

路
幅

員
を

明
記

す
る

。
ま

た
、

通
過

交
通

に
与

え
る

支
障

、
駐

車
場

の
確

保

を
考

慮
し

て
設

計
し

、
土

地
利

用
計

画
図

に
明

記
す

る
。

 

 
 

 
○

 
 

○
 

 

Ⅱ
-

9
-

3
 

火
薬

類
製

造
所

（
表

６
－

２
－

１
３

）
 

 

表
６

－
２

－
１

３
 

 図
書

の
名

称
 

 明
示

す
べ

き
事

項
 

 縮
尺

 

 備
考

 

正
本

 
 副

本
 

自
己

居
住

 

自
己

業
務

 

そ
の

他
 

付
近

の
状

況
を

示
し

た
図

面
 

 
 

 
 

○
 

 
○

 

火
薬

類
製

造
に

関
す

る
概

要
書

等
 

 
以

上
 

土
地

利
用

計
画

図
と

兼
ね

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 
○

 
 

 

配
置

図
 

方
位

、
敷

地
境

界
線

、
建

築
物

の
位

置
、

土
地

の
高

低
、

敷
地

と
敷

地
の

接
す

る

道
の

境
界

部
分

と
の

高
低

差
、

敷
地

の
接

す
る

道
路

の
位

置
、

幅
員

及
び

種
類

 

 
 

 
○

 
 

○
 

２
０
０

１

２
０
０

１

３
０
０

１

３
０
０

１

-147-



   

Ⅱ
-

1
0

 
法

第
３

４
条

第
１

０
号

 
地

区
計

画
に

定
め

ら
れ

た
内

容
に

適
合

す
る

施
設

 
（

表
６

－
２

－
１

４
）

 

 

表
６

－
２

－
１

４
 

 図
書

の
名

称
 

 明
示

す
べ

き
事

項
 

 縮 尺
 

 備 考
 

正
本

 
 副

本
 

自
己

居
住

 

自
己

業
務

 

そ
の

他
 

地
区

計
画

又
は

集
落

地
区

計
画

に
定

め
ら

れ
た

内
容

に
適

合
す

る
旨

を

証
す

る
書

類
 

 
 

 
 

○
 

 
○

 

地
区

整
備

計
画

又
は

集
落

地
区

整
備

計
画

の
全

体
計

画
図

 
地

区
整

備
計

画
又

は
集

落
地

区
整

備
計

画
が

定
め

ら
れ

て

い
る

区
域

 

 
 

 
○

 
 

 

事
業

の
概

要
を

説
明

す
る

書
類

 
 

 
 

 
○

 
 

○
 

 

Ⅱ
-

1
1

 
第

３
４

条
第

１
３

号
（

令
第

３
６

条
第

１
項

第
３

号
ニ

）
 

当
該

土
地

に
関

す
る

既
存

の
権

利
の

行
使

と
し

て
行

う
も

の
 

（
表

６
－

２
－

１
５

）
 

 

表
６

－
２

－
１

５
 

 図
書

の
名

称
 

 明
示

す
べ

き
事

項
 

 縮
尺

 

 備
考

 

正
本

 
 副

本
 

自
己

居
住

 

自
己

業
務

 

そ
の

他
 

法
第

３
４

条
第

１
３

号
の

届
出

受
理

書
の

写
し

 

 
 

 
○

 
○

 
 

○
 

配
置

図
 

方
位

、
敷

地
境

界
線

、
建

築
物

の
位

置
、

土
地

の
高

低
、

敷
地

と
敷

地
の

接
す

る
道

の
境

界
部

分
と

の
高

低
差

、
敷

地
の

接
す

る
道

路
の

位
置

、
幅

員
及

び
種

類
 

以
上

 
土

地
利

用
計

画
図

と

兼
ね

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

○
 

○
 

 
○

 

 

３
０
０

１

-148-



 

Ⅱ
-

1
2

 
法

第
３

４
条

第
１

４
号

（
令

第
３

６
条

第
１

項
第

３
号

ホ
）

開
発

審
査

会
の

議
を

経
て

許
可

す
る

こ
と

が
で

き
る

開
発

行
為

、
建

築
行

為
 

Ⅱ
-

1
2

-
1

 
住

居
関

係
 

Ⅱ
-

1
2

-
1

(a
) 

分
家

住
宅

 
（

表
６

－
２

－
１

６
）

 

 

表
６

－
２

－
１

６
 

 図
書

の
名

称
 

 明
示

す
べ

き
事

項
 

 縮
尺

 

 備
考

 

正
本

 
 副

本
 

自
己

居
住

 

自
己

業
務

 

そ
の

他
 

理
由

書
 

開
発

行
為

（
建

築
）

の
必

要
に

迫
ら

れ
て

い
る

内
容

を
具

体
的

に
記

載
す

る
。

 

分
家

に
該

当
す

る
理

由
、

分
家

さ
せ

る
者

（
以

下
「

本
家

」
と

い
う

。
）

と
同

居
し

て
い

な
い

理
由

、
Ｕ

タ
ー

ン
す

る
者

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

合
理

的
事

情
及

び
理

由
を

具
体

的
に

記
載

す
る

。
 

申
請

地
を

選
定

し
た

経
緯

及
び

理
由

 

 
農

地
転

用
を

行
う

場
合

は
、

農
地

転

用
の

申
請

書
の

写
し

を
添

付
す

る
な

ど
、

周
辺

の
農

地
等

に
影

響
が

な
い

こ
と

を
説

明
し

て
く

だ
さ

い
。

 

○
 

 
 

○
 

申
立

書
 

本
家

が
分

家
さ

せ
る

旨
を

証
す

る
内

容
及

び
本

家
の

跡
継

ぎ
に

つ
い

て
記

載

す
る

。
 

申
請

地
を

選
定

し
た

経
緯

及
び

理
由

 

 
 

○
 

 
 

○
 

戸
籍

謄
本

 
分

家
者

が
本

家
の

直
系

血
族

又
は

兄
弟

姉
妹

で
あ

り
、

相
続

等
に

よ
り

申
請

地
の

所
有

権
を

取
得

で
き

る
こ

と
が

判
断

で
き

る
も

の
。

 

 
原

本
で

あ
る

こ
と

。
 

○
 

 
 

○
 

住
民

票
 

本
家

と
同

居
又

は
借

家
等

に
居

住
し

て
い

る
こ

と
が

判
断

で
き

る
も

の
。

 
 

原
本

で
あ

る
こ

と
。

 
○

 
 

 
○

 

家
賃

領
収

書
又

は
家

屋
賃

貸
借

契
約

書
 

 
 

本
家

と
同

居
し

て
お

ら
ず

借
家

等
に

居
住

し
て

い
る

場
合

に
添

付
す

る
。

 

○
 

 
 

○
 

本
家

の
耕

作
者

証
明

書
及

び
農

地
基

本
台

帳
 

 
 

農
業

委
員

会
で

交
付

さ
れ

た
も

の
。

 
○

 
 

 
○

 

資
産

証
明

書
 

本
家

及
び

分
家

者
（

配
偶

者
を

含
む

。
）

に
係

る
す

べ
て

の
も

の
。

 
 

土
地

・
無

資
産

証
明

・
家

屋
課

税

台
帳

兼
名

寄
帳

 

○
 

 
 

○
 

集
落

連
た

ん
状

況
図

 
 

程
度

 

 
○

 
 

 
○

 

配
置

図
 

方
位

、
敷

地
境

界
線

、
建

築
物

の
位

置
、

土
地

の
高

低
、

敷
地

と
敷

地
の

接

す
る

道
の

境
界

部
分

と
の

高
低

差
、

敷
地

の
接

す
る

道
路

の
位

置
、

幅
員

及

び
種

類
 

以
上

 

土
地

利
用

計
画

図
と

兼
ね

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

○
 

 
 

○
 

建
築

物
の

平
面

図
・

立
面

図
 

各
部

分
の

用
途

を
明

記
し

、
兼

用
住

宅
に

あ
っ

て
は

面
積

表
を

記
載

す
る

。
 

以
上

 

 
○

 
 

 
○

 

 

５
０
０

２
１
,

３
０
０

１

２
０
０

１

-149-



  

Ⅱ
-

1
2

-
1

(ｂ
)事

業
所

等
に

お
け

る
従

業
者

の
住

宅
等

 
（

表
６

－
２

－
１

７
）

 

 

表
６

－
２

－
１

７
 

 図
書

の
名

称
 

 明
示

す
べ

き
事

項
 

 縮
尺

 

 備
考

 

正
本

 
 副

本
 

自
己

居
住

 

自
己

業
務

 

そ
の

他
 

理
由

書
 

開
発

行
為

（
建

築
）

の
必

要
に

迫
ら

れ
て

い
る

こ
と

の
ほ

か
従

業
員

住
宅

及
び

寮
を

当
該

事
業

所
に

近
接

し
て

建
築

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
合

理
的

な
理

由
を

具
体

的

に
記

載
す

る
。

 

 
 

 
 

○
 

○
 

当
該

事
業

所
の

許

可
書

等
 

当
該

事
業

所
の

開
発

許
可

書
、

検
査

済
証

の
写

し
又

は
線

引
き

前
か

ら
の

事
業

所

で
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き

る
書

類
 

 
 

 
 

○
 

○
 

事
業

計
画

説
明

書
 

現
従

業
員

数
と

入
居

予
定

者
と

の
関

係
、

従
業

員
住

宅
又

は
寮

の
管

理
・

運
営

方
法

を
明

記
す

る
。

 

 
入

居
予

定
者

に
あ

っ
て

は
、

雇
用

予
定

者
を

含
む

。
 

 
 

○
 

○
 

入
居

予
定

者
調

書
 

入
居

予
定

者
名

、
現

住
所

を
一

覧
表

に
し

、
そ

の
居

住
状

況
（

借
家

、
持

家
の

別

等
）

及
び

通
勤

所
要

時
間

等
を

記
載

す
る

。
 

 
 

 
 

○
 

○
 

住
民

票
 

入
居

予
定

者
に

つ
い

て
添

付
す

る
。

 
 

原
本

で
あ

る
こ

と
。

 
 

 
○

 
○

 

家
賃

領
収

書
又

は

家
屋

賃
貸

借
契

約

書
 

入
居

予
定

者
が

借
家

居
住

の
場

合
に

添
付

す
る

。
必

要
に

応
じ

て
家

屋
登

記
事

項
証

明
書

又
は

固
定

資
産

課
税

台
帳

（
家

屋
）

登
録

事
項

証
明

書
を

添
付

す

る
。

 

 
 

 
 

○
 

○
 

配
置

図
 

方
位

、
敷

地
境

界
線

、
建

築
物

の
位

置
、

土
地

の
高

低
、

敷
地

と
敷

地
の

接
す

る

道
の

境
界

部
分

と
の

高
低

差
、

敷
地

の
接

す
る

道
路

の
位

置
、

幅
員

及
び

種
類

 
以

上
 

土
地

利
用

計
画

図
と

兼
ね

る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 
 

○
 

○
 

建
築

物
の

平
面

図
・

立
面

図
 

各
部

分
の

用
途

を
明

記
し

、
面

積
表

を
記

載
す

る
。

 
以

上
 

 
 

 
○

 
○

 

そ
の

他
 

開
発

区
域

位
置

図
及

び
開

発
区

域
区

域
図

に
市

街
化

区
域

を
明

記
す

る
。

 

土
地

利
用

計
画

図
に

事
業

所
と

の
関

連
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 

 
 

 
 

○
 

○
 

 

３
０
０

１

２
０
０

１

-150-



 

 
 

 
 

 

Ⅱ
-

1
2

-
1

(c
) 

大
学

等
の

学
生

寮
 

（
表

６
－

２
－

１
８

）
 

 

表
６

－
２

－
１

８
 

 図
書

の
名

称
 

 明
示

す
べ

き
事

項
 

 縮
尺

 

 備
考

 

正
本

 
 副

本
 

自
己

居
住

 

自
己

業
務

 

そ
の

他
 

周
辺

状
況

図
 

大
学

等
の

位
置

、
大

学
等

か
ら

の
距

離
を

明
示

す
る

こ
と

 
程

度
 

 
 

 
○

 
○

 

運
営

方
法

等
の

契

約
書

 

 
 

大
学

等
と

の
間

で
交

わ
さ

れ
た

も
の

 

 
 

○
 

○
 

配
置

図
 

方
位

、
敷

地
境

界
線

、
建

築
物

の
位

置
、

土
地

の
高

低
、

敷
地

と
敷

地
の

接
す

る
道

の
境

界
部

分
と

の
高

低
差

、
敷

地
の

接
す

る
道

路
の

位
置

、
幅

員
及

び
種

類
 

以
上

 
土

地
利

用
計

画
図

と
兼

ね
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 
 

○
 

○
 

建
築

物
の

平
面

図
・

立
面

図
 

各
部

分
の

用
途

を
明

記
し

、
面

積
表

を
記

載
す

る
。

 
以

上
 

 
 

 
○

 
○

 

 

Ⅱ
-

1
2

-
1

(d
) 

既
存

建
築

物
（

農
家

住
宅

）
の

建
築

行
為

等
 

（
表

６
－

２
－

１
９

）
 

 

表
６

－
２

－
１

９
 

 図
書

の
名

称
 

 明
示

す
べ

き
事

項
 

 縮
尺

 

 備
考

 

正
本

 
 副

本
 

自
己

居
住

 

自
己

業
務

 

そ
の

他
 

理
由

書
 

現
在

の
状

況
に

至
っ

た
経

緯
、

建
築

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
理

由
等

 
 

 
○

 
 

 
○

 

従
前

の
許

可
等

の

写
し

 

都
市

計
画

法
、

建
築

基
準

法
、

農
地

法
等

 
 

既
存

建
築

物
の

建
築

年
月

日

が
確

認
で

き
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

 

○
 

 
 

○
 

配
置

図
 

方
位

、
敷

地
境

界
線

、
建

築
物

の
位

置
、

土
地

の
高

低
、

敷
地

と
敷

地
の

接
す

る

道
の

境
界

部
分

と
の

高
低

差
、

敷
地

の
接

す
る

道
路

の
位

置
、

幅
員

及
び

種
類

 
以

上
 

土
地

利
用

計
画

図
と

兼
ね

る
こ

と

が
で

き
る

。
 

○
 

 
 

○
 

建
築

物
の

平
面

図
・

立
面

図
 

各
部

分
の

用
途

を
明

記
し

、
面

積
表

を
記

載
す

る
。

 
以

上
 

 
○

 
 

 
○

 

 

Ⅱ
-

1
2

-
1

(e
)既

存
建

築
物

（
分

家
住

宅
）

の
建

築
行

為
等

 

法
第

３
４

条
第

１
４

号
（

既
存

建
築

物
（

分
家

住
宅

）
の

建
築

行
為

等
）

に
該

当
す

る
も

の
は

、
表

６
－

２
－

１
６

及
び

表
６

－
２

－
１

９
に

掲
げ

る
図

書
を

添
付

す
る

こ
と

。
 

 

５
０
０

２
１
,

３
０
０

１

２
０
０

１

３
０
０

１

２
０
０

１

-151-



  

Ⅱ
-

1
2

-
1

(ｆ
) 

既
存

住
宅

の
増

築
等

の
た

め
の

や
む

を
得

な
い

敷
地

拡
大

 
（

表
６

－
２

－
２

０
）

 

 

表
６

－
２

－
２

０
 

 図
書

の
名

称
 

 明
示

す
べ

き
事

項
 

 縮
尺

 

 備
考

 

正
本

 
 副

本
 

自
己

居
住

 

自
己

業
務

 

そ
の

他
 

理
由

書
 

現
在

の
状

況
に

至
っ

た
経

緯
、

建
築

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
理

由
等

 
 

 
○

 
 

 
○

 

従
前

の
許

可
等

の

写
し

 

都
市

計
画

法
、

建
築

基
準

法
、

農
地

法
等

 
 

既
存

建
築

物
の

建
築

年
月

日

が
確

認
で

き
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

 

○
 

 
 

○
 

戸
籍

謄
本

 
共

同
申

請
者

と
現

在
の

居
住

者
と

の
関

係
（

配
偶

者
、

直
系

血
族

及
び

そ
の

配

偶
者

）
が

判
断

で
き

る
も

の
。

 

従
前

の
許

認
可

を
受

け
た

も
の

と
相

続
人

と
の

関
係

が
判

断
で

き
る

も
の

。
 

 
原

本
で

あ
る

こ
と

。
 

申
請

を
相

続
人

又
は

共
同

で
行

う
場

合
 

○
 

 
 

○
 

住
民

票
 

申
請

者
が

当
該

住
宅

に
居

住
し

て
い

る
こ

と
が

判
断

で
き

る
も

の
。

 
 

原
本

で
あ

る
こ

と
。

 
○

 
 

 
○

 

配
置

図
 

方
位

、
敷

地
境

界
線

、
建

築
物

の
位

置
、

土
地

の
高

低
、

敷
地

と
敷

地
の

接
す

る

道
の

境
界

部
分

と
の

高
低

差
、

敷
地

の
接

す
る

道
路

の
位

置
、

幅
員

及
び

種
類

 
以

上
 

土
地

利
用

計
画

図
と

兼
ね

る
こ

と

が
で

き
る

。
 

○
 

 
 

○
 

建
築

物
の

平
面

図
・

立
面

図
 

各
部

分
の

用
途

を
明

記
し

、
面

積
表

を
記

載
す

る
。

 
以

上
 

 
○

 
 

 
○

 

 

Ⅱ
-

1
2

-
2

地
域

密
着

 

Ⅱ
-

1
2

-
2

(a
) 

社
寺

仏
閣

及
び

納
骨

堂
 

（
表

６
－

２
－

２
１

）
 

 

表
６

－
２

－
２

１
 

 図
書

の
名

称
 

 明
示

す
べ

き
事

項
 

 縮
尺

 

 備
考

 

正
本

 
 副

本
 

自
己

居
住

 

自
己

業
務

 

そ
の

他
 

理
由

書
 

開
発

行
為

（
建

築
）

の
必

要
に

迫
ら

れ
て

い
る

内
容

を
具

体
的

に
記

載
す

る
。

 

当
該

申
請

地
に

立
地

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
理

由
及

び
開

発
区

域
を

選
定

し
た

理
由

 

 
 

 
○

 
 

○
 

事
業

計
画

説
明

書
 

目
的

、
管

理
、

運
営

方
法

を
明

記
す

る
。

必
要

に
応

じ
、

資
金

計
画

書
を

添
付

す
る

。
 

 
 

 
○

 
 

○
 

法
人

の
登

記
事

項

証
明

書
 

 
 

全
部

事
項

証
明

書
 

 
○

 
 

○
 

配
置

図
 

方
位

、
敷

地
境

界
線

、
建

築
物

の
位

置
、

土
地

の
高

低
、

敷
地

と
敷

地
の

接
す

る
道

の
境

界
部

分
と

の
高

低
差

、
敷

地
の

接
す

る
道

路
の

位
置

、
幅

員
及

び
種

類
 

以
上

 
土

地
利

用
計

画
図

と
兼

ね
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 
○

 
 

○
 

３
０
０

１

２
０
０

１

３
０
０

１

-152-



 

建
築

物
の

平
面

図
・

立
面

図
 

各
部

分
の

用
途

を
明

記
す

る
。

 
以

上
 

 
 

○
 

 
○

 

 

Ⅱ
-

1
2

-
2

(ｂ
) 

産
業

振
興

を
図

る
必

要
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

開
発

行
為

等
 

（
表

６
－

２
－

２
２

）
 

 

表
６

－
２

－
２

２
 

 図
書

の
名

称
 

 明
示

す
べ

き
事

項
 

 縮
尺

 

 備
考

 

正
本

 
 副

本
 

自
己

居
住

 

自
己

業
務

 

そ
の

他
 

事
業

計
画

説
明

書
 

業
務

の
内

容
を

具
体

的
に

記
載

す
る

。
 

１
. 

申
請

者
（

会
社

）
の

経
歴

（
他

に
技

術
先

端
型

業
種

の
工

場
を

有
す

る
な

ど

先
端

技
術

型
業

種
の

も
の

が
確

実
に

立
地

す
る

こ
と

を
明

記
）

 

２
. 

雇
用

計
画

、
自

然
環

境
等

を
必

要
と

す
る

立
地

性
、

交
通

の
利

便
性

等
を

明

記
す

る
。

 

３
. 

公
害

等
の

発
生

の
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
は

、
騒

音
、

振
動

、
排

水
、

粉
塵

等
に

対
す

る
防

止
装

置
を

明
記

す
る

。
（

必
要

な
場

合
は

平
面

図
に

も
記

載
）

 

 
 

 
○

 
 

○
 

技
術

先
端

型
業

種
に

該

当
す

る
こ

と
を

証
す

る
資

料
 

製
品

、
生

産
工

程
、

原
材

料
等

の
説

明
資

料
等

を
添

付
す

る
。

（
カ

タ
ロ

グ
、

写
真

等
図

解
に

よ
り

説
明

す
る

。
）

 

 
 

 
○

 
 

○
 

商
業

登
記

事
項

証
明

書

及
び

定
款

 

業
務

内
容

に
技

術
先

端
型

業
種

の
業

務
内

容
が

記
載

さ
れ

て
い

る
も

の
。

（
個

人

の
場

合
は

、
住

民
票

を
添

付
す

る
。

）
 

 
 

 
○

 
 

○
 

配
置

図
 

方
位

、
敷

地
境

界
線

、
建

築
物

の
位

置
、

土
地

の
高

低
、

敷
地

と
敷

地
の

接
す

る

道
の

境
界

部
分

と
の

高
低

差
、

敷
地

の
接

す
る

道
路

の
位

置
、

幅
員

及
び

種
類

 
以

上
 

土
地

利
用

計
画

図
と

兼
ね

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 
○

 
 

○
 

建
築

物
等

の
平

面
図

・
立

面
図

 

各
部

分
の

用
途

を
明

記
す

る
。

（
機

械
等

の
レ

イ
ア

ウ
ト

、
動

力
数

を
記

入
す

る
。

）
 

以
上

 
 

 
○

 
 

○
 

 

Ⅱ
-

1
2

-
2

(ｃ
) 

観
光

資
源

の
有

効
な

利
用

上
必

要
な

建
築

物
 

（
表

６
－

２
－

２
３

）
 

 

表
６

－
２

－
２

３
 

 図
書

の
名

称
 

 明
示

す
べ

き
事

項
 

 縮
尺

 

 備
考

 

正
本

 
 副

本
 

自
己

居
住

 

自
己

業
務

 

そ
の

他
 

観
光

資
源

の
状

況
を

示
す

図
面

 

 
程

度
 

 
 

○
 

 
 

２
０
０

１

３
０
０

１

２
０
０

１

５
０
０

２
１
,

-153-



  

利
用

目
的

、
利

用
方

法
、

利
用

対
象

規
模

等
が

適

正
で

あ
る

旨
の

説
明

図
 

必
要

に
応

じ
図

面
及

び
説

明
内

容
が

適
正

で
あ

る
こ

と
を

証
す

る
書

類
を

添
付

す
る

。
 

 
 

 
○

 
 

○
 

登
録

ホ
テ

ル
で

あ
る

旨
の

書
類

 

 
 

国
際

観
光

ホ
テ

ル
整

備
法

第
５

条

又
は

第
２

８
条

に
規

定
す

る
も

の
。

 

 
○

 
 

○
 

配
置

図
 

方
位

、
敷

地
境

界
線

、
建

築
物

の
位

置
、

土
地

の
高

低
、

敷
地

と
敷

地
の

接
す

る
道

の
境

界
部

分
と

の
高

低
差

、
敷

地
の

接
す

る
道

路
の

位
置

、
幅

員
及

び
種

類
 

以
上

 
土

地
利

用
計

画
図

と
兼

ね
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 
○

 
 

○
 

 

３
０
０

１

-154-



 

I-
1

-
1

 
移

転
関

係
 

I-
1

-
1

(a
) 

収
用

対
象

事
業

に
よ

る
移

転
又

は
除

却
 

（
表

６
－

２
－

２
４

）
 

 

表
６

－
２

－
２

４
 

 図
書

の
名

称
 

 明
示

す
べ

き
事

項
 

 縮
尺

 

 備
考

 

正
本

 
 副

本
 

自
己

居
住

 

自
己

業
務

 

そ
の

他
 

理
由

書
 

開
発

行
為

（
建

築
）

の
必

要
に

迫
ら

れ
て

い
る

こ
と

の
ほ

か
収

用
対

象
事

業
に

係

る
も

の
で

あ
る

あ
る

旨
等

を
記

載
す

る
。

 

当
該

開
発

区
域

選
定

の
経

緯
及

び
理

由
 

 
 

○
 

○
 

○
 

○
 

収
用

対
象

事
業

の
対

象
と

な
る

土
地

及
び

既
存

建
築

物
等

の
登

記
事

項
証

明
書

 

 
 

原
本

で
あ

る
こ

と
。

 
○

 
○

 
○

 
○

 

既
存

建
築

物
等

が
収

用
対

象
事

業
の

対
象

と
な

る
旨

の

証
明

書
 

土
地

収
用

法
第

３
条

各
号

に
規

定
す

る
事

業
に

よ
る

買
取

り
の

申
出

証
明

書
ま

た
は

買
取

り
証

明
書

、
不

動
産

譲
受

け
の

対
価

の
支

払
い

調
書

等
の

写
し

を
添

付
す

る
。

 

 
 

○
 

○
 

○
 

○
 

申
請

人
以

外
の

者
の

同
意

書
 

既
存

建
築

物
及

び
当

該
土

地
に

係
る

権
利

者
が

複
数

い
る

場
合

に
申

請
人

以

外
の

者
が

代
替

建
築

物
等

を
建

築
又

は
建

設
し

な
い

旨
の

同
意

書
を

い
う

。
 

 
印

鑑
証

明
書

（
原

本
）

を
添

付
す

る
こ

と
。

 

○
 

○
 

○
 

○
 

新
旧

対
照

表
 

収
用

対
象

前
の

全
体

、
収

用
対

象
部

分
及

び
申

請
部

分
の

土
地

ま
た

は
建

築

物
等

の
面

積
を

分
け

て
表

に
し

、
添

付
す

る
。

 

 
 

○
 

○
 

○
 

○
 

付
近

住
民

の
属

す
る

自
治

会
等

の
承

諾
書

 

 
 

環
境

を
阻

害
す

る
恐

れ
の

あ
る

建
築

物
等

が

移
転

す
る

場
合

 

○
 

○
 

○
 

○
 

既
存

建
築

物
等

の
配

置
図

 
敷

地
に

対
す

る
位

置
を

正
確

に
記

載
し

、
収

用
対

象
事

業
に

係
る

部
分

を
明

記

す
る

。
 

以
上

 
 

○
 

○
 

○
 

○
 

既
存

建
築

物
等

の
平

面
図

 
各

部
分

の
用

途
を

明
記

し
、

住
宅

部
分

、
住

宅
以

外
の

部
分

の
面

積
を

分
け

て

記
載

す
る

。
 

以
上

 
 

○
 

○
 

○
 

○
 

既
存

建
築

物
等

の
立

面
図

 
 

以
上

 
 

○
 

○
 

○
 

○
 

配
置

図
 

方
位

、
敷

地
境

界
線

、
建

築
物

の
位

置
、

土
地

の
高

低
、

敷
地

と
敷

地
の

接
す

る
道

の
境

界
部

分
と

の
高

低
差

、
敷

地
の

接
す

る
道

路
の

位
置

、
幅

員
及

び
種

類
 

以
上

 
土

地
利

用
計

画
図

と

兼
ね

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

○
 

○
 

○
 

○
 

建
築

物
等

の
平

面
図

・
立

面
図

 

各
部

分
の

用
途

を
明

記
し

、
住

宅
部

分
、

住
宅

以
外

の
部

分
の

面
積

を
分

け
て

記
載

す
る

。
 

以
上

 
 

○
 

○
 

○
 

○
 

 

３
０
０

１

２
０
０

１

２
０
０

１

３
０
０

１

２
０
０

１

-155-



  

I-
1

-
1

(b
) 

災
害

危
険

区
域

等
に

存
す

る
建

築
物

の
移

転
に

係
る

代
替

建
築

物
等

 
（

表
６

－
２

－
２

５
）

 

 

表
６

－
２

－
２

５
 

 図
書

の
名

称
 

 明
示

す
べ

き
事

項
 

 縮
尺

 

 備
考

 

正
本

 
 副

本
 

自
己

居
住

 

自
己

業
務

 

そ
の

他
 

理
由

書
 

開
発

行
為

（
建

築
）

の
必

要
に

迫
ら

れ
て

い
る

こ
と

の
ほ

か
移

転
の

対
象

に
係

る
も

の
で

あ
る

旨
等

を
記

載
す

る
。

 

当
該

開
発

区
域

選
定

の
経

緯
及

び
理

由
 

 
 

○
 

○
 

○
 

○
 

既
存

建
築

物
が

移
転

の

対
象

と
な

る
旨

の
証

明

書
 

右
表

の
１

～

５
に

該
当

す

る
移

転
で

あ

る
こ

と
を

証
す

る
書

類
を

添

付
す

る
。

 
 

１
. 

が
け

地
近

接
危

険
住

宅
移

転
事

業
と

し
て

行
う

移
転

 

２
. 

地
す

べ
り

等
防

止
法

第
２

４
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

る
協

議
を

経
た

関
連

事
業

計
画

に
基

づ
く

移
転

 

３
. 

急
傾

斜
地

の
崩

壊
に

よ
る

災
害

の
防

止
に

関
す

る
法

律

第
９

条
第

３
項

の
勧

告
に

基
づ

く
移

転
 

４
. 

建
築

基
準

法
第

１
０

条
第

１
項

の
命

令
に

基
づ

く
移

転
 

５
. 

そ
の

他
条

例
、

要
綱

ま
た

は
特

定
の

行
政

機
関

の
指

示

に
基

づ
き

１
～

４
と

同
等

と
認

め
ら

れ
る

移
転

 

 
 

○
 

○
 

○
 

○
 

移
転

の
対

象
と

な
る

土

地
及

び
建

築
物

の
登

記

事
項

証
明

書
 

 
 

原
本

で
あ

る
こ

と
。

 
○

 
○

 
○

 
○

 

申
請

人
以

外
の

者
の

同

意
書

 

既
存

建
築

物
等

及
び

当
該

土
地

に
係

る
権

利
者

が
複

数
い

る
場

合
に

申
請

人

以
外

の
者

が
代

替
建

築
物

等
を

建
築

又
は

建
設

し
な

い
旨

の
同

意
書

を
い

う
。

 

 
印

鑑
証

明
書

（
原

本
）

を
添

付
す

る
こ

と
。

 

○
 

○
 

○
 

○
 

新
旧

対
照

表
 

移
転

前
の

全
体

、
移

転
部

分
及

び
申

請
部

分
の

土
地

又
は

建
築

物
等

の
面

積

を
分

け
て

表
に

し
、

添
付

す
る

。
 

 
 

○
 

○
 

○
 

○
 

付
近

住
民

の
属

す
る

自

治
会

等
の

承
諾

書
 

 
 

環
境

を
阻

害
す

る
恐

れ

の
あ

る
建

築
物

等
が

移

転
す

る
場

合
 

 
○

 
○

 
○

 

既
存

建
築

物
の

付
近

見

取
図

 

当
該

災
害

危
険

区
域

等
及

び
指

定
年

月
日

を
記

載
す

る
。

 
程

度
 

 
○

 
○

 
○

 
○

 

既
存

建
築

物
の

配
置

図
 

敷
地

に
対

す
る

位
置

を
正

確
に

記
載

し
、

移
転

に
係

る
部

分
を

明
記

す
る

。
 

以
上

 
 

○
 

○
 

○
 

○
 

既
存

建
築

物
の

平
面

図
 

各
部

分
の

用
途

を
明

記
し

、
住

宅
部

分
、

住
宅

以
外

の
部

分
の

面
積

を
分

け
て

記
載

す
る

。
 

以
上

 
 

○
 

○
 

○
 

○
 

５
０
０

２
１
,

３
０
０

１

２
０
０

１

-156-



 

既
存

建
築

物
の

立
面

図
 

 
以

上
 

 
○

 
○

 
○

 
○

 

配
置

図
 

方
位

、
敷

地
境

界
線

、
建

築
物

の
位

置
、

土
地

の
高

低
、

敷
地

と
敷

地
の

接
す

る

道
の

境
界

部
分

と
の

高
低

差
、

敷
地

の
接

す
る

道
路

の
位

置
、

幅
員

及
び

種
類

 
以

上
 

土
地

利
用

計
画

図
と

兼

ね
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

○
 

○
 

○
 

○
 

建
築

物
の

平
面

図
・

立

面
図

 

各
部

分
の

用
途

を
明

記
し

、
住

宅
部

分
、

住
宅

以
外

の
部

分
の

面
積

を
分

け
て

記
載

す
る

。
 

以
上

 
 

○
 

○
 

○
 

○
 

 

I-
1

-
1

(c
) 

不
適

格
建

築
物

の
移

転
に

伴
う

開
発

行
為

等
 

（
表

６
－

２
－

２
６

）
 

 

表
６

－
２

－
２

６
 

 図
書

の
名

称
 

 明
示

す
べ

き
事

項
 

 縮
尺

 

 備
考

 

正
本

 
 副

本
 

自
己

居
住

 

自
己

業
務

 

そ
の

他
 

理
由

書
 

市
街

化
区

域
内

に
移

転
で

き
な

い
理

由
を

具
体

的
に

記
入

す
る

こ
と

。
ま

た
、

理

由
を

証
す

る
書

類
等

を
必

要
と

す
る

場
合

は
そ

れ
も

添
付

す
る

。
 

 
 

 
○

 
○

 
○

 

建
築

基
準

法
第

３
条

第
２

項
に

該
当

す
る

旨
を

証
す

る

調
書

 

土
地

及
び

建
築

物
の

登
記

事
項

証
明

書
又

は
土

地
及

び
建

築
物

の
固

定
資

産

課
税

台
帳

登
録

事
項

証
明

書
等

で
既

存
不

適
格

建
築

物
で

あ
る

旨
を

証
す

る

内
容

が
わ

か
る

も
の

。
 

 
 

 
○

 
○

 
○

 

自
治

会
等

の
承

諾
書

 
承

諾
す

る
内

容
に

開
発

行
為

の
場

所
、

用
途

及
び

面
積

等
が

記
入

さ
れ

て
い

る
も

の
。

 

 
 

 
○

 
○

 
○

 

公
共

公
益

施
設

の
配

置
及

び
整

備
状

況
調

書
 

公
共

公
益

施
設

に
つ

い
て

市
長

と
協

議
、

調
整

が
図

ら
れ

て
お

り
容

量
的

に
十

分

受
け

入
れ

る
余

裕
が

あ
る

内
容

で
あ

る
こ

と
。

 

 
 

 
○

 
○

 
○

 

事
業

所
の

内
容

調
書

 
事

業
の

内
容

（
生

産
量

、
種

類
、

機
械

の
台

数
又

は
作

業
内

容
等

）
を

フ
ロ

ー
チ

ャ
ー

ト
等

を
使

用
し

具
体

的
に

記
入

す
る

。
 

 
 

 
○

 
○

 
○

 

土
地

利
用

の
構

想
に

適
合

し
て

い
る

こ
と

を
証

す
る

調
書

 

土
地

利
用

計
画

が
策

定
さ

れ
て

お
り

、
こ

れ
に

適
合

す
る

こ
と

を
証

す
る

内
容

で
あ

る
こ

と
。

 

 
 

 
○

 
○

 
○

 

面
積

表
 

敷
地

面
積

、
建

築
面

積
、

床
面

積
、

作
業

所
の

床
面

積
、

動
力

の
数

、
危

険
物

の
数

量
等

に
つ

い
て

、
移

転
前

後
の

対
比

表
に

す
る

こ
と

。
 

 
 

 
○

 
○

 
○

 

既
設

建
築

物
の

配
置

図
 

 
以

上
 

 
 

○
 

○
 

○
 

既
設

建
築

物
の

平
面

図
 

各
室

の
用

途
を

記
入

す
る

。
機

械
等

の
レ

イ
ア

ウ
ト

、
動

力
数

等
を

記
入

す
る

。
 

以
上

 
 

 
○

 
○

 
○

 

既
存

建
築

物
の

立
面

図
 

 
以

上
 

 
 

○
 

○
 

○
 

配
置

図
 

方
位

、
敷

地
境

界
線

、
建

築
物

の
位

置
、

土
地

の
高

低
、

敷
地

と
敷

地
の

接
す

る

道
の

境
界

部
分

と
の

高
低

差
、

敷
地

の
接

す
る

道
路

の
位

置
、

幅
員

及
び

種
類

 
以

上
 

土
地

利
用

計
画

図

と
兼

ね
る

こ
と

が
で

き

る
。

 

 
○

 
○

 
○

 

２
０
０

１

３
０
０

１

２
０
０

１

３
０
０

１

２
０
０

１

２
０
０

１

３
０
０

１

-157-



  

建
築

物
の

平
面

図
・

立
面

図
 

各
室

の
用

途
を

記
入

す
る

。
機

械
等

の
レ

イ
ア

ウ
ト

、
動

力
数

等
を

記
入

す
る

。
 

以
上

 
 

 
○

 
○

 
○

 

 

I-
1

-
2

 
公

共
公

益
施

設
 

I-
1

-
2

(a
) 

地
区

集
会

所
そ

の
他

法
第

２
９

条
第

１
項

第
３

号
に

規
定

す
る

施
設

に
準

ず
る

施
設

で
あ

る
建

築
物

 
（

表
６

－
２

－
２

７
）

 

 

表
６

－
２

－
２

７
 

 図
書

の
名

称
 

 明
示

す
べ

き
事

項
 

 縮
尺

 

 備
考

 

正
本

 
 副

本
 

自
己

居
住

 

自
己

業
務

 

そ
の

他
 

理
由

書
 

開
発

行
為

（
建

築
）

の
必

要
に

迫
ら

れ
て

い
る

内
容

を
具

体
的

に
記

載
す

る
。

 
 

 
 

○
 

 
○

 

事
業

計
画

説
明

書
 

目
的

、
管

理
、

運
営

方
法

を
明

記
す

る
。

必
要

に
応

じ
、

資
金

計
画

書
を

添
付

す
る

。
 

 
 

 
○

 
 

○
 

協
議

書
 

集
会

所
担

当
部

局
と

協
議

・
調

整
が

図
ら

れ
て

い
る

旨
を

証
す

る
書

類
（

補
助

金
等

の
証

明
書

）
。

 

 
 

 
○

 
 

 

配
置

図
 

方
位

、
敷

地
境

界
線

、
建

築
物

の
位

置
、

土
地

の
高

低
、

敷
地

と
敷

地
の

接
す

る
道

の
境

界
部

分
と

の
高

低
差

、
敷

地
の

接
す

る
道

路
の

位
置

、
幅

員
及

び
種

類
 

以
上

 
土

地
利

用
計

画
図

と
兼

ね

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 
○

 
 

○
 

建
築

物
の

平
面

図
・

立
面

図
 

各
部

分
の

用
途

を
明

記
し

、
面

積
表

を
記

載
す

る
。

 
以

上
 

 
 

○
 

 
○

 

 

I-
1

-
2

(b
) 

有
料

老
人

ホ
ー

ム
 

（
表

６
－

２
－

２
８

）
 

  

表
６

－
２

－
２

８
 

 図
書

の
名

称
 

 明
示

す
べ

き
事

項
 

 縮
尺

 

 備
考

 

正
本

 
 副

本
 

自
己

居
住

 

自
己

業
務

 

そ
の

他
 

理
由

書
 

市
街

化
調

整
区

域
に

立
地

さ
せ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

合
理

的
な

理
由

を
具

体
的

に
記

載
す

る
。

 
 

 
 

○
 

 
○

 

事
業

計
画

説

明
書

 

医
療

、
介

護
機

能
を

依
存

す
る

病
院

又
は

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
等

と
の

関
係

を
記

載
す

る
。

 

権
利

関
係

（
利

用
権

方
式

ま
た

は
賃

貸
方

式
）

、
管

理
、

運
営

方
法

等
を

明
記

す
る

。
 

 
 

 
○

 
 

○
 

資
金

計
画

書
 

造
成

工
事

費
及

び
建

築
工

事
費

（
設

備
関

係
を

含
む

。
）

等
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 
 

 
 

○
 

 
 

事
前

協
議

書
 

県
の

担
当

部
局

と
の

事
前

協
議

を
了

し
た

こ
と

を
示

す
書

面
 

 
 

 
○

 
 

 

２
０
０

１

３
０
０

１

２
０
０

１

-158-



 

配
置

図
 

方
位

、
敷

地
境

界
線

、
建

築
物

の
位

置
、

土
地

の
高

低
、

敷
地

と
敷

地
の

接
す

る
道

の
境

界

部
分

と
の

高
低

差
、

敷
地

の
接

す
る

道
路

の
位

置
、

幅
員

及
び

種
類

 
以

上
 

土
地

利
用

計
画

図
と

兼
ね

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 
○

 
 

○
 

建
築

物
の

平

面
図

・
立

面

図
 

各
部

分
の

用
途

面
積

を
記

載
す

る
。

 
以

上
 

 
 

○
 

 
○

 

そ
の

他
 

開
発

区
域

位
置

図
に

医
療

及
び

介
護

機
能

を
依

存
す

る
病

院
及

び
特

別
養

護
老

人
ホ

ー
ム

等
の

位
置

を
明

記
す

る
。

 

 
 

 
○

 
 

○
 

 

I-
1

-
2

(c
) 

介
護

老
人

保
健

施
設

 
（

表
６

－
２

－
２

９
）

 

 

表
６

－
２

－
２

９
 

 図
書

の
名

称
 

 明
示

す
べ

き
事

項
 

 縮
尺

 

 備
考

 

正
本

 
 副

本
 

自
己

居
住

 

自
己

業
務

 

そ
の

他
 

理
由

書
 

市
街

化
調

整
区

域
に

立
地

さ
せ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

合
理

的
な

理
由

を
具

体
的

に
記

載
す

る
。

 
 

 
 

○
 

 
○

 

事
業

計
画

説

明
書

 

申
請

地
周

辺
の

要
介

護
老

人
数

、
協

力
病

院
（

介
護

老
人

保
健

施
設

の
人

員
、

施
設

及
び

設
備

並
び

に
運

営
に

関
す

る
基

準
（

平
成

１
１

年
３

月
３

１
日

厚
生

省
令

第
４

０
号

）
第

３
０

条

第
１

項
）

と
の

関
係

及
び

管
理

、
運

営
方

法
等

を
記

載
す

る
。

 

 
 

 
○

 
 

○
 

配
置

図
 

方
位

、
敷

地
境

界
線

、
建

築
物

の
位

置
、

土
地

の
高

低
、

敷
地

と
敷

地
の

接
す

る
道

の
境

界

部
分

と
の

高
低

差
、

敷
地

の
接

す
る

道
路

の
位

置
、

幅
員

及
び

種
類

 
以

上
 

土
地

利
用

計
画

図
と

兼
ね

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 
○

 
 

○
 

建
築

物
の

平

面
図

・
立

面

図
 

各
部

分
の

用
途

面
積

を
記

載
す

る
。

 
以

上
 

 
 

○
 

 
○

 

そ
の

他
 

開
発

区
域

位
置

図
に

協
力

病
院

の
位

置
を

明
記

す
る

。
 

 
 

 
○

 
 

○
 

 

I-
1

-
2

(d
) 

保
険

調
剤

薬
局

の
建

築
を

目
的

と
し

た
開

発
行

為
等

 
（

表
６

－
２

－
３

０
）

 

 

表
６

－
２

－
３

０
 

 図
書

の
名

称
 

 明
示

す
べ

き
事

項
 

 縮
尺

 

 備
考

 

正
本

 
 副

本
 

自
己

居
住

 

自
己

業
務

 

そ
の

他
 

理
由

書
 

開
発

行
為

（
建

築
）

の
必

要
に

現
に

迫
ら

れ
て

い
る

内
容

を
具

体
的

に
記

載
す

る
。

 
 

 
 

○
 

 
○

 

３
０
０

１

２
０
０

１

３
０
０

１

２
０
０

１

-159-



  

建
築

後
速

や
か

に
開

業
し

、
か

つ
、

継
続

的
に

営
業

で
き

る
も

の
で

あ
る

こ
と

を
証

す
る

書
類

 

営
業

に
必

要
な

免
許

証
の

写
し

、
取

引
先

と
の

納
入

（
品

名
と

数
量

）
契

約
書

等
を

添
付

す
る

。
 

 
 

 
○

 
 

○
 

周
辺

の
現

況
図

 
市

街
化

調
整

区
域

の
範

囲
、

隣
接

ま
た

は
近

接
す

る
病

院
等

の
敷

地
と

の
間

隔
及

び
市

街
化

区
域

と
の

間
隔

を
記

載
す

る
。

 
以

上
 

 
 

○
 

 
○

 

配
置

図
 

方
位

、
敷

地
境

界
線

、
建

築
物

の
位

置
、

土
地

の
高

低
、

敷
地

と
敷

地
の

接
す

る
道

の
境

界
部

分
と

の
高

低
差

、
敷

地
の

接
す

る
道

路
の

位
置

、
幅

員
及

び
種

類
 

車
い

す
使

用
者

用
駐

車
施

設
の

位
置

を
記

載
す

る
。

 

以
上

 
土

地
利

用
計

画
図

と
兼

ね
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 
○

 
 

○
 

建
築

物
の

平
面

図
・

立
面

図
 

便
所

に
手

す
り

の
有

無
を

記
載

す
る

。
 

以
上

 
 

 
○

 
 

○
 

 

I-
1

-
2

(e
) 

社
会

福
祉

施
設

 
（

表
６

－
２

－
３

１
）

 

 

表
６

－
２

－
３

１
 

 図
書

の
名

称
 

 明
示

す
べ

き
事

項
 

 縮
尺

 

 備
考

 

正
本

 
 副

本
 

自
己

居
住

 

自
己

業
務

 

そ
の

他
 

理
由

書
 

市
街

化
調

整
区

域
に

立
地

さ
せ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

合
理

的
な

理
由

を
具

体
的

に
記

載

す
る

。
 

 
 

 
○

 
 

○
 

法
人

の
登

記
事

項

証
明

書
 

 
 

原
本

で
あ

る
こ

と
。

 
 

○
 

 
○

 

開
設

が
確

実
で

あ
る

こ
と

を
証

す
る

書
類

 

 
 

 
 

○
 

 
○

 

事
業

計
画

説
明

書
 

近
隣

に
関

係
す

る
医

療
施

設
、

社
会

福
祉

施
設

が
存

在
し

、
こ

れ
ら

の
施

設
と

当
該

許
可

に
係

る
社

会
福

祉
施

設
の

そ
れ

ぞ
れ

が
持

つ
機

能
と

が
密

接
に

連
携

し
つ

つ
立

地
す

る
必

要
性

、
運

営
方

法
、

管
理

方
法

等
を

記
載

す
る

。
 

 
 

 
○

 
 

○
 

医
療

施
設

、
社

会

福
祉

施
設

の
分

布

状
況

図
 

 
以

上
 

 
 

○
 

 
○

 

配
置

図
 

方
位

、
敷

地
境

界
線

、
建

築
物

の
位

置
、

土
地

の
高

低
、

敷
地

と
敷

地
の

接
す

る
道

の

境
界

部
分

と
の

高
低

差
、

敷
地

の
接

す
る

道
路

の
位

置
、

幅
員

及
び

種
類

 

駐
車

場
計

画
 

以
上

 
土

地
利

用
計

画
図

と

兼
ね

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 
○

 
 

○
 

建
築

物
の

平
面

図
・

立
面

図
 

各
部

分
の

用
途

面
積

を
記

載
す

る
。

 
以

上
 

 
 

○
 

 
○

 

緑
化

計
画

図
 

樹
種

、
緑

地
面

積
、

緑
地

帯
の

延
長

 
以

上
 

緑
地

求
積

図
を

添
付

す
る

こ
と

。
 

 
○

 
 

○
 

５
０
０

２
１
,

３
０
０

１

２
０
０

１

５
０
０

２
１
,

３
０
０

１

２
０
０

１

２
０
０

１

-160-



 

そ
の

他
 

開
発

区
域

位
置

図
に

協
力

病
院

の
位

置
を

明
記

す
る

。
 

 
 

 
○

 
 

○
 

  

I-
1

-
2

(f
) 

医
療

施
設

 
（

表
６

－
２

－
３

２
）

 

 

表
６

－
２

－
３

２
 

 図
書

の
名

称
 

 明
示

す
べ

き
事

項
 

 縮
尺

 

 備
考

 

正
本

 
 副

本
 

自
己

居
住

 

自
己

業
務

 

そ
の

他
 

理
由

書
 

市
街

化
調

整
区

域
に

立
地

さ
せ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

合
理

的
な

理
由

を
具

体
的

に
記

載
す

る
。

 

 
 

 
○

 
 

○
 

法
人

の
登

記
事

項
証

明
書

又
は

住
民

票
 

 
 

原
本

で
あ

る
こ

と
。

 
 

○
 

 
○

 

開
設

が
確

実
で

あ
る

こ

と
を

証
す

る
書

類
 

 
 

 
 

○
 

 
○

 

医
師

免
許

の
写

し
 

医
師

法
等

に
よ

る
免

許
 

 
 

 
○

 
 

 

事
業

計
画

説
明

書
 

管
理

、
運

営
方

法
等

を
記

載
す

る
。

 
 

 
 

○
 

 
○

 

配
置

図
 

方
位

、
敷

地
境

界
線

、
建

築
物

の
位

置
、

土
地

の
高

低
、

敷
地

と
敷

地
の

接
す

る
道

の

境
界

部
分

と
の

高
低

差
、

敷
地

の
接

す
る

道
路

の
位

置
、

幅
員

及
び

種
類

 
以

上
 

土
地

利
用

計
画

図
と

兼
ね

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 
○

 
 

○
 

建
築

物
の

平
面

図
・

立
面

図
 

各
部

分
の

用
途

面
積

を
記

載
す

る
。

 
以

上
 

 
 

○
 

 
○

 

緑
化

計
画

図
 

樹
種

、
緑

地
面

積
、

緑
地

帯
の

延
長

 
以

上
 

緑
地

求
積

図
を

添
付

す
る

こ
と

。
 

 
○

 
 

○
 

 

I-
1

-
2

(g
) 

学
校

 
（

表
６

－
２

－
３

３
）

 

 

表
６

－
２

－
３

３
 

 図
書

の
名

称
 

 明
示

す
べ

き
事

項
 

 縮
尺

 

 備
考

 

正
本

 
 副

本
 

自
己

居
住

 

自
己

業
務

 

そ
の

他
 

理
由

書
 

市
街

化
調

整
区

域
に

立
地

さ
せ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

合
理

的
な

理
由

を
具

体
的

に
記

載
す

る
。

 

 
 

 
○

 
 

○
 

３
０
０

１

２
０
０

１

２
０
０

１

-161-



  

法
人

の
登

記
事

項
証

明
書

 

 
 

原
本

で
あ

る
こ

と
。

 
 

○
 

 
○

 

開
校

が
確

実
で

あ
る

こ

と
を

証
す

る
書

類
 

 
 

 
 

○
 

 
○

 

事
業

計
画

説
明

書
 

管
理

、
運

営
方

法
等

を
記

載
す

る
。

 
 

 
 

○
 

 
○

 

配
置

図
 

方
位

、
敷

地
境

界
線

、
建

築
物

の
位

置
、

土
地

の
高

低
、

敷
地

と
敷

地
の

接
す

る
道

の

境
界

部
分

と
の

高
低

差
、

敷
地

の
接

す
る

道
路

の
位

置
、

幅
員

及
び

種
類

 
以

上
 

土
地

利
用

計
画

図
と

兼
ね

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 
○

 
 

○
 

建
築

物
の

平
面

図
・

立
面

図
 

各
部

分
の

用
途

面
積

を
記

載
す

る
。

 
以

上
 

 
 

○
 

 
○

 

緑
化

計
画

図
 

樹
種

、
緑

地
面

積
、

緑
地

帯
の

延
長

 
以

上
 

緑
地

求
積

図
を

添
付

す
る

こ
と

。
 

 
○

 
 

○
 

 

I-
1

-
3

 
特

定
工

作
物

関
係

 

I-
1

-
3

(a
) 

レ
ク

リ
エ

ー
シ

ョ
ン

の
た

め
の

施
設

を
構

成
す

る
建

築
物

 
（

表
６

－
２

－
３

４
）

 

 

表
６

－
２

－
３

４
 

 図
書

の
名

称
 

 明
示

す
べ

き
事

項
 

 縮
尺

 

 備
考

 

正
本

 
 副

本
 

自
己

居
住

 

自
己

業
務

 

そ
の

他
 

理
由

書
 

市
街

化
調

整
区

域
で

開
発

行
為

を
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

合
理

的
な

理
由

を
具

体
的

に
記

載
す

る
。

 

 
 

 
○

 
 

○
 

第
２

種
特

定
工

作

物
の

開
発

許
可

書

等
の

写
し

 

 
 

 
 

 
 

 

周
辺

自
治

会
の

承

諾
書

 

 
 

開
発

区
域

付
近

の
自

治
会

等
の

承
諾

書
を

添
付

す
る

。
 

 
○

 
 

○
 

現
況

写
真

 
区

域
及

び
撮

影
方

向
を

明
記

す
る

。
 

 
 

 
○

 
 

 

第
２

種
特

定
工

作

物
の

区
域

図
、

配

置
図

 

方
位

、
敷

地
境

界
線

、
既

存
第

２
種

特
定

工
作

物
の

位
置

、
土

地
の

高
低

、
敷

地
と

敷
地

の
接

す
る

道
の

境
界

部
分

と
の

高
低

差
、

敷
地

の
接

す
る

道
路

の
位

置
、

幅
員

及
び

種
類

、
開

発
区

域
の

位
置

 

 
第

２
種

特
定

工
作

物
に

該

当
し

な
い

運
動

・
レ

ジ
ャ

ー
施

設
を

含
む

。
 

 
○

 
 

○
 

配
置

図
 

方
位

、
敷

地
境

界
線

、
建

築
物

の
位

置
、

土
地

の
高

低
、

敷
地

と
敷

地
の

接
す

る
道

の
境

界
部

分
と

の
高

低
差

、
敷

地
の

接
す

る
道

路
の

位
置

、
幅

員
及

び
種

類
 

以
上

 
土

地
利

用
計

画
図

と
兼

ね
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 
○

 
 

○
 

建
築

物
の

平
面

図
 

建
築

物
の

形
態

、
意

匠
及

び
色

彩
等

が
環

境
と

調
和

し
て

い
る

こ
と

が
判

断
で

き
る

図

書
と

し
、

面
積

表
を

記
載

す
る

。
 

以
上

 
 

 
○

 
 

○
 

３
０
０

１

２
０
０

１

２
０
０

１

５
０
０

１

２
０
０

１

-162-



 

建
築

物
の

立
面

図
 

建
築

物
の

形
態

、
意

匠
及

び
色

彩
等

が
環

境
と

調
和

し
て

い
る

こ
と

が
判

断
で

き
る

も

の
。

 
以

上
 

 
 

○
 

 
○

 

 

I-
1

-
3

(b
) 

ゴ
ル

フ
練

習
場

 
（

表
６

－
２

－
３

５
）

 

 

I-
1

-
3

(c
) 

１
ヘ

ク
タ

ー
ル

未
満

の
特

定
工

作
物

の
管

理
用

建
築

物
を

建
築

す
る

た
め

の
開

発
行

為
等

 
（

表
６

－
２

－
３

５
）

 

 

表
６

－
２

－
３

５
 

 図
書

の
名

称
 

 明
示

す
べ

き
事

項
 

 縮
尺

 

 備
考

 

正
本

 
 副

本
 

自
己

居
住

 

自
己

業
務

 

そ
の

他
 

周
辺

の
現

況
図

 
建

築
物

の
連

た
ん

状
況

及
び

建
築

物
の

用
途

を
記

入
す

る
こ

と
。

 
以

上
 

 
 

○
 

 
○

 

配
置

図
 

方
位

、
敷

地
境

界
線

、
建

築
物

の
位

置
、

土
地

の
高

低
、

敷
地

と
敷

地
の

接
す

る
道

の

境
界

部
分

と
の

高
低

差
、

敷
地

の
接

す
る

道
路

の
位

置
、

幅
員

及
び

種
類

 
以

上
 

土
地

利
用

計
画

図
と

兼
ね

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 
○

 
 

○
 

建
築

物
の

平
面

図
・

立
面

図
 

各
部

分
の

用
途

を
明

記
し

、
面

積
表

を
記

載
す

る
。

 
以

上
 

 
 

○
 

 
○

 

 

I-
1

-
4

 
そ

の
他

 

I-
1

-
4

(a
) 

既
存

建
築

物
の

建
替

等
に

係
る

建
築

物
 

（
表

６
－

２
－

３
６

）
 

 

表
６

－
２

－
３

６
 

 図
書

の
名

称
 

 明
示

す
べ

き
事

項
 

 縮
尺

 

 備
考

 

正
本

 
 副

本
 

自
己

居
住

 

自
己

業
務

 

そ
の

他
 

理
由

書
 

開
発

行
為

（
建

築
）

の
必

要
に

迫
ら

れ
て

い
る

内
容

を
具

体
的

に
記

載
す

る
。

 
 

 
○

 
○

 
○

 
○

 

既
存

建
築

物
の

建
築

年

月
日

を
示

す
図

書
 

線
引

き
以

前
に

建
築

さ
れ

た
建

築
物

の
場

合
は

建
築

物
の

登
記

事
項

証
明

書
、

固

定
資

産
税

課
税

台
帳

（
家

屋
）

登
録

事
項

証
明

書
、

建
築

確
認

済
書

等
 

平
成

１
２

年
改

正
前

の
法

第
４

３
条

第
１

項
第

６
号

に
よ

る
既

存
宅

地
確

認
書

の
写

し
 

 
 

○
 

○
 

○
 

○
 

既
存

建
築

物
の

配
置

図
 

既
存

建
築

物
の

配
置

を
正

確
に

記
載

す
る

。
 

以
上

 
 

○
 

○
 

○
 

○
 

既
存

建
築

物
の

平
面

図
 

各
部

分
の

用
途

を
明

記
し

、
面

積
表

を
記

載
す

る
。

 
以

上
 

 
○

 
○

 
○

 
○

 

２
０
０

１

５
０
０

２
１
,

３
０
０

１

２
０
０

１

３
０
０

１

２
０
０

１

-163-



  

配
置

図
 

方
位

、
敷

地
境

界
線

、
建

築
物

の
位

置
、

土
地

の
高

低
、

敷
地

と
敷

地
の

接
す

る
道

の
境

界
部

分
と

の
高

低
差

、
敷

地
の

接
す

る
道

路
の

位
置

、
幅

員
及

び
種

類
 

以
上

 
土

地
利

用
計

画
図

と

兼
ね

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

○
 

○
 

○
 

○
 

建
築

物
の

平
面

図
 

各
部

分
の

用
途

を
明

記
し

、
面

積
表

を
記

載
す

る
。

 
以

上
 

 
○

 
○

 
○

 
○

 

建
築

物
の

立
面

図
 

建
築

物
の

高
さ

を
明

記
す

る
こ

と
。

 
以

上
 

 
○

 
○

 
○

 
○

 

 

I-
1

-
4

(b
) 

開
発

許
可

を
受

け
完

了
済

の
土

地
に

お
け

る
再

開
発

行
為

等
 

法
第

３
４

条
第

１
４

号
（

開
発

許
可

を
受

け
完

了
済

の
土

地
に

お
け

る
再

開
発

行
為

）
に

該
当

す
る

も
の

は
、

従
前

の
基

準
に

準
じ

必
要

な
図

書
を

添
付

す
る

こ
と

。
 

 

I-
1

-
4

(c
) 

市
街

化
調

整
区

域
内

に
あ

る
事

業
所

の
建

替
等

に
伴

う
開

発
行

為
 

（
表

６
－

２
－

３
７

）
 

 

表
６

－
２

－
３

７
 

 図
書

の
名

称
 

 明
示

す
べ

き
事

項
 

 縮
尺

 

 備
考

 

正
本

 
 副

本
 

自
己

居
住

 

自
己

業
務

 

そ
の

他
 

既
存

事
業

所
の

内
容

及

び
申

請
部

分
に

関
す

る

調
書

 

原
料

、
半

製
品

又
は

製
品

に
つ

い
て

、
１

ヶ
月

間
平

均
取

扱
量

又
は

生
産

量
等

を
種

類
別

に
表

に
す

る
こ

と
。

（
現

況
と

建
替

等
後

の
量

）
 

業
種

、
業

態
及

び
工

程
（

動
力

数
又

は
台

数
等

も
記

入
）

等
を

具
体

的
に

記
載

す
る

。
 

事
業

所
毎

に
関

連
す

る
全

事
業

所
に

つ
い

て
記

載
す

る
。

 

 
 

 
○

 
 

○
 

事
業

所
の

効
率

化
に

寄

与
す

る
こ

と
を

証
す

る
調

書
 

既
存

事
業

所
を

増
築

す
る

場
合

は
、

フ
ロ

ー
チ

ャ
ー

ト
、

数
量

等
を

使
用

し
、

具
体

的
に

効

率
化

に
寄

与
す

る
内

容
を

記
載

す
る

。
 

関
連

す
る

事
業

所
の

移
転

の
場

合
は

、
各

事
業

所
間

の
作

業
工

程
の

関
係

を
具

体
的

に

記
載

し
、

効
率

化
に

寄
与

す
る

内
容

を
フ

ロ
ー

チ
ャ

ー
ト

、
数

量
等

を
使

用
し

、
具

体
的

に
記

載
す

る
。

 

 
 

 
○

 
 

○
 

既
存

事
業

所
と

密
接

に

関
係

が
あ

る
こ

と
を

証
す

る
調

書
 

既
存

事
業

所
の

登
記

事
項

証
明

書
、

建
築

物
の

登
記

事
項

証
明

書
、

土
地

の
登

記
事

項
証

明
書

ま
た

は
納

税
証

明
書

等
 

既
設

事
業

所
に

自
己

の
生

産
物

の
原

料
、

部
品

又
は

製
品

の
５

０
パ

ー
セ

ン
ト

以
上

依
存

し
て

い
る

こ
と

を
証

す
る

書
類

（
出

荷
伝

票
、

納
入

伝
票

、
領

収
書

等
の

写
し

）
及

び
種

類
、

数
量

別
に

区
分

し
、

そ
れ

を
表

に
し

た
も

の
。

 

自
己

の
生

産
物

が
原

料
、

部
品

又
は

製
品

と
し

て
納

入
し

て
い

る
割

合
が

５
０

パ
ー

セ
ン

ト
以

上
で

あ
る

こ
と

を
証

す
る

書
類

（
出

荷
伝

票
、

納
入

伝
票

、
領

収
書

等
の

写
し

）
及

び
種

類
、

数
量

別
に

区
分

し
、

そ
れ

を
表

に
し

た
も

の
。

 

 
 

 
○

 
 

○
 

自
治

会
等

の
承

諾
書

 
承

諾
す

る
内

容
に

開
発

行
為

の
場

所
、

用
途

及
び

面
積

等
が

記
載

さ
れ

て
い

る
も

の
。

 
 

 
 

○
 

 
○

 

基
準

時
の

敷
地

面
積

を

証
す

る
調

書
 

既
存

事
業

所
の

建
築

確
認

済
書

 

建
築

物
及

び
土

地
の

登
記

事
項

証
明

書
、

固
定

資
産

課
税

台
帳

登
録

事
項

証
明

書

等
。

 

 
 

 
○

 
 

○
 

３
０
０

１

２
０
０

１

２
０
０

１
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公
害

等
の

規
制

基
準

に

適
合

し
て

い
る

こ
と

を
証

す
る

調
書

 

既
存

事
業

所
等

が
公

害
関

係
の

規
制

対
象

と
な

る
建

築
物

ま
た

は
施

設
が

あ
る

場
合

に
提

出
す

る
。

 

既
存

事
業

所
及

び
建

替
等

後
の

事
業

所
の

双
方

に
つ

い
て

提
出

す
る

。
（

基
準

値
、

現
況

値
及

び
建

替
等

後
の

推
定

値
）

 

 
 

 
○

 
 

○
 

公
共

公
益

施
設

の
配

置

及
び

整
備

状
況

調
書

 

公
共

公
益

施
設

に
つ

い
て

市
長

と
協

議
、

調
整

が
図

ら
れ

て
お

り
容

量
的

に
十

分
受

け
入

れ
る

余
裕

が
あ

る
内

容
で

あ
る

こ
と

。
 

 
 

 
○

 
 

○
 

既
存

建
築

物
の

配
置

図
 

 
以

上
 

現
況

図
と

兼
ね

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 
○

 
 

○
 

既
存

建
築

物
の

平
面

図
 

各
室

の
用

途
を

記
入

す
る

。
機

械
等

の
レ

イ
ア

ウ
ト

、
動

力
数

等
を

記
入

す
る

。
 

以
上

 
 

 
○

 
 

○
 

既
存

建
築

物
の

立
面

図
 

 
以

上
 

 
 

○
 

 
○

 

配
置

図
 

方
位

、
敷

地
境

界
線

、
建

築
物

の
位

置
、

土
地

の
高

低
、

敷
地

と
敷

地
の

接
す

る
道

の
境

界
部

分
と

の
高

低
差

、
敷

地
の

接
す

る
道

路
の

位
置

、
幅

員
及

び
種

類
 

以
上

 
土

地
利

用
計

画

図
と

兼
ね

る
こ

と

が
で

き
る

。
 

 
○

 
 

○
 

建
築

物
の

平
面

図
・

立

面
図

 

各
室

の
用

途
を

記
入

す
る

。
機

械
等

の
レ

イ
ア

ウ
ト

、
動

力
数

等
を

記
入

す
る

。
 

以
上

 
 

 
○

 
 

○
 

 

I-
1

-
4

(d
) 

建
築

物
の

用
途

変
更

等
 

（
表

６
－

２
－

３
８

）
 

 

表
６

－
２

－
３

８
 

 図
書

の
名

称
 

 明
示

す
べ

き
事

項
 

 縮
尺

 

 備
考

 

正
本

 
 副

本
 

自
己

居
住

 

自
己

業
務

 

そ
の

他
 

理
由

書
 

開
発

行
為

（
建

築
）

の
必

要
に

迫
ら

れ
て

い
る

内
容

を
具

体
的

に
記

載

す
る

。
 

 
譲

渡
の

場
合

は
譲

渡
の

経
緯

も
明

記
す

る
こ

と
。

 

○
 

○
 

○
 

○
 

従
前

の
許

可
等

の
写

し
 

都
市

計
画

法
、

建
築

基
準

法
、

農
地

法
等

 
 

既
存

建
築

物
の

建
築

年
月

日
が

確

認
で

き
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

 

○
 

○
 

○
 

○
 

資
産

証
明

書
 

 
 

土
地

・
家

屋
課

税
台

帳
兼

名
寄

帳
 

○
 

 
 

 

自
治

会
等

の
同

意
書

 
承

諾
す

る
内

容
に

開
発

行
為

の
場

所
、

用
途

及
び

面
積

等
が

記
入

さ

れ
て

い
る

も
の

。
 

 
周

辺
の

環
境

を
阻

害
す

る
お

そ
れ

の

あ
る

も
の

。
 

 
○

 
○

 
○

 

既
存

建
築

物
の

配
置

図
 

既
存

建
築

物
の

配
置

を
正

確
に

記
載

す
る

。
 

以
上

 
 

○
 

○
 

○
 

○
 

既
存

建
築

物
の

平
面

図
 

各
部

分
の

用
途

を
明

記
し

、
面

積
表

を
記

載
す

る
。

 
以

上
 

 
○

 
○

 
○

 
○

 

既
存

建
築

物
の

立
面

図
 

 
以

上
 

 
○

 
○

 
○

 
○

 

３
０
０

１

２
０
０

１

２
０
０

１

３
０
０

１

２
０
０

１

３
０
０

１

２
０
０

１

２
０
０

１

-165-



  

配
置

図
 

方
位

、
敷

地
境

界
線

、
建

築
物

の
位

置
、

土
地

の
高

低
、

敷
地

と
敷

地

の
接

す
る

道
の

境
界

部
分

と
の

高
低

差
、

敷
地

の
接

す
る

道
路

の
位

置
、

幅
員

及
び

種
類

 

以
上

 
土

地
利

用
計

画
図

と
兼

ね
る

こ
と

が

で
き

る
。

 

○
 

○
 

○
 

○
 

建
築

物
の

平
面

図
・

立

面
図

 

各
部

分
の

用
途

を
明

記
し

、
面

積
表

を
記

載
す

る
。

 
以

上
 

 
○

 
○

 
○

 
○

 

 

I-
1

-
4

(e
) 

旧
提

案
基

準
等

の
許

可
を

受
け

た
土

地
に

お
け

る
開

発
行

為
等

 
（

表
６

－
２

－
３

９
）

 

 

表
６

－
２

－
３

９
 

 図
書

の
名

称
 

 明
示

す
べ

き
事

項
 

 縮
尺

 

 備
考

 

正
本

 
 副

本
 

自
己

居
住

 

自
己

業
務

 

そ
の

他
 

従
前

の
許

可
等

の

写
し

 

都
市

計
画

法
第

３
４

条
第

１
３

号
又

は
第

１
４

号
（

開
発

想
定

区
域

に
お

け
る

開
発

行
為

等
又

は
集

落
連

た
ん

地
域

に
お

け
る

開
発

行
為

等
に

限
る

。
）

に
よ

り
許

可
を

受
け

た
こ

と

が
確

認
で

き
る

こ
と

。
 

都
市

計
画

法
第

３
６

条
第

２
項

に
基

づ
く

検
査

済
証

 

 
 

○
 

○
 

○
 

○
 

付
近

の
建

物
の

連

た
ん

状
況

図
 

 
程

度
 

 
○

 
○

 
○

 
○

 

配
置

図
 

方
位

、
敷

地
境

界
線

、
建

築
物

の
位

置
、

土
地

の
高

低
、

敷
地

と
敷

地
の

接
す

る
道

の

境
界

部
分

と
の

高
低

差
、

敷
地

の
接

す
る

道
路

の
位

置
、

幅
員

及
び

種
類

 
以

上
 

土
地

利
用

計
画

図
と

兼
ね

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

○
 

○
 

○
 

○
 

建
築

物
の

平
面

図
 

各
部

分
の

用
途

を
明

記
し

、
面

積
表

を
記

載
す

る
。

 
以

上
 

 
○

 
○

 
○

 
○

 

建
築

物
の

立
面

図
 

建
築

物
の

高
さ

を
明

記
す

る
こ

と
。

 
以

上
 

 
○

 
○

 
○

 
○

 

 

I-
1

-
4

(f
) 

線
引

き
前

か
ら

の
宅

地
に

お
け

る
開

発
行

為
等

 
（

表
６

－
２

－
４

０
）

 

 

表
６

－
２

－
４

０
 

 図
書

の
名

称
 

 明
示

す
べ

き
事

項
 

 縮
尺

 

 備
考

 

正
本

 
 副

本
 

自
己

居
住

 

自
己

業
務

 

そ
の

他
 

線
引

き
以

前
か

ら
既

に
宅

地
で

あ
っ

た
こ

と

を
証

す
る

書
類

 

土
地

登
記

事
項

証
明

書
、

固
定

資
産

税
課

税
台

帳
（

家
屋

）
登

録
事

項
証

明

書
、

農
地

転
用

許
可

書
等

 

 
平

成
１

２
年

改
正

前
の

法
第

４

３
条

第
１

項
第

６
号

に
よ

る
既

存
宅

地
確

認
書

で
も

可
 

○
 

○
 

○
 

○
 

３
０
０

１

２
０
０

１

５
０
０

２
１
,

３
０
０

１

２
０
０

１

２
０
０

１

-166-



 

付
近

の
建

物
の

連
た

ん
状

況
図

 

市
街

化
区

域
に

隣
接

し
、

又
は

近
接

し
、

か
つ

、
自

然
的

社
会

的
諸

条
件

か
ら

市

街
化

区
域

と
一

体
的

な
日

常
生

活
圏

を
構

成
し

て
い

る
と

認
め

ら
れ

る
地

域
で

あ

っ
て

お
お

む
ね

５
０

以
上

の
建

築
物

が
連

た
ん

し
て

い
る

地
域

内
に

存
す

る
土

地
で

あ
る

こ
と

が
確

認
で

き
る

も
の

。
 

 
 

程
度

 

 
○

 
○

 
○

 
○

 

配
置

図
 

方
位

、
敷

地
境

界
線

、
建

築
物

の
位

置
、

土
地

の
高

低
、

敷
地

と
敷

地
の

接
す

る

道
の

境
界

部
分

と
の

高
低

差
、

敷
地

の
接

す
る

道
路

の
位

置
、

幅
員

及
び

種
類

 
以

上
 

土
地

利
用

計
画

図
と

兼
ね

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

○
 

○
 

○
 

○
 

建
築

物
の

平
面

図
 

各
部

分
の

用
途

を
明

記
し

、
面

積
表

を
記

載
す

る
。

 
以

上
 

 
○

 
○

 
○

 
○

 

建
築

物
の

立
面

図
 

建
築

物
の

高
さ

を
明

記
す

る
こ

と
。

 
以

上
 

 
○

 
○

 
○

 
○

 

土
地

の
現

況
写

真
 

現
況

図
に

撮
影

方
向

を
明

記
し

、
写

真
に

申
請

区
域

を
明

記
（

朱
線

）
す

る
。

 
 

 
○

 
○

 
○

 
○

 

 

I-
1

-
4

(g
) 

地
域

経
済

牽
引

事
業

の
用

に
供

す
る

施
設

 
（

表
６

－
２

－
４

１
）

 

 

表
６

－
２

－
４

１
 

 図
書

の
名

称
 

 明
示

す
べ

き
事

項
 

 縮
尺

 

 備
考

 

正
本

 
 副

本
 

自
己

居
住

 

自
己

業
務

 

そ
の

他
 

承
認

さ
れ

た
地

域
経

済
牽

引
事

業
計

画

で
あ

る
こ

と
を

証
す

る

書
面

の
写

し
 

 
 

 
 

○
 

 
○

 

承
認

地
域

経
済

牽

引
事

業
計

画
の

写

し
 

 
 

 
 

○
 

 
○

 

 Ⅲ
. 

 
法

第
３

５
条

の
２

第
１

項
 

 
開

発
行

為
の

変
更

の
許

可
 

法
第

３
５

条
の

２
第

４
項

 
 

開
発

行
為

の
変

更
の

協
議

 

法
第

３
５

条
の

２
第

１
項

の
許

可
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
、

様
式

第
６

号
の

開
発

行
為

変
更

許
可

申
請

書
に

表
６

－
２

－
４

２
に

掲
げ

る
図

書
及

び
表

６
－

２
－

１
に

掲

げ
る

図
書

の
う

ち
、

変
更

に
関

わ
る

変
更

前
、

変
更

後
の

図
書

（
変

更
箇

所
を

明
示

す
る

こ
と

。
）

を
添

付
す

る
こ

と
。

 

法
第

３
５

条
の

２
第

４
項

に
お

い
て

準
用

す
る

法
第

３
４

条
の

２
第

１
項

の
協

議
を

行
お

う
と

す
る

国
の

機
関

ま
た

は
都

道
府

県
等

は
、

様
式

第
６

号
の

２
の

開
発

行
為

変

更
協

議
申

請
書

に
表

６
－

２
－

４
２

に
掲

げ
る

図
書

及
び

表
６

－
２

－
１

に
掲

げ
る

図
書

の
う

ち
、

変
更

に
関

わ
る

変
更

前
、

変
更

後
の

図
書

（
変

更
箇

所
を

明
示

す
る

こ

と
。

）
を

添
付

す
る

こ
と

。
 

５
０
０

２
１
,

３
０
０

１

２
０
０

１

２
０
０

１
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な
お

、
設

計
図

に
は

、
作

成
者

の
記

名
を

す
る

こ
と

。
 

 

表
６

－
２

－
４

２
 

図
書

の
名

称
 

明
示

す
べ

き
事

項
 

縮
尺

 

（
様

式
）

 

備
考

 
正

本
 

副
本

 
根

拠
法

令
 

従
前

の
許

可
等

の

写
し

 

開
発

許
可

の
写

し
、

開
発

変
更

許
可

の
写

し
、

地
位

承
継

（
承

認
）

書
の

写
し

、

開
発

行
為

協
議

成
立

通
知

の
写

し
、

開
発

行
為

変
更

協
議

成
立

通
知

の
写

し
 

 
 

○
 

○
 

 

委
任

状
 

行
政

書
士

登
録

番
号

、
一

級
又

は
二

級
建

築
士

登
録

番
号

 
 

申
請

を
委

任
し

た
場

合
 

○
 

 
 

開
発

登
録

簿
 

※
印

欄
は

記
入

し
な

い
こ

と
。

 

裏
面

に
土

地
利

用
計

画
図

（
同

縮
尺

の
も

の
）

を
記

載
又

は
添

付
 

様
式

 

第
１

４
号

 

綴
じ

込
ま

な
い

こ
と

。
 

○
 

 
細

則
第

１
３

条
第

１
項

 

 Ⅳ
. 

法
第

３
５

条
の

２
第

３
項

 
開

発
行

為
の

変
更

の
届

出
 

法
第

３
５

条
の

２
第

３
項

の
届

出
を

行
お

う
と

す
る

者
は

、
様

式
第

７
号

の
開

発
行

為
変

更
届

出
書

に
表

６
－

２
－

４
２

に
掲

げ
る

図
書

及
び

表
６

－
２

－
１

に
掲

げ
る

図

書
の

う
ち

、
変

更
に

関
わ

る
変

更
前

、
変

更
後

の
図

書
（

変
更

箇
所

を
明

示
す

る
こ

と
。

）
を

添
付

す
る

こ
と

。
な

お
、

設
計

図
に

は
、

作
成

者
の

記
名

押
印

ま
た

は
署

名
を

す

る
こ

と
。

 

 Ⅴ
. 

法
第

３
６

条
第

１
項

 
 

工
事

完
了

の
届

出
 

法
第

３
６

条
第

１
項

の
届

出
を

行
お

う
と

す
る

者
は

、
別

記
様

式
第

四
の

工
事

完
了

届
出

書
に

表
６

－
２

－
４

３
に

掲
げ

る
図

書
を

添
付

す
る

こ
と

。
な

お
、

図
面

に
は

、

作
成

者
の

記
名

を
す

る
こ

と
。

 

ま
た

、
同

時
に

公
共

施
設

管
理

者
あ

て
に

、
別

記
様

式
第

五
の

公
共

施
設

工
事

完
了

届
出

書
を

提
出

（
開

発
行

為
に

関
す

る
工

事
の

う
ち

公
共

施
設

の
工

事
を

完
了

し
た

と
き

）
す

る
こ

と
。

た
だ

し
、

公
共

施
設

管
理

者
が

別
に

様
式

を
定

め
る

場
合

は
、

そ
の

様
式

を
使

用
す

る
こ

と
。

 

 

表
６

－
２

－
４

３
 

図
書

の
名

称
 

明
示

す
べ

き
事

項
 

縮
尺

 

（
様

式
）

 

備
考

 
正

本
 

副
本

 
根

拠
法

令
 

従
前

の
許

可
等

の

写
し

 

開
発

許
可

の
写

し
、

開
発

変
更

許
可

の
写

し
、

地
位

承
継

（
承

認
）

書
の

写
し

、
開

発
行

為
協

議
成

立
通

知
の

写
し

、
開

発
行

為
変

更
協

議
成

立
通

知
の

写
し

、
建

築
制

限
解

除
承

認
の

写
し

 

 
 

○
 

 
 

関
係

法
令

の
検

査

済
証

の
写

し
 

道
路

工
事

施
行

承
認

、
法

定
外

公
共

物
敷

地
占

（
使

）
用

・
工

作
物

新
築

許
可

等
の

検
査

済
証

の
写

し
 

 
 

○
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土
地

利
用

平
面

図
 

 
以

上
 

 
○

 
 

 

造
成

平
面

図
 

 
以

上
 

土
地

利
用

平
面

図
と

兼
ね

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

○
 

 
 

確
定

測
量

図
 

区
域

全
体

、
公

共
施

設
、

区
画

割
り

 
 

 
○

 
 

 

区
域

全
景

写
真

 
区

域
全

景
（

着
工

前
、

完
成

）
 

着
工

前
、

完
成

が
対

比
で

き
る

こ
と

。
 

撮
影

方
向

を
明

示
し

、
写

真
に

申
請

区
域

を
明

示
（

朱
線

）
す

る

こ
と

。
 

 
構

造
物

の
位

置
形

状
等

が
わ

か
る

も
の

。
 

○
 

 
 

工
程

写
真

 
土

留
擁

壁
（

基
礎

工
、

配
筋

工
、

型
枠

工
等

）
、

排
水

施
設

（
Ｕ

字
溝

布
設

、
落

し
口

等
）

等
 

 
構

造
、

施
行

状
況

等
が

わ
か

る
も

の
。

設
計

値
、

実
測

値
を

明
記

す
る

こ
と

。
 

○
 

 
 

杭
写

真
 

境
界

杭
、

区
画

杭
（

遠
景

、
近

景
）

 
 

位
置

を
明

示
す

る
こ

と
。

 
○

 
 

 

委
任

状
 

行
政

書
士

登
録

番
号

、
一

級
又

は
二

級
建

築
士

登
録

番
号

 
 

申
請

を
委

任
し

た
場

合
 

○
 

 
 

 

０
０
０

１
１
, ０

０
０

１
１
,
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  Ⅵ
. 

法
第

３
７

条
第

１
号

 
 

建
築

制
限

の
解

除
の

承
認

 

法
第

３
７

条
第

１
号

の
承

認
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
、

様
式

第
９

号
の

承
認

申
請

書
に

表
６

－
２

－
４

４
に

掲
げ

る
図

書
を

添
付

す
る

こ
と

。
な

お
、

設
計

図
に

は
、

作
成

者
の

記
名

を
す

る
こ

と
。

 

 

表
６

－
２

－
４

４
 

図
書

の
名

称
 

明
示

す
べ

き
事

項
 

縮
尺

 

（
様

式
）

 

備
考

 
正

本
 

副
本

 
根

拠
法

令
 

従
前

の
許

可
等

の

写
し

 

開
発

許
可

の
写

し
、

開
発

変
更

許
可

の
写

し
、

地
位

承
継

（
承

認
）

書
の

写
し

、
開

発
行

為
協

議
成

立
通

知
の

写
し

、
開

発
行

為
変

更
協

議
成

立
通

知
の

写
し

 

 
 

○
 

 
 

理
由

書
 

建
築

物
又

は
特

定
工

作
物

を
開

発
工

事
中

に
建

築
又

は
建

設

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
理

由
を

具
体

的
に

詳
し

く
記

載
す

る
こ

と
。

 

 
 

○
 

○
 

細
則

第
６

条
 

申
請

理
由

 

説
明

図
 

土
地

利
用

計
画

図
を

利
用

し
施

工
済

、
未

施
工

の
部

分
を

明
示

す
る

こ
と

。
そ

の
他

説
明

資
料

（
断

面
詳

細
図

、
基

礎
形

状
図

）
 

以
上

 
 

○
 

○
 

 

工
事

中
の

 

安
全

管
理

図
 

重
機

、
資

材
置

場
、

現
場

事
務

所
、

工
事

関
係

者
駐

車
場

、
工

事
用

車
両

出
入

口
、

安
全

柵
、

交
通

誘
導

員
の

配
置

等
を

明
示

す
る

こ
と

。
 

 
 

○
 

 
 

工
事

工
程

表
 

開
発

行
為

、
建

築
行

為
の

工
程

を
明

ら
か

に
す

る
こ

と
。

 
 

 
○

 
 

 

付
近

見
取

図
 

 
程

度
 

 
○

 
 

細
則

第
６

条
第

１
号

 

現
況

平
面

図
 

申
請

時
点

の
現

況
を

明
示

す
る

こ
と

。
土

地
の

地
形

、
道

路
、

排

水
施

設
等

と
建

築
物

の
関

係
を

明
示

す
る

こ
と

。
釜

場
等

の
防

災

施
設

等
に

つ
い

て
も

明
示

す
る

こ
と

。
 

以
上

 
法

第
３

７
条

第
１

号
申

請
時

に
お

け
る

現
況

 

○
 

 
細

則
第

６
条

第
２

号
 

建
築

物
の

平
面

図
 

建
築

物
の

用
途

を
明

示
す

る
こ

と
。

 
以

上
 

 
○

 
○

 
細

則
第

６
条

第
３

号
 

建
築

物
の

立
面

図
 

 
以

上
 

 
○

 
○

 
細

則
第

６
条

第
４

号
 

工
作

物
の

平
面

図
 

特
定

工
作

物
の

用
途

を
明

示
す

る
こ

と
。

 
以

上
 

 
○

 
○

 
細

則
第

６
条

第
３

号
 

工
作

物
の

立
面

図
 

 
以

上
 

 
○

 
○

 
細

則
第

６
条

第
４

号
 

現
況

写
真

 
 

 
施

行
状

況
等

が
わ

か
る

も
の

 
○

 
 

 

委
任

状
 

行
政

書
士

登
録

番
号

、
一

級
又

は
二

級
建

築
士

登
録

番
号

 
 

申
請

を
委

任
し

た
場

合
 

○
 

 
 

 

５
０

１

５
０
０

２
１
, ５

０
０

２
１
,

２
０
０

１

２
０
０

１

０
０
０

１
１
, ０

０
０

１
１
,
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Ⅶ
. 

法
第

３
８

条
 
工

事
の

廃
止

の
届

出
 

法
第

３
８

条
の

届
出

を
行

お
う

と
す

る
者

は
、

別
記

様
式

第
八

の
開

発
行

為
に

関
す

る
工

事
の

廃
止

届
出

書
に

表
６

－
２

－
４

５
に

掲
げ

る
図

書
を

添
付

す
る

こ
と

。
 

 

表
６

－
２

－
４

５
 

図
書

の
名

称
 

明
示

す
べ

き
事

項
 

縮
尺

 

（
様

式
）

 

備
考

 
正

本
 

副
本

 
根

拠
法

令
 

理
由

書
 

廃
止

す
る

理
由

を
具

体
的

に
詳

し
く

記
載

す
る

こ
と

。
 

 
 

○
 

 
細

則
第

７
条

第
１

号
 

付
近

見
取

図
 

 
程

度
 

 
○

 
 

 

現
況

平
面

図
 

廃
止

時
点

の
土

地
の

現
況

地
形

を
明

示
し

た
平

面
、

横
断

及
び

縦
断

図
 

以
上

 
 

○
 

 
細

則
第

７
条

第
２

号
 

工
事

関
係

施
設

等
の

構
造

図
 

 
 

 
○

 
 

細
則

第
７

条
第

３
号

 

廃
止

に
伴

う
防

災
工

事
等

の
設

計
説

明
書

 

 
 

 
○

 
○

 
細

則
第

７
条

第
４

号
 

廃
止

に
伴

う
防

災
工

事
等

の
設

計
図

 

 
 

 
○

 
○

 
細

則
第

７
条

第
４

号
 

現
況

写
真

 
 

 
現

況
図

に
示

さ
れ

た
状

況
が

わ
か

る
も

の
 

○
 

 
細

則
第

７
条

第
２

号
 

従
前

の
許

可
書

等

（
原

本
）

 

開
発

許
可

書
、

開
発

変
更

許
可

書
、

地
位

承
継

（
承

認
）

書
、

開
発

行
為

協
議

成
立

通
知

、
開

発
行

為
変

更
協

議
成

立
通

知
 

 
原

本
で

あ
る

こ
と

。
 

○
 

 
 

委
任

状
 

行
政

書
士

登
録

番
号

、
一

級
又

は
二

級
建

築
士

登
録

番
号

 
 

届
出

を
委

任
し

た
場

合
 

○
 

 
 

 

５
０
０

２
１
, ５

０
０

２
１
,
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  Ⅷ
. 

法
第

４
１

条
第

２
項

た
だ

し
書

 
 

建
築

物
の

建
蔽

率
等

の
特

例
許

可
 

法
第

４
１

条
第

２
項

た
だ

し
書

の
許

可
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
、

様
式

第
１

０
号

の
建

築
物

の
建

蔽
率

等
に

つ
い

て
の

特
例

許
可

申
請

書
に

表
６

－
２

－
４

６
に

掲
げ

る

図
書

を
添

付
す

る
こ

と
。

な
お

、
設

計
図

に
は

、
作

成
者

の
記

名
を

す
る

こ
と

。
 

 

表
６

－
２

－
４

６
 

図
書

の
名

称
 

明
示

す
べ

き
事

項
 

縮
尺

 

（
様

式
）

 

備
考

 
正

本
 

副
本

 
根

拠
法

令
 

従
前

の
許

可
等

の

写
し

 

開
発

許
可

の
写

し
、

開
発

変
更

許
可

の
写

し
、

地
位

承
継

（
承

認
）

書
の

写

し
、

開
発

行
為

協
議

成
立

通
知

の
写

し
、

開
発

行
為

変
更

協
議

成
立

通
知

の
写

し
、

検
査

済
書

の
写

し
 

 
 

○
 

 
 

付
近

見
取

図
 

 
程

度
 

 
○

 
 

細
則

第
８

条
 

現
況

平
面

図
 

土
地

の
地

形
、

道
路

、
排

水
施

設
等

と
建

築
物

の
関

係
を

明
示

す
る

こ
と

。
 

以
上

 
 

○
 

 
細

則
第

８
条

 

建
築

物
の

平
面

図
 

各
部

分
の

用
途

を
明

示
す

る
。

 
以

上
 

 
○

 
○

 
細

則
第

８
条

 

建
築

物
の

立
面

図
 

 
以

上
 

 
○

 
○

 
細

則
第

８
条

 

委
任

状
 

行
政

書
士

登
録

番
号

、
一

級
又

は
二

級
建

築
士

登
録

番
号

 
 

申
請

を
委

任
し

た
場

合
 

○
 

 
 

 Ⅸ
. 

法
第

４
２

条
第

１
項

た
だ

し
書

 
 

開
発

許
可

を
受

け
た

土
地

に
お

け
る

建
築

等
の

制
限

の
特

例
許

可
 

法
第

４
２

条
第

２
項

 
 

 
開

発
許

可
を

受
け

た
土

地
に

お
け

る
建

築
等

の
制

限
の

特
例

協
議

 

法
第

４
２

条
第

１
項

た
だ

し
書

の
許

可
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
、

様
式

第
１

１
号

の
許

可
申

請
書

に
表

６
－

２
－

４
７

に
掲

げ
る

図
書

を
添

付
す

る
こ

と
。

 

法
第

４
２

条
第

２
項

の
協

議
を

行
お

う
と

す
る

国
の

機
関

は
、

様
式

第
１

１
号

の
２

の
協

議
申

請
書

に
表

６
－

２
－

４
７

に
掲

げ
る

図
書

を
添

付
す

る
こ

と
。

 

な
お

、
設

計
図

に
は

、
作

成
者

の
記

名
を

す
る

こ
と

。
 

 

表
６

－
２

－
４

７
 

図
書

の
名

称
 

明
示

す
べ

き
事

項
 

縮
尺

 

（
様

式
）

 

備
考

 
正

本
 

副
本

 
根

拠
法

令
 

従
前

の
許

可
等

の
写

し
 

開
発

許
可

の
写

し
、

開
発

変
更

許
可

の
写

し
、

地
位

承
継

（
承

認
）

書
の

写
し

、
開

発
行

為
協

議
成

立
通

知
の

写
し

、
開

発
行

為
変

更
協

議
成

立
通

知
の

写
し

、
検

査
済

証
の

写
し

 

 
 

○
 

 
 

５
０
０

２
１
, ５

０
０

２
１
,

２
０
０

１

２
０
０

１
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理
由

書
 

申
請

区
域

に
建

築
す

る
に

至
っ

た
経

緯
を

明
示

す
る

こ
と

。
 

 
 

○
 

 
 

付
近

見
取

図
 

 
程

度
 

 
○

 
 

 

土
地

の
公

図
 

区
域

の
境

界
（

赤
枠

）
 

土
地

の
地

番
及

び
形

状
 

必
要

に
応

じ
て

合
成

図
を

添
付

す
る

。
 

 
法

務
局

保
管

の
図

面
で

、
原

本
で

あ
る

こ
と

。
 

○
 

 
 

土
地

登
記

事
項

証
明

書
 

全
部

事
項

証
明

書
 

 
原

本
で

あ
る

こ
と

。
 

○
 

 
 

求
積

図
 

実
測

に
基

づ
い

た
も

の
で

あ
る

こ
と

。
 

求
積

区
域

、
求

積
計

算
 

 
 

○
 

 
 

現
況

平
面

図
 

土
地

の
地

形
、

道
路

、
排

水
施

設
等

と
建

築
物

の
関

係
を

明
示

す
る

こ
と

。
 

以
上

 
 

○
 

 
 

土
地

利
用

計
画

図
 

申
請

区
域

の
境

界
、

公
共

施
設

の
位

置
及

び
形

状
、

予
定

建
築

物
等

の
敷

地
の

形
状

、
敷

地
に

係
る

予
定

建
築

物
等

の
用

途
、

公
益

的
施

設
の

位
置

 

方
位

、
申

請
区

域
の

境
界

及
び

工
区

界
 

次
に

掲
げ

る
施

設
等

の
位

置
、

形
状

、
名

称
及

び
面

積
等

 

６
. 

申
請

区
域

内
外

の
道

路
、

河
川

等
公

共
施

設
 

７
. 

排
水

施
設

（
水

の
流

れ
の

方
向

）
 

８
. 

都
市

計
画

施
設

又
は

地
区

計
画

に
定

め
ら

れ
た

施
設

 

９
. 

公
益

的
施

設
、

予
定

建
築

物
等

の
敷

地
及

び
用

途
 

法
面

、
崖

及
び

擁
壁

 

以
上

 
 

○
 

○
 

 

建
築

物
の

平
面

図
 

１
０

. 
建

築
物

の
用

途
を

明
示

す
る

こ
と

。
 

以
上

 
 

○
 

○
 

 

建
築

物
の

立
面

図
 

 
以

上
 

 
○

 
○

 
 

特
定

工
作

物
の

平
面

図
 

特
定

工
作

物
の

用
途

を
明

示
す

る
こ

と
。

 
以

上
 

 
○

 
○

 
 

特
定

工
作

物
の

立
面

図
 

 
以

上
 

 
○

 
○

 
 

現
況

写
真

 
擁

壁
、

排
水

施
設

等
の

規
模

、
構

造
等

が
わ

か
る

も
の

。
 

 
設

計
値

、
実

測
値

を
明

記
す

る
こ

と
。

 

○
 

 
 

委
任

状
 

行
政

書
士

登
録

番
号

、
一

級
又

は
二

級
建

築
士

登
録

番
号

 
 

申
請

を
委

任
し

た
場

合
 

○
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

５
０
０

２
１
, ５

０
０

２
１
, ０

０
０

１
１
,

２
０
０

１

２
０
０

１

０
０
０

１
１
, ０

０
０

１
１
,
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  Ⅹ
. 

法
第

４
３

条
第

１
項

 
開

発
許

可
を

受
け

た
土

地
以

外
の

土
地

に
お

け
る

建
築

等
の

許
可

 

法
第

４
３

条
第

３
項

 
開

発
許

可
を

受
け

た
土

地
以

外
の

土
地

に
お

け
る

建
築

等
の

協
議

 

法
第

４
３

条
第

１
項

の
許

可
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
、

別
記

様
式

第
九

の
許

可
申

請
書

に
表

６
－

２
－

４
８

及
び

0
．

に
掲

げ
る

図
書

を
添

付
す

る
こ

と
。

 

法
第

４
３

条
第

３
項

の
協

議
を

行
お

う
と

す
る

国
の

機
関

ま
た

は
都

道
府

県
等

は
、

様
式

第
１

１
号

の
３

の
協

議
申

請
書

に
表

６
－

２
－

４
８

及
び

0
．

に
掲

げ
る

図
書

を

添
付

す
る

こ
と

。
 

な
お

、
設

計
図

に
は

、
作

成
者

の
記

名
を

す
る

こ
と

。
 

 

表
６

－
２

－
４

８
 

図
書

の
名

称
 

明
示

す
べ

き
事

項
 

縮
尺

 

（
様

式
）

 

備
考

 
正

本
 

副
本

 
根

拠
法

令
 

付
近

見
取

図
 

方
位

、
敷

地
の

位
置

及
び

敷
地

の
周

辺
の

公
共

施
設

 
程

度
 

 
○

 
 

規
則

第
３

４
条

第
２

項
 

土
地

の
公

図
 

区
域

の
境

界
（

赤
枠

）
 

土
地

の
地

番
及

び
形

状
 

必
要

に
応

じ
て

合
成

図
を

添
付

す
る

。
 

 
法

務
局

保
管

の
図

面

で
、

原
本

で
あ

る
こ

と
。

 

○
 

 
 

土
地

登
記

事
項

証
明

書
 

全
部

事
項

証
明

書
 

 
原

本
で

あ
る

こ
と

。
 

○
 

 
 

求
積

図
 

実
測

に
基

づ
い

た
も

の
で

あ
る

こ
と

。
 

求
積

区
域

、
求

積
計

算
 

 
 

○
 

 
 

現
況

平
面

図
 

敷
地

境
界

、
建

築
物

等
の

位
置

、
敷

地
高

さ
、

崖
及

び
擁

壁
の

位
置

、

排
水

施
設

の
位

置
、

種
類

、
流

水
方

向
、

放
流

先
、

周
辺

の
公

共
施

設
の

位
置

、
幅

員
及

び
管

理
者

名
を

明
示

す
る

こ
と

。
 

以
上

 
 

○
 

 
規

則
第

３
４

条
第

２
項

 

土
地

利
用

計
画

図
 

申
請

区
域

の
境

界
、

公
共

施
設

の
位

置
及

び
形

状
、

予
定

建
築

物
等

の
敷

地
の

形
状

、
敷

地
に

係
る

予
定

建
築

物
等

の
用

途
、

公
益

的
施

設
の

位
置

 

方
位

、
申

請
区

域
の

境
界

及
び

工
区

界
 

次
に

掲
げ

る
施

設
等

の
位

置
、

形
状

、
名

称
及

び
面

積
等

 

１
. 

申
請

区
域

内
外

の
道

路
、

河
川

等
公

共
施

設
 

２
. 

排
水

施
設

（
水

の
流

れ
の

方
向

）
 

３
. 

都
市

計
画

施
設

又
は

地
区

計
画

に
定

め
ら

れ
た

施
設

 

４
. 

公
益

的
施

設
、

予
定

建
築

物
等

の
敷

地
及

び
用

途
 

５
. 

法
面

、
崖

及
び

擁
壁

 

以
上

 
 

○
 

○
 

 

擁
壁

の
断

面
図

 
擁

壁
の

寸
法

及
び

勾
配

、
擁

壁
の

材
料

の
種

類
及

び
寸

法
、

裏
込

め

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
寸

法
、

透
水

層
の

位
置

及
び

寸
法

、
擁

壁
を

設
置

す
る

前
後

の
地

盤
面

、
基

礎
地

盤
の

土
質

並
び

に
基

礎
ぐ

い
の

位
置

、
材

料
及

び
寸

法
 

以
上

 
高

さ
１

メ
ー

ト
ル

を
超

え

る
も

の
に

つ
い

て
は

構

造
計

算
書

を
添

付
 

○
 

○
 

細
則

第
１

０
条

第
１

項

第
２

号
 

５
０
０

２
１
, ５

０
０

２
１
, ０

０
０

１
１
,

５
０

１

-174-



 

排
水

施
設

構
造

図
 

開
渠

、
暗

渠
、

落
差

工
、

マ
ン

ホ
ー

ル
、

雨
水

桝
、

吐
口

、
泥

溜
の

構
造

詳
細

及
び

接
続

詳
細

図
 

以
上

 
 

○
 

○
 

細
則

第
１

０
条

第
１

項

第
２

号
 

建
築

物
の

平
面

図
 

建
築

物
の

用
途

を
明

示
す

る
こ

と
。

 
以

上
 

 
○

 
○

 
細

則
第

１
０

条
第

１
項

第
１

号
 

建
築

物
の

立
面

図
 

 
以

上
 

 
○

 
○

 
細

則
第

１
０

条
第

１
項

第
１

号
 

特
定

工
作

物
の

平
面

図
 

第
１

種
特

定
工

作
物

の
用

途
を

明
示

す
る

こ
と

。
 

以
上

 
 

○
 

○
 

細
則

第
１

０
条

第
１

項

第
１

号
 

特
定

工
作

物
の

立
面

図
 

 
以

上
 

 
○

 
○

 
細

則
第

１
０

条
第

１
項

第
１

号
 

区
域

全
景

写
真

 
区

域
全

景
（

着
工

前
、

完
成

）
 

着
工

前
、

完
成

が
対

比
で

き
る

こ
と

。
 

撮
影

方
向

を
明

示
し

、
写

真
に

申
請

区
域

を
明

示
（

朱
線

）
す

る
こ

と
。

 

 
構

造
物

の
位

置
形

状

等
が

わ
か

る
も

の
。

 

○
 

 
細

則
第

１
０

条
第

１
項

第
３

号
 

現
況

写
真

 
擁

壁
、

排
水

施
設

等
の

規
模

、
構

造
等

が
わ

か
る

も
の

。
 

 
設

計
値

、
実

測
値

を
明

記
す

る
こ

と
 

○
 

 
細

則
第

１
０

条
第

１
項

第
３

号
 

委
任

状
 

行
政

書
士

登
録

番
号

、
一

級
又

は
二

級
建

築
士

登
録

番
号

 
 

申
請

を
委

任
し

た
場

合
 

○
 

 
 

  
Ⅺ

. 
法

第
４

４
条

 
許

可
に

基
づ

く
地

位
の

承
継

の
届

出
 

法
第

４
４

条
の

承
継

を
行

っ
た

者
は

、
様

式
第

１
２

号
の

届
出

書
に

表
６

－
２

－
４

９
に

掲
げ

る
図

書
を

添
付

す
る

こ
と

。
 

 

表
６

－
２

－
４

９
 

図
書

の
名

称
 

明
示

す
べ

き
事

項
 

縮
尺

 

（
様

式
）

 

備
考

 
正

本
 

副
本

 
根

拠
法

令
 

従
前

の
許

可
等

の

写
し

 

開
発

許
可

の
写

し
、

開
発

変
更

許
可

の
写

し
、

地
位

承
継

（
承

認
）

書
の

写
し

、

開
発

行
為

協
議

成
立

通
知

の
写

し
、

開
発

行
為

変
更

協
議

成
立

通
知

の
写

し
、

法
第

４
３

条
第

１
項

の
許

可
の

写
し

、
法

第
４

３
条

第
３

項
の

協
議

成
立

通

知
の

写
し

 

 
 

○
 

 
 

理
由

書
 

 
 

 
○

 
 

 

承
継

を
証

す
る

書
類

 
戸

籍
登

記
事

項
証

明
書

、
法

人
登

記
事

項
証

明
書

等
 

 
原

本
で

あ
る

こ
と

。
 

○
 

 
細

則
第

１
１

条
 

付
近

見
取

図
 

 
程

度
 

 
○

 
 

 

委
任

状
 

行
政

書
士

登
録

番
号

、
一

級
又

は
二

級
建

築
士

登
録

番
号

 
 

申
請

を
委

任
し

た

場
合

 

○
 

 
 

５
０

１

２
０
０

１

２
０
０

１

０
０
０

１
１
, ０

０
０

１
１
,

５
０
０

２
１
,
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Ⅻ

. 
法

第
４

５
条

 
許

可
に

基
づ

く
地

位
の

承
継

の
承

認
 

法
第

４
５

条
の

承
継

を
行

お
う

と
す

る
者

は
、

様
式

第
１

３
号

の
承

認
申

請
書

に
表

６
－

２
－

５
０

に
掲

げ
る

図
書

を
添

付
す

る
こ

と
。

 

 

表
６

－
２

－
５

０
 

図
書

の
名

称
 

明
示

す
べ

き
事

項
 

縮
尺

 

（
様

式
）

 

備
考

 
正

本
 

副
本

 
根

拠
法

令
 

従
前

の
許

可
等

の

写
し

 

開
発

許
可

の
写

し
、

開
発

変
更

許
可

の
写

し
、

地
位

承
継

（
承

認
）

書
の

写
し

、
開

発
行

為
協

議
成

立
通

知
の

写
し

、
開

発
行

為
変

更
協

議
成

立
通

知
の

写
し

 

 
 

○
 

 
 

理
由

書
 

 
 

 
○

 
 

 

開
発

行
為

に
関

す
る

権
原

を
取

得
し

た
こ

と
を

証
す

る
書

類
 

売
買

契
約

書
、

土
地

登
記

事
項

証
明

書
等

 
 

原
本

で
あ

る
こ

と
。

（
売

買
契

約
書

を

除
く

。
）

 

○
 

 
細

則
第

１
２

条
 

資
金

計
画

書
 

 
 

自
己

の
居

住
の

用
に

供
す

る
も

の
を

除
く

。
 

○
 

 
細

則
第

１
２

条
 

申
請

者
の

資
力

信

用
に

関
す

る
申

告
書

 

 
 

自
己

の
居

住
の

用
に

供
す

る
も

の
を

除
く

。
国

の
機

関
又

は
都

道
府

県
等

が
地

位
の

承
継

を
行

う
場

合
を

除
く

。
 

○
 

 
細

則
第

１
２

条
 

開
発

行
為

施
行

に

関
す

る
同

意
状

況

調
査

書
 

 
様

式
第

４

号
 

 
○

 
 

細
則

第
１

２
条

 

開
発

行
為

施
行

同

意
書

 

法
第

３
３

条
第

１
項

第
１

４
号

に
規

定
す

る
施

行
の

妨
げ

と
な

る

権
利

を
有

す
る

者
の

同
意

を
得

た
こ

と
を

証
す

る
書

面
 

 
印

鑑
登

録
証

明
書

（
原

本
）

を
添

付

す
る

こ
と

。
 

○
 

 
細

則
第

１
２

条
 

公
共

施
設

管
理

者

の
同

意
書

 

 
 

 
○

 
○

 

原
本

 

細
則

第
１

２
条

 

公
共

施
設

管
理

予

定
者

と
の

協
議

書
 

 
 

 
○

 
○

 

原
本

 

細
則

第
１

２
条

 

付
近

見
取

図
 

 
程

度
 

 
○

 
 

 

委
任

状
 

行
政

書
士

登
録

番
号

、
一

級
又

は
二

級
建

築
士

登
録

番
号

 
 

申
請

を
委

任
し

た
場

合
 

○
 

 
 

 

５
０
０

２
１
,
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Ⅹ
Ⅲ

. 
規

則
第

６
０

条
 

適
合

証
明

 

規
則

第
６

０
条

に
よ

る
証

明
書

の
交

付
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

は
、

様
式

第
１

８
号

の
交

付
申

請
書

に
表

６
－

２
－

５
１

に
掲

げ
る

図
書

を
添

付
す

る
こ

と
。

 

な
お

、
設

計
図

に
は

、
作

成
者

の
記

名
を

す
る

こ
と

。
 

 

表
６

－
２

－
５

１
 

図
書

の
名

称
 

法
第

２
９

条
第

１
項

 
法

第
４

３
条

第
１

項
 

縮
尺

 
備

考
 

 

第
１

号

 

第
２

号

 

第
３

号

 

第
９

号

 

第
４

号
～

 

第
１

１
号

 

第
１

０
号

 

 

第
４

号

 

第
１

号

 

第
５

号

 

第
３

号

 

第  

事
業

計
画

説
明

書
 

○
 

 
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

 
目

的
、

管
理

形
態

、
適

用
除

外
と

な
る

理
由

等
 

付
近

見
取

図
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

程
度

 
方

位
、

区
域

、
周

辺
及

び
主

要
道

路
等

公
共

施
設

 

土
地

の
公

図
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

 
法

務
局

保
管

の
も

の
。

区
域

を
朱

線
で

明
示

す
る

こ
と

。
原

本
で

あ
る

こ
と

。
 

土
地

登
記

事
項

証
明

書
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

 
法

務
局

保
管

の
も

の
。

原
本

で
あ

る
こ

と
。

 

農
林

漁
業

従
事

者
で

あ
る

旨
の

証
明

書
 

 
 

○
 

 
 

 
 

 
 

 
 

現
況

図
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

以
上

 
方

位
、

区
域

、
敷

地
の

境
界

、
工

区
、

既
存

建
築

物
の

位
置

及
び

用
途

、
地

盤
高

、
擁

壁
等

工
作

物
の

位
置

 

土
地

利
用

計
画

図
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

以
上

 
方

位
、

区
域

、
敷

地
の

境
界

、
工

区
、

予
定

建
築

物
の

位
置

及
び

用
途

、
計

画
地

盤
高

、
擁

壁
等

工
作

物
の

位
置

 

造
成

計
画

平
面

図
、

断

面
図

 

○
 

 
○

 
○

 
○

 
○

 
 

 
 

以
上

 
切

土
（

茶
）

、
盛

土
（

緑
）

す
る

前
後

の
地

盤
高

、
擁

壁
、

崖
の

位
置

 

求
積

図
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

 
 

建
築

物
等

の
平

面
図

、
立

面
図

 

○
 

○
 

○
 

○
 

 
○

 
○

 
○

 
○

 
以

上
 

用
途

別
面

積
表

、
建

築
面

積
、

延
べ

面
積

、
高

さ
等

 

証
明

、
免

許
等

資
格

を
証

す
る

書
類

 

○
 

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
○

 
 

理
由

の
裏

付
け

資
料

（
資

格
証

明
、

免
許

証
、

事
業

認
可

、
補

助
金

交
付

等
）

等
 

委
任

状
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

○
 

 
申

請
を

委
任

し
た

場
合

。
行

政
書

士
登

録
番

号
、

一
級

又
は

二
級

建
築

士
登

録
番

号
を

明
記

 

  

５
０
０

２
１
, ５

０
０

２
１
, ０

０
０

１
１
, ０

０
０

１
１
,

２
０
０

１
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第３節 様式 

 

Ⅰ 都市計画法施行規則 

別記様式第二 開発行為許可申請書 

別記様式第三 資金計画書 

別記様式第四 工事完了届出書 

別記様式第五 公共施設工事完了届出書 

別記様式第八 開発行為に関する工事の廃止の届出書 

別記様式第九 建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書 

 

Ⅱ 岐阜市都市計画法施行細則 

様式第１号  申請者の資力及び信用に関する申告書 

様式第２号  工事施行者の能力に関する調査書 

様式第３号  設計説明書 

様式第４号  開発行為施行に関する同意状況調査書 

様式第５号  工事設計者の資格に関する調査書 

様式第５号の２ 開発行為協議申請書 

様式第６号  開発行為変更許可申請書 

様式第６号の２ 開発行為変更協議申請書 

様式第７号  開発行為変更届出書 

様式第８号  都市計画法第３４条第１３号による届出書 

様式第９号  都市計画法第３７条第１号の規定による承認申請書 

様式第１０号 建築物の建蔽率等についての特例許可申請書 

様式第１１号 建築物の新築、改築若しくは用途変更又は工作物の新設許可申請書 

様式第１１号の２ 建築物の新築、改築若しくは用途変更又は工作物の新設協議申請書 

様式第１１号の３ 建築物の新築、改築若しくは用途変更又は第一種特定工作物の新設協議申請書 

様式第１２号 許可に基づく地位承継届出書 

様式第１３号 地位承継承認申請書 

様式第１４号 開発登録簿 

様式第１５号 開発登録簿写し交付申請書 

様式第１６号 都市計画法及び盛土規正法による開発許可等の標識 

様式第１８号 適合証明書交付申請書 
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別 記 様 式 第 二  （ 第 十 六 条 関 係 ）  
 

正  副  

 

開 発 行 為 許 可 申 請 書 

都 市 計 画 法 第 ２ ９ 条 第 １ 項 の規 定 により、開 発 行 為 の許 可 を申 請 しま

す。 

年   月   日 
(あて先) 

岐 阜 市 長 

  

申 請 者 住 所 氏 名   

(名称及び代表者名)  

(電話  ) 

開

 

 

発

 

 

行

 

 

為

 

 

の

 

 

概

 

 

要 

１ 
開 発 区 域 に 含 ま れ 

る 地 域 の 地 名 地 番 

岐阜市 

 

 

（仮換地  ） 

２ 開 発 区 域 の 面 積 
公簿  平方メートル 

実測  平方メートル 

３ 予 定 建 築 物 等 の 用 途  

４ 工 事 施 行 者 住 所 氏 名 

 

 

 (電話  ) 

５ 工 事 予 定 期 間 
年   月   日から 

年   月   日まで 

６ 

自 己 の 居 住 の 用 に供 するも

の、自己の業務の用に供する

も の 、 そ の 他 の も の の 別 

自己の居住の用、自己の業務の用、その他 

７ 
法 第 ３ ４ 条 の 該 当 号 

及 び 該 当 す る 理 由 
第   号 

８ 
開 発 区 域 に か か っ て 

い る 用 途 地 域 の 名 称 
 

９ そ の 他 必 要 な 事 項  

※ 岐 阜 市 受 付 ※ 許 可 に 付 し た 条 件 

  

※印欄は、記入しないこと。 連絡先  

TEL  



開 発 行 為 許 可 申 請 書 の 記 入 方 法  
 

１欄は、開発区域の地名地番(土地改良区域内、土地区画整理事業区域内であれば、旧地

番と仮換地番)を記入してください。 

２欄は、土地の登記事項証明書の地積及び実測面積を記入してください。 

３欄は、予定建築物の用途、利用目的等を詳しく記入してください。 

(１) 予定建築物の用途の中に工場(作業所)がある場合は、その業種、床面積及び動力

の大きさ等をカッコ書きで併記してください。 

(２) 分譲住宅、賃貸住宅、従業員住宅等の場合は、区画数、棟数及び戸数まで併記して

ください。 
(例) 専用住宅、専用住宅(共同建 １棟１０戸)、専用住宅(長屋建 １棟４戸) 

 専用住宅(分譲住宅 １０区画１０棟１０戸) 

 専用住宅(従業員住宅 ３区画３棟３戸)、店舗(飲食店)併用住宅 

 工場(自動車修理、○○馬力、○○㎡)、倉庫(建築材料倉庫) 等 

４欄は、工事を直接行う者を記入し、自分で行うときは「直営」と記入してください。 

７欄の該当号について(市街化調整区域内の場合に記入) 

(法第３４条) 

第１号……周辺地域に居住している者の利用に供する公益上必要な建築物又は日常生

活に必要な物品の販売、加工、修理を行う店舗、事業所等の建築物 

第２号……市街化調整区域内に存する鉱物資源、観光資源の有効な利用上必要な施設 

第４号……農林漁業の用に供する施設(法第２９条第１項第２号に該当する建築物を除く) 

第５号……農林業等活性化基盤施設 

第６号……中小企業の事業共同化又は工場、店舗の集団化に寄与する事業の用に供す

る施設 

第７号……市街化調整区域内に現存する工場と密接な関連(製品、原料、工程等につい

て)を有する事業の用に供する施設 

第８号……危険物の貯蔵処理のための施設 

第８号の２……市街化調整区域内の災害危険区域等内に存する建築物等に代わるべき

同一用途の建築物等 

第９号……沿道サービス施設等の施設 

第１０号……地区整備計画に定められた内容に適合する施設 

第１１号……条例で指定する土地の区域内で、環境の保全上支障があると条例で定める

ものに該当しない建築物 

第１２号……条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定められた建築物 

第１３号……既存権利者の届け出に基づき、５年以内に行うもので、自己の居住又は業務

の用に供する施設 

第１４号……周辺の市街化を促進することなく、かつ、市街化区域に建てることが困難か不

適当な施設(開発審査会の審査を要するもの) 

 

(注) １ 宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第１０条第１項の宅地造

成等工事規制区域内においては、本許可を受けることにより、同法第１２条第１項本文の

宅地造成等に関する工事の許可を受けたものとしてみなされます。 

２ 許可申請者又は工事施行者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及

び代表者の氏名を記載すること。 

３ ※印のある欄は記載しないこと。 

４ 「法第３４条の該当号及び該当する理由」の欄は、申請に係る開発行為が市街化調整

区域内において行われる場合に記載すること。 

５ 「その他必要な事項」の欄には、開発行為を行うことについて、農地法その他の法令によ

る許可、認可等を要する場合には、その手続きの状況を記載すること。 

６ 添付する設計図書には、設計者の記名と併せて連絡方法(電話番号等)を併記してくだ

さい。 



別 記 様 式 第 三  （ 第 十 六 条 関 係 ）  

資 金 計 画 書 

１ 収支計画 

（単位 千円） 

科 目 金 額 

収

入 

自 己 資 金 

借 入 金 

処 分 収 入 

宅 地 処 分 収 入 

 

補 助 負 担 金 

 

 

 

計 

 

支

出 

用 地 費 

工 事 費 

整 地 工 事 費 

道 路 工 事 費 

排 水 施 設 工 事 費 

給 水 施 設 工 事 費 

 

附 帯 工 事 費 

事 務 費 

借 入 金 利 息 

借 入 償 還 金 

 

 

 

計 

 

※ 該当する科目がない場合は、適宜追加してください。 



２ 年度別資金計画 

（単位 千円） 

年 度 

科 目 年度 年度 年度 年度 
計 

支

出 

用 地 費 

工 事 費 

整 地 工 事 費 

道 路 工 事 費 

排水施設工事費 

給水施設工事費 

 

附 帯 工 事 費 

事 務 費 

借 入 金 利 息 

借 入 償 還 金 

 

 

 

計 

     

収

入 

自 己 資 金 

借 入 金 

処 分 収 入 

宅 地 処 分 収 入 

 

補 助 負 担 金 

 

 

 

計 

     

借 入 金 の 借 入 先      

 



別 記 様 式 第 四  (第 二 十 九 条 関 係 ）  

 

工 事 完 了 届 出 書 

年   月   日 

(あて先) 

岐 阜 市 長 

  

届出者 住 所  

氏 名   
(名 称 及 び代 表 者 名 ) 

 

都市計画法第３６条第１項の規定により、開発行為に関する工事（許可番

号    年    月    日付け岐阜市指令    第   号の    ）が、

下記のとおり完了しましたので届け出ます。 

記  

 

１ 工 事 完 了 年 月 日 年   月   日 

２ 工 事 を完 了 し た開 発

区 域 又 は 工 区 に 含

ま れ る 地 域 の 名 称  

岐阜市 

※ 検 査 年 月 日 年   月   日 

※ 検 査 済 証 番 号  年   月   日 岐阜市   第   号の 

※ 工 事 完 了 公 告 年 月 日 年   月   日 

※ 岐 阜 市 受 付 ※ 備 考 

  

備考 １ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

２  ※印のある欄は記載しないこと。 

 連絡先  

TEL  



別 記 様 式 第 五  (第 二 十 九 条 関 係 ）  

 

公 共 施 設 工 事 完 了 届 出 書 

年   月   日 

(あて先) 

岐 阜 市 長 

  

届出者 住 所  

氏 名   
(名 称 及 び代 表 者 名 ) 

 

都市計画法第３６条第１項の規定により、公共施設に関する工事（許可番

号    年    月    日付け岐阜市指令    第   号の    ）が、

下記のとおり完了しましたので届け出ます。 

記  

 

１ 工 事 完 了 年 月 日 年   月   日 

２ 工事を完了した公共施設

が存する開発区域又は工

区に含まれる地域の名称 

岐阜市 

３ 工事を完了した公共施設  

※ 検 査 年 月 日 年   月   日 

※ 検 査 済 証 番 号  年   月   日 岐阜市   第   号の 

※ 工 事 完 了 公 告 年 月 日 年   月   日 

※ 岐 阜 市 受 付 ※ 備 考 

  

備考 １ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

２  ※印のある欄は記載しないこと。 

 

 連絡先  

TEL  



別 記 様 式 第 八  (第 三 十 二 条 関 係 ）  

 

開発行為に関する工事の廃止の届出書 

年   月   日 

(あて先) 

岐 阜 市 長 

  

届出者 住 所  

氏 名   
(名 称 及 び代 表 者 名 ) 

 

都 市 計 画 法 第 ３ ８ 条 の 規 定 に よ り、開 発 行 為 に 関 す る 工 事 （ 許 可 番 号    

年    月    日付け岐阜市指令    第   号の    ）を、下記のとお

り廃止しましたので届け出ます。 

記  

 

１ 開 発 行 為 に関 する工

事 を 廃 止 し た 年 月 日  
年   月   日 

２ 開 発 行 為 に 関 す る

工 事 の 廃 止 に 係 る

地 域 の 名 称  

岐阜市 

３ 開 発 行 為 に 関 す る

工 事 の 廃 止 に 係 る

地 域 の 面 積  

平方メートル 

※ 岐 阜 市 受 付 ※ 備 考 

  

備考 １ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

２   ※印のある欄は記載しないこと。 

 連絡先  

TEL  



別 記 様 式 第 九  (第 三 十 四 条 関 係 ）  
 

正  副  

 

建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は

第一種特定工作物の新設許可申請書 

都 市 計 画 法 第 ４ ３ 条 第 １ 項 の 規 定 により、  の

 の許 可 を申 請 します。 

年   月   日 
(あて先) 

岐 阜 市 長 
  
申 請 者 住 所 氏 名   

(名称及び代表者名)  

(電話  ) 

１ 建 築 物 を建 築 しようとする土 地 、 

用 途 の変 更 をしようとする建 築 物

の存する土地又は第一 種特定 工

作 物 を 新 設 し よ う と す る 土 地 

の 所 在 、 地 番 、 地 目 及 び 面 積 

岐阜市 

 

（仮換地  ） 

地目 面積  ㎡ 

２ 建築しようとする建築物、用途の変

更後の建築物又は新設しようとす

る 第 一 種 特 定 工 作 物 の 用 途 

 

３ 改 築 又は用 途 の変 更 をしようとす

る場 合 は、既 存 の建 築 物 の用 途 
 

４ 建築しようとする建築物、用途の変

更後の建築物又は新設しようとする

第一種特定工作物が法第３４条第

１ 号 から第 １ ０ 号 まで又 は令 第 ３ ６

条第１項第３号ロからホまでのいず

れの建 築 物 又 は第 一 種 特 定 工 作

物 に該 当 するかの記 載 及 び理 由 

 

５ そ の 他 必 要 な 事 項 
 

※ 岐 阜 市 受 付 ※ 備 考 

  

※印欄は、記入しないこと。 連絡先  

TEL  

建 築 物 
第一種特定工作物  

新 築 
改 築 
用 途 の 変 更 
新 設 



建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は 

第一種特定工作物の新設許可申請書の記入方法 
 

１欄は、建築物を建築しようとする土地、用途を変更しようとする建築物の存する土地又は第

一種特定工作物を新設しようとする土地の地名地番(土地改良区域内、土地区画整理事業区

域内であれば、旧地番と仮換地番)及び当該土地の登記事項証明書の地目及び実測面積を

記入してください。 

２欄は、予定建築物の用途、利用目的等を詳しく記入してください。 

(１) 予定建築物の用途の中に工場(作業所)がある場合は、その業種、床面積及び動力

の大きさ等をカッコ書きで併記してください。 

(２) 分譲住宅、賃貸住宅、従業員住宅等の場合は、区画数、棟数及び戸数まで併記して

ください。 
(例) 専用住宅、専用住宅(共同建 １棟１０戸)、専用住宅(長屋建 １棟４戸) 

 専用住宅(分譲住宅 １０区画１０棟１０戸) 

 専用住宅(従業員住宅 ３区画３棟３戸)、店舗(飲食店)併用住宅 

 工場(自動車修理、○○馬力、○○㎡)、倉庫(建築材料倉庫) 等 

３欄は、改築又は用途の変更をしようとする場合に前記にならい記入してください。 

４欄の該当号について 

(法第３４条) 

第１号……周辺地域に居住している者の利用に供する公益上必要な建築物又は日常生

活に必要な物品の販売、加工、修理を行う店舗、事業所等の建築物 

第２号……市街化調整区域内に存する鉱物資源、観光資源の有効な利用上必要な施設 

第４号……農林漁業の用に供する施設(法第２９条第１項第２号に該当する建築物を除く) 

第５号……農林業等活性化基盤施設 

第６号……中小企業の事業共同化又は工場、店舗の集団化に寄与する事業の用に供す

る施設 

第７号……市街化調整区域内に現存する工場と密接な関連(製品、原料、工程等につい

て)を有する事業の用に供する施設 

第８号……危険物の貯蔵処理のための施設 

第９号……沿道サービス施設等の施設 

第１０号……地区整備計画に定められた内容に適合する施設 

(令第３６条第１項第３号) 

ロ……条例で指定する土地の区域内で、環境の保全上支障があると条例で定めるものに

該当しない施設 

ハ……条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定められた施設 

ニ……既存権利者の届け出に基づき、５年以内に行うもので、自己の居住又は業務の用

に供する施設 

ホ……周辺の市街化を促進することなく、かつ、市街化区域に建てることが困難か不適当

な施設(開発審査会の審査を要するもの) 

 

(注) １ 許可申請者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名

を記載すること。 

２ ※印のある欄は記載しないこと。 

３ 「その他必要な事項」の欄には、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特

定工作物の新設をすることについて、他の法令による許可、認可等を要する場合には、そ

の手続きの状況を記載すること。 

４ 添付する設計図書には、設計者の記名と併せて連絡方法(電話番号等)を併記してくだ

さい。 



様式第 1 号  (第 2 条関係）  

 

申請者の資力及び信用に関する申告書 

 (あて先) 

岐阜市長 

都市計画法第３３条第１項第１２号に規定する申請者の資力及び信用につい

て、次のとおり申告します。 

 年 月 日 

  

申 請 者 住 所 氏 名   

(名称及び代表者名)  
 

法 令 に よ る 登 録 番 号  設 立 年 月 日  

資

産 

資 本 金  主たる取引銀行  

納 税 額 

（法人 税又

は所得税 ） 

年度 年度 年度   

    

主たる役員の経歴 

 職 名 氏 名 年 齢 在 社 年 数 資 格 ・ 免 許 そ の 他 公 職 等 

     

従業員数 事務職 人 技術職 人 計 人 

宅地造成等の事業歴 

 工 事 場 所 工 事 施 行 者 面 積 許認可の番号及び年月日 完 了 年 月 

     

その

他 

 

※ 法人の場合は、その法人の登記事項証明書を添付すること。 



様式第 2 号  (第 2 条関係）  

 

工事施行者の能力に関する調査書 

 (あて先) 

岐阜市長 

都市計画法第３３条第１項第１３号に規定する工事施行者の工事完成能力

について、次のとおり調査書を提出します。 

 年 月 日 

  

申 請 者 住 所 氏 名   

(名称及び代表者名)  
 

法令による登録番号  設 立 年 月 日  

建設業法 第２ ６条に

よ る 主 任 技 術 者 
氏名 

申請事業に直接関係する者の職歴 

 職 名 氏 名 年 齢 在 社 年 数 資 格 ・ 免 許 ・ 学 歴 ・ そ の 他 

     

従業員数 事務職 人 技術職 人 労務 人 

宅地造成等の事業歴 

 工 事 場 所 開 発 事 業 者 面 積 許認可の番号及び年月日 完 了 年 月 日 

     

上記のとおり相違ありません。 

 年 月 日 
 
工事施行者住所氏名   

(名称及び代表者名)  

(電話  ) 

※ 法人の場合は、その法人の登記事項証明書を添付すること。 



様式第 3 号（第 2 条関係） 

 

設 計 説 明 書  
 

工 事 名   施 行 面 積  （ 実 測 ）  ㎡ 

設

計

の

方

針 

1 事 業 の目 的  

 

2  土 質 の状 況 (現 況 )、その整 理 の方 針 、盛 土 又 は切 土 の高 さ、30ｃ

ｍを超える盛土又は切土をする土地の面積及 び擁 壁 高 さ（ 見 かけ高 さ）  

3 設 計 上 特 に留 意 した事 項  

 

土
地
の
現
況 

区 分  宅 地  農 地  山 林  そ の 他  小 計  公共施 設 計  

面 積 

(㎡) 
       

割 合 

(％ ) 
       

土

地

の
利

用

計

画 

区 分  宅 地  公共施設用地 そ の 他 用 地  計  

面 積 

(㎡) 
    

割 合 

(％ ) 
    

 



 

公

共

施

設

の

整

備

計

画 

区 分 
幅 員 

(ｍ) 

延 長 

(ｍ) 

面 積 

(㎡) 

割 合 

(％) 

管 理 者 と な

る べ き 者 
土 地 の 帰 属 備 考 

道

路

施

設 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

区 分 規 模 
割 合 

(％) 

管 理 者 と な

る べ き 者 
土 地 の 帰 属 備 考 

公 園 緑 地 施 設 
ヶ所  

㎡ 
    

給 水 施 設  
ｍ  

㎡ 
    

排 水 施 設  
ｍ  

㎡ 
    

汚 水 処 理 施 設 
 

㎡ 
    

その他 の施 設       

工

区

計

画 

工 区 名  工 区 面 積  着 手 予 定 年 月 日  完 了 予 定 年 月 日  

    

 



様式第 4 号（第 2 条関係）  

 

開発行為施行に関する同意状況調査書  

 (あて先) 

岐阜市長  

   年  月  日付けで、申請した都市計画法                    に 

当たり、当該開発区域内の土地について、次のとおり同意を得ております。 
  

申 請 者 住 所 氏 名   

(名称及び代表者名)  

 
 

権 利 の 内 容 
総 数 同 意 を 得 た 数 同 意 を 得 ら れ な い 数 

人 員 面  積 ( ㎡ ) 人 員 面  積 ( ㎡ ) 人 員 面  積 ( ㎡ ) 

土

地 

所 有 権       

永 小 作 権       

地 上 権       

賃 借 権       

質 権       

抵 当 権       

先 取 特 権       

そ の 他 (    )       

小 計       

工

作

物 

所 有 権       

賃 借 権       

質 権       

抵 当 権       

先 取 特 権       

そ の 他 (    )       

この調査書には、当該土地の全部について記入のこと。また、同意を得た者については、土

地の売買契約書の写し又は同意書及び印鑑登録証明書を添付すること。公共用地の予定地

については、公共用地として使用に同意する旨を明らかにすること。 

 

第２９条第１項の許可申請 
第３４条の２第１項の協議申請  



様 式 第 ５ 号  (第 ２ 条 関 係 ）  

 

工事設計者の資格に関する調査書 

 (あて先) 

岐 阜 市 長 

都 市 計 画 法 第 ３ １ 条 に規 定 する設 計 者 の資 格 について、次 のとおり都

市 計 画 法 施 行 規 則 第 １９条 第  号  に該 当 する有 資 格 者 であります。 

 年 月 日 

  

申 請 者 住 所 氏 名   

(名称及び代表者名)  

 

ふ り が な 

氏 名  
年  月  日生 

住 所  

最 終 学 歴 
大学 

学校 
科 卒業 年  月 

資 格 ・ 免 許  

実
務
経
験 

勤 務 先 の 名 称 職 務 の 内 容 期 間 年 数 

    

設
計
経
験 

事 業 者 名 工 事 施 行 者 名 場 所 面 積 期 間 

   ㎡ 

 

 

上記のとおり相違ありません。 

 年 月 日 

  

設計者住所氏名   

(電話  ) 

※ 卒業証明書等、経歴証明書を添付すること。 



様 式 第 ５ 号 の ２  （ 第 ２ 条 の２ 関 係 ）  
 

正  副  

 

開 発 行 為 協 議 申 請 書 

都 市 計 画 法 第 ３ ４ 条 の２ 第 １ 項 の規 定 により、開 発 行 為 の協 議 を申

請 します。 

年   月   日 
(あて先) 

岐 阜 市 長 

  

申 請 者 住 所   

名 称 及 び代 表 者 名  

(電話  ) 

開

 

 

発

 

 

行

 

 

為

 

 

の

 

 

概

 

 

要 

１ 
開 発 区 域 に 含 ま れ 

る 地 域 の 地 名 地 番 

岐阜市 

 

 

（仮換地  ） 

２ 開 発 区 域 の 面 積 
公簿  平方メートル 

実測  平方メートル 

３ 予 定 建 築 物 等 の 用 途  

４ 工 事 施 行 者 住 所 氏 名 

 

 

 (電話  ) 

５ 工 事 予 定 期 間 
年   月   日から 

年   月   日まで 

６ 
自 己 の 業 務 の 用 に供 するも

の 、 そ の 他 の も の の 別 
自己の業務の用、その他 

７ 
法 第 ３ ４ 条 の 該 当 号 

及 び 該 当 す る 理 由 
第   号 

８ 
開 発 区 域 に か か っ て 

い る 用 途 地 域 等 の 名 称 
 

９ そ の 他 必 要 な 事 項  

※ 岐 阜 市 受 付 ※ 協議により付した条件 

  

※印欄は、記入しないこと。 連絡先  

TEL  



開 発 行 為 協 議 申 請 書 の 記 入 方 法  
 

１欄は、開発区域の地名地番(土地改良区域内、土地区画整理事業区域内であれば、旧地

番と仮換地番)を記入してください。 

２欄は、土地の登記事項証明書の地積及び実測面積を記入してください。 

３欄は、予定建築物の用途、利用目的等を詳しく記入してください。 

(１) 予定建築物の用途の中に工場(作業所)がある場合は、その業種、床面積及び動力

の大きさ等をカッコ書きで併記してください。 

(２) 分譲住宅、賃貸住宅、従業員住宅等の場合は、区画数、棟数及び戸数まで併記して

ください。 
(例) 専用住宅(共同建 １棟１０戸)、専用住宅(長屋建 １棟４戸) 

 専用住宅(分譲住宅 １０区画１０棟１０戸) 

 専用住宅(従業員住宅 ３区画３棟３戸)、店舗(飲食店) 

 工場(自動車修理、○○馬力、○○㎡)、倉庫(建築材料倉庫) 等 

４欄は、工事を直接行う者を記入し、自分で行うときは「直営」と記入してください。 

７欄の該当号について(市街化調整区域内の場合に記入) 

(法第３４条) 

第１号……周辺地域に居住している者の利用に供する公益上必要な建築物又は日常生

活に必要な物品の販売、加工、修理を行う店舗、事業所等の建築物 

第２号……市街化調整区域内に存する鉱物資源、観光資源の有効な利用上必要な施設 

第４号……農林漁業の用に供する施設(法第２９条第１項第２号に該当する建築物を除く) 

第５号……農林業等活性化基盤施設 

第６号……中小企業の事業共同化又は工場、店舗の集団化に寄与する事業の用に供す

る施設 

第７号……市街化調整区域内に現存する工場と密接な関連(製品、原料、工程等につい

て)を有する事業の用に供する施設 

第８号……危険物の貯蔵処理のための施設 

第９号……沿道サービス施設等の施設 

第１０号……地区整備計画に定められた内容に適合する施設 

第１１号……条例で指定する土地の区域内で、環境の保全上支障があると条例で定める

ものに該当しない建築物 

第１２号……条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定められた建築物 

第１３号……既存権利者の届け出に基づき、５年以内に行うもので、自己の業務の用に供

する施設 

第１４号……周辺の市街化を促進することなく、かつ、市街化区域に建てることが困難か不

適当な施設(開発審査会の審査を要するもの) 

 

(注) １ 宅地造成等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第３条第１項の宅地造成工事規制区域

内においては、本協議が成立することにより、同法第１１条第１項の宅地造成に関する工

事の協議が成立したものとみなします。 

２ 工事施行者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名

を記載すること。 

３ ※印のある欄は記載しないこと。 

４ 「法第３４条の該当号及び該当する理由」の欄は、申請に係る開発行為が市街化調整

区域内において行われる場合に記載すること。 

５ 「その他必要な事項」の欄には、開発行為を行うことについて、農地法その他の法令によ

る許可、認可等を要する場合には、その手続きの状況を記載すること。 

６ 添付する設計図書には、設計者の記名と併せて連絡方法(電話番号等)を併記してくだ

さい。 



様 式 第 ６ 号  （ 第 ３ 条 関 係 ）  
 

正  副  

 

開 発 行 為 変 更 許 可 申 請 書 

都 市 計 画 法 第 ３ ５ 条 の２ 第 １ 項 の規 定 により、開 発 行 為 の変 更 の許 可

を申 請 します。 
年   月   日 

(あて先) 

岐 阜 市 長 

  

申 請 者 住 所 氏 名   

（名称及び代表者名）  

(電話  ) 

開
 
発

 
行

 
為

 
の

 
変

 
更

 
の

 
概

 
要 

１ 
開発区域に含まれる地

域 の 地 名 地 番 

前 
岐阜市 
（仮換地  ） 

後 
岐阜市 
（仮換地  ） 

２ 開 発 区 域 の 面 積 
前 公簿  平 方 メートル 実測  平 方 メートル 

後 公簿  平 方 メートル 実測  平 方 メートル 

３ 予 定 建 築 物 等 の用 途 
前  

後  

４ 工 事 施 行 者 住 所 氏 名 

前 
 

 (電話  ) 

後 
 

 (電話  ) 

５ 
法 第 ３ ４ 条 の 該 当 号 

及 び 該 当 す る 理 由 

前 第   号  

後 第   号  

６ そ の 他 必 要 な 事 項  

開 発 許 可 の 年 月 日 及 び 

許 可 番 号 ( 変 更 許 可 ) 

 年 月 日付け岐阜市指令 第  号の 

（ ）

変 更 に 係 る 事 項 及 び 理 由  

※ 岐 阜 市 受 付 ※ 備 考 

  

※印欄は、記入しないこと。 連絡先  

TEL  



開 発 行 為 変 更 許 可 申 請 書 の記 入 方 法  
 

１  １欄は、開発区域の地名地番(土地改良区域内、土地区画整理事業区域内であれば、旧地

番と仮換地番)を記入してください。 

２欄は、土地の登記事項証明書の地積及び実測面積を記入してください。 

３欄は、予定建築物の用途、利用目的等を詳しく記入してください。 

(１) 予定建築物の用途の中に工場(作業所)がある場合は、その業種、床面積及び動力

の大きさ等をカッコ書きで併記してください。 

(２) 分譲住宅、賃貸住宅、従業員住宅等の場合は、区画数、棟数及び戸数まで併記して

ください。 
(例) 専用住宅、専用住宅(共同建 １棟１０戸)、専用住宅(長屋建 １棟４戸) 

 専用住宅(分譲住宅 １０区画１０棟１０戸) 

 専用住宅(従業員住宅 ３区画３棟３戸)、店舗(飲食店)併用住宅 

 工場(自動車修理、○○馬力、○○㎡)、倉庫(建築材料倉庫) 等 

４欄は、工事を直接行う者を記入し、自分で行うときは「直営」と記入してください。 

５欄の該当号について(市街化調整区域内の場合に記入) 

(法第３４条) 

第１号……周辺地域に居住している者の利用に供する公益上必要な建築物又は日常生

活に必要な物品の販売、加工、修理を行う店舗、事業所等の建築物 

第２号……市街化調整区域内に存する鉱物資源、観光資源の有効な利用上必要な施設 

第４号……農林漁業の用に供する施設(法第２９条第１項第２号に該当する建築物を除く) 

第５号……農林業等活性化基盤施設 

第６号……中小企業の事業共同化又は工場、店舗の集団化に寄与する事業の用に供す

る施設 

第７号……市街化調整区域内に現存する工場と密接な関連(製品、原料、工程等につい

て)を有する事業の用に供する施設 

第８号……危険物の貯蔵処理のための施設 

第９号……沿道サービス施設等の施設 

第１０号……地区整備計画に定められた内容に適合する施設 

第１１号……条例で指定する土地の区域内で、環境の保全上支障があると条例で定める

ものに該当しない建築物 

第１２号……条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定められた建築物 

第１３号……既存権利者の届け出に基づき、５年以内に行うもので、自己の居住又は業務

の用に供する施設 

第１４号……周辺の市街化を促進することなく、かつ、市街化区域に建てることが困難か不

適当な施設(開発審査会の審査を要するもの) 

６欄は、開発行為の変更を行うことについて、農地法その他の法令による許可、認可等を要

する場合には、その手続きの状況を記入してください。 

２  「開発許可の年月日及び許可番号(変更許可)」の欄は、変更許可がある場合は、変更許可

の年月日及び変更許可番号も記入してください。 

３  「変更に係る事項及び理由」の欄は、変更の必要に至った具体的な内容及び理由を記入し

てください。(別紙可) 

 

(注) １ 「開発行為の変更の概要(その他必要な事項を除く。)」は、変更前の欄は全部記入し、

変更後の欄は変更のある部分のみ記入してください。 

２ 添付する設計図書には、設計者の記名と併せて連絡方法(電話番号等)を併記してくだ

さい。 

３ 開発許可等の写しを添付してください。 

４ ※印欄は、記入しないでください。 



様 式 第 ６ 号 の ２  （ 第 ３ 条 関 係 ）  
 

正  副  

 

開 発 行 為 変 更 協 議 申 請 書 

都 市 計 画 法 第 ３ ５ 条 の２ 第 ４ 項 において準 用 する同 法 第 ３ ４ 条 の２ 第 １

項 の規 定 により、開 発 行 為 の変 更 の協 議 を申 請 します。 
年   月   日 

(あて先) 

岐 阜 市 長 

  

申 請 者 住 所   

名 称 及 び代 表 者 名  

(電話  ) 

開
 
発

 
行

 
為

 
の

 
変

 
更

 
の

 
概

 
要 

１ 
開発区域に含まれる地

域 の 地 名 地 番 

前 
岐阜市 
（仮換地  ） 

後 
岐阜市 
（仮換地  ） 

２ 開 発 区 域 の 面 積 
前 公簿  平 方 メートル 実測  平 方 メートル 

後 公簿  平 方 メートル 実測  平 方 メートル 

３ 予 定 建 築 物 等 の用 途 
前  

後  

４ 工 事 施 行 者 住 所 氏 名 

前 
 

 (電話  ) 

後 
 

 (電話  ) 

５ 
法第３４条の該当号及

び 該 当 す る 理 由 

前 第   号  

後 第   号  

６ そ の 他 必 要 な 事 項  

開 発 協 議 成 立 の 年 月 日 及 び 

番 号 ( 変 更 協 議 ) 

 年 月 日付け岐阜市指令 第  号の 

（ ） 

変 更 に 係 る 事 項 及 び 理 由  

※ 岐 阜 市 受 付 ※ 備 考 

  

※印欄は、記入しないこと。 連絡先  

TEL  



開 発 行 為 変 更 協 議 申 請 書 の記 入 方 法  
 

１  １欄は、開発区域の地名地番(土地改良区域内、土地区画整理事業区域内であれば、旧地

番と仮換地番)を記入してください。 

２欄は、土地の登記事項証明書の地積及び実測面積を記入してください。 

３欄は、予定建築物の用途、利用目的等を詳しく記入してください。 

(１) 予定建築物の用途の中に工場(作業所)がある場合は、その業種、床面積及び動力

の大きさ等をカッコ書きで併記してください。 

(２) 分譲住宅、賃貸住宅、従業員住宅等の場合は、区画数、棟数及び戸数まで併記して

ください。 
(例) 専用住宅(共同建 １棟１０戸)、専用住宅(長屋建 １棟４戸) 

 専用住宅(分譲住宅 １０区画１０棟１０戸) 

 専用住宅(従業員住宅 ３区画３棟３戸)、店舗(飲食店)  

 工場(自動車修理、○○馬力、○○㎡)、倉庫(建築材料倉庫) 等 

４欄は、工事を直接行う者を記入し、自分で行うときは「直営」と記入してください。 

５欄の該当号について(市街化調整区域内の場合に記入) 

(法第３４条) 

第１号……周辺地域に居住している者の利用に供する公益上必要な建築物又は日常生

活に必要な物品の販売、加工、修理を行う店舗、事業所等の建築物 

第２号……市街化調整区域内に存する鉱物資源、観光資源の有効な利用上必要な施設 

第４号……農林漁業の用に供する施設(法第２９条第１項第２号に該当する建築物を除く) 

第５号……農林業等活性化基盤施設 

第６号……中小企業の事業共同化又は工場、店舗の集団化に寄与する事業の用に供す

る施設 

第７号……市街化調整区域内に現存する工場と密接な関連(製品、原料、工程等につい

て)を有する事業の用に供する施設 

第８号……危険物の貯蔵処理のための施設 

第９号……沿道サービス施設等の施設 

第１０号……地区整備計画に定められた内容に適合する施設 

第１１号……条例で指定する土地の区域内で、環境の保全上支障があると条例で定める

ものに該当しない建築物 

第１２号……条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定められた建築物 

第１３号……既存権利者の届け出に基づき、５年以内に行うもので、自己の居住又は業務

の用に供する施設 

第１４号……周辺の市街化を促進することなく、かつ、市街化区域に建てることが困難か不

適当な施設(開発審査会の審査を要するもの) 

６欄は、開発行為の変更を行うことについて、農地法その他の法令による許可、認可等を要

する場合には、その手続きの状況を記入してください。 

２  「開発協議成立の年月日及び協議成立番号(変更協議)」の欄は、変更協議がある場合は、

変更協議成立の年月日及び変更協議成立番号も記入してください。 

３  「変更に係る事項及び理由」の欄は、変更の必要に至った具体的な内容及び理由を記入し

てください。(別紙可) 

 

(注) １ ※印欄は、記入しないでください。 

２ 「開発行為の変更の概要(その他必要な事項を除く。)」は、変更前の欄は全部記入し、

変更後の欄は変更のある部分のみ記入してください。 

３ 添付する設計図書には、設計者の記名と併せて連絡方法(電話番号等)を併記してくだ 

さい。 

４ 開発許可等の写しを添付してください。 



様 式 第 ７ 号  （ 第 ４ 条 関 係 ）  
 

正  副  

 

開 発 行 為 変 更 届 出 書 

都 市 計 画 法 第 ３ ５ 条 の２ 第 ３ 項 の規 定 により、開 発 行 為 の変 更 につい

て、次 のとおり届 け出 ます。 
年   月   日 

(あて先) 

岐 阜 市 長 

  

届 出 者 住 所 氏 名   

（名称及び代表者名）  

(電話  ) 

開
 
発

 
行

 
為

 
の

 
変

 
更

 
の

 
概

 
要 

１ 
開 発 区 域 に 含 ま れ る 

地 域 の 地 名 地 番 

前 
岐阜市 
（仮換地  ） 

後 
岐阜市 
（仮換地  ） 

２ 開 発 区 域 の 面 積 
前 公簿  平 方 メートル 実測  平 方 メートル 

後 公簿  平 方 メートル 実測  平 方 メートル 

３ 予 定 建 築 物 等 の用 途 
前  

後  

４ 工 事 施 行 者 住 所 氏 名 

前 
 

 (電話  ) 

後 
 

 (電話  ) 

５ 工 事 予 定 期 間 
前  年 月 日から 年 月 日まで 

後  年 月 日から 年 月 日まで 

６ そ の 他 必 要 な 事 項  

開 発 許 可 の 年 月 日 及 び 

許 可 番 号 ( 変 更 許 可 ) 

 年 月 日付け岐阜市指令 第  号の 

（ ）

変 更 に 係 る 事 項 及 び 理 由  

※ 岐 阜 市 受 付 ※  

  

※印欄は、記入しないこと。 連絡先  

TEL  



開 発 行 為 変 更 届 出 書 の記 入 方 法  
 

１  １欄は、開発区域の地名地番(土地改良区域内、土地区画整理事業区域内であれば、旧地

番と仮換地番)を記入してください。 

２欄は、土地の登記事項証明書の地積及び実測面積を記入してください。 

３欄は、予定建築物の用途、利用目的等を詳しく記入してください。 

(１) 予定建築物の用途の中に工場(作業所)がある場合は、その業種、床面積及び動力

の大きさ等をカッコ書きで併記してください。 

(２) 分譲住宅、賃貸住宅、従業員住宅等の場合は、区画数、棟数及び戸数まで併記して

ください。 
(例) 専用住宅、専用住宅(共同建 １棟１０戸)、専用住宅(長屋建 １棟４戸) 

 専用住宅(分譲住宅 １０区画１０棟１０戸) 

 専用住宅(従業員住宅 ３区画３棟３戸)、店舗(飲食店)併用住宅 

 工場(自動車修理、○○馬力、○○㎡)、倉庫(建築材料倉庫) 等 

４欄は、工事を直接行う者を記入し、自分で行うときは「直営」と記入してください。 

６欄は、開発行為の変更を行うことについて、農地法その他の法令による許可、認可等を要

する場合には、その手続きの状況を記入してください。 

２  「開発許可の年月日及び許可番号(変更許可)」の欄は、変更許可がある場合は、変更許可

の年月日及び変更許可番号も記入してください。 

３  「変更に係る事項及び理由」の欄は、変更の必要に至った具体的な内容及び理由を記入し

てください。(別紙可) 

 

(注) １ 「開発行為の変更の概要(その他必要な事項を除く。)」は、変更前の欄は全部記入し、

変更後の欄は変更のある部分のみ記入してください。 

２ 添付する設計図書には、設計者の記名と併せて連絡方法(電話番号等)を併記してくだ

さい。 

３ 開発許可等の写しを添付してください。 

４ ※印欄は、記入しないでください。 



様 式 第 ８ 号  （ 第 ５ 条 関 係 ）  
 

正  副  

 

都市計画 法第３ ４ 条第１ ３ 号による届出書 

都 市 計 画 法 第 ３ ４ 条 第 １ ３ 号 の規 定 により、次 のとおり届 け出 ます。 

年   月   日 
(あて先) 

岐 阜 市 長 

  

届 出 者 住 所 氏 名   

（名称及び代表者名）  

(電話  ) 

届 出 者 の 職 業 

( 業 務 内 容 ) 
 

届出をする土地 

 
所 在 地 ( 地 番 ) 岐阜市 

地 目  

面 積 公簿  平 方 メートル 実測  平 方 メートル 

農 地 転 用 許 可 の 

年 月 日 及 び 許 可 番 号 
 

土地又は土地の利用に関する権利 

 
権 利 を 有 し て い た 目 的  

権 利 の 種 類 、 内 容 
１ 所有権 

２ 所有権以外の権利（  ） 

権 利 の 取 得 年 月 日  年 月 日 

工 事 着 手 予 定 年 月 日  年 月 日 

そ の 他 必 要 な 事 項  

※ 岐 阜 市 受 付 ※  

  

※印欄は、記入しないこと。 連絡先  

TEL  



 

付近見取図 

 

 



様 式 第 ９ 号  （ 第 ６ 条 関 係 ）  
 

正  副  

 

都市計画法第３７条第１号の規定による承認申請書 

都 市 計 画 法  工 事 中

の次 の土 地 におい て、  を行 いたいので都 市 計 画

法 第 ３ ７ 条 第 １ 号 の承 認 を申 請 します。 

年   月   日 
(あて先) 

岐 阜 市 長 

  

申 請 者 住 所 氏 名   

（名称及び代表者名）  

(電話  ) 

１ 開発許可の概要 

 開 発 許 可 の 年 月 日 及 び 

許 可 番 号 ( 変 更 許 可 ) 

 年 月 日付け岐阜市指令 第  号の 

（ ）

開発許可を受けた者の住所

氏名（ 名称及び代表 者 名） 
 

開 発 区 域 に 含 ま れ る 

地 域 の 地 名 地 番 

岐阜市 

 

２ 建築物又は特定工作物の概要 

 
開 発 工 事 中 に建 築 又 は建

設 しなければならない理 由 
 

建 築 物 等 の 内 容  

建 築 又 は 建 設 の 施 行 者 

住所  

氏名  

(名称及び代表者名)  

建 築 又 は建 設 の施 工 期 間 承認の日から 年 月 日まで 

３ そ の 他 参 考 事 項  

※ 岐 阜 市 受 付 ※ 備 考 

  

※印欄は、記入しないこと。 連絡先  

TEL  

第 ２ ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 許 可 を 受 け て 
第３４条の２第１項の規定による協議成立により 

建 築 物 の 建 築 

特定工作物の建設 



都市計画法第３７条第１号の規定による承認申請書の記入方法 
 

１欄は、法第２９条第１項の規定による許可を受けたものにあっては、開発許可の概要を、法

第３４条の２第１項の規定による協議が成立したものにあっては、開発協議の概要を記入してく

ださい。 

なお、後者の場合、「開発許可の年月日及び許可番号(変更許可)」は、「開発協議成立の

年月日及び番号(変更協議)」と、「開発許可を受けた者の住所氏名（名称及び代表者名）」

は、「開発協議を行った者の住所、名称及び代表者名」と読み替えてください。 

２欄は、建築物又は特定工作物の概要を記入してください。 

(１) 開発工事中に建築又は建設しなければならない理由欄は、具体的に理由を記入して

ください。なお、欄内に記入しきれない場合は、別紙としてください。 

(２) 建築物等の内容欄は、予定建築物等の用途を記入してください。 

(３) 建築又は建設の施行者欄は、建築又は建設を行う工事施行者を記入してください。 

(４ ) 建築又は建設の施工期間欄は、建築又は建設に係る期間を記入してください。な

お、期間は、開発行為の工事期間内としてください。 

 

 

(注) １ 開発許可を受けた者（開発協議を行った者を含む。以下同じ。）と申請者が異なる場合

は、開発許可を受けた者の同意書を添付すること。 

２ 承認申請者又は工事施行者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及

び代表者の氏名を記載すること。 

３ ※印のある欄は記載しないこと。 

４ 「その他必要な事項」の欄には、開発行為を行うことについて、農地法その他の法令によ

る許可、認可等を要する場合には、その手続きの状況を記載すること。 

５ 添付する設計図書には、設計者の記名と併せて連絡方法(電話番号等)を併記してくだ

さい。 



様 式 第 １ ０ 号  （ 第 ８ 条 関 係 ）  
 

正  副  

 

建築物の建ぺい率等についての特例許可申請書 

都 市 計 画 法 第 ４ １ 条 第 １ 項 （ 同 法 第 ３ ４ 条 の２ 第 ２ 項 において準 用 する

場 合 を含 む。） の規 定 により、建 築 物 の建 ぺい率 等 について制 限 が定 め

られている次 の土 地 について、次 の建 築 物 を建 築 したいので同 条 第 ２ 項

ただし書 の規 定 による許 可 を申 請 します。 

年   月   日 
(あて先) 

岐 阜 市 長 

  

申 請 者 住 所 氏 名   

（名称及び代表者名）  

(電話  ) 

特例許可を受けようとする土地 

 
所 在 地 ( 地 番 ) 岐阜市 

地 目  

面 積 公簿  平 方 メートル 実測  平 方 メートル 

建 築 物 の 規 模 、 用 途 、 構 造  

許 可 を 受 け よ う と す る 事 項  

制 限 解 除 を 必 要 と す る 理 由  

そ の 他 必 要 な 事 項  

開 発 許 可 の 年 月 日 及 び 

許 可 番 号 ( 変 更 許 可 ) 

 年 月 日付け岐阜市指令 第  号の 

（ ）

※ 岐 阜 市 受 付 ※ 備 考 

  

※印欄は、記入しないこと。 連絡先  

TEL  



様 式 第 １ １ 号  （ 第 ９ 条 関 係 ）  
 

正  副  

 

建築物の新築、改築若しくは用途変更又は工作物の新設許可申請書 

都 市 計 画 法 第 ４ ２ 条 第 １ 項 ただし書 の規 定 により、  の

 の許 可 を申 請 します。 

年   月   日 
(あて先) 

岐 阜 市 長 

 申 請 者 住 所 氏 名   

（名称及び代表者名）  

(電話  ) 

１ 土地の概要 

 
所 在 地 ( 地 番 ) 岐阜市 

地 目  

面 積 公簿  平 方 メートル 実測  平 方 メートル 

２ 建築物等の概要 

 
建 築 物 等 の 用 途  

既 存 建 築 物 の 用 途  

法 第 ２ ９ 条 第 １ 項 第 ２ 号 若 し く は 第 ３

号 、第 ３ ４ 条 第 １ 号 から第 １ ２ 号 まで若

しくは第 １ ４ 号 又 は第 ４ ３ 条 第 １ 項 第 １

号 か ら 第 ３ 号 ま で 若 し く は 第 ５ 号 の い

ずれ に 該 当 するかの 記 載 及 び その理

由  

該当号 第  条第  項第  号 

 

３ 他 の 法 令 の 許 認 可 

そ の 他 必 要 な 事 項 
 

開 発 許 可 の 年 月 日 及 び 

許 可 番 号 ( 変 更 許 可 ) 

 年 月 日付け岐阜市指令 第  号の 

（ ）

※ 岐 阜 市 受 付 ※ 備 考 

  

※印欄は、記入しないこと。 連絡先  

TEL  

新 築 
改 築 
用 途 の 変 更 
新 設 

建 築 物 

特 定 工 作 物 



様 式 第 １ １ 号 の ２  （ 第 ９ 条 関 係 ）  
 

正  副  

 

建築物の新築、改築若しくは用途変更又は工作物の新設協議申請書 

都 市 計 画 法 第 ４ ２ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、  の

 の協 議 を申 請 します。 

年   月   日 
(あて先) 

岐 阜 市 長 

 申 請 者 住 所   

名 称 及 び代 表 者 名  

(電話  ) 

１ 土地の概要 

 
所 在 地 ( 地 番 ) 岐阜市 

地 目  

面 積 公簿  平 方 メートル 実測  平 方 メートル 

２ 建築物等の概要 

 
建 築 物 等 の 用 途  

既 存 建 築 物 等 の 用 途  

法 第 ２ ９ 条 第 １ 項 第 ２ 号 若 し く は 第 ３

号 、第 ３ ４ 条 第 １ 号 から第 １ ２ 号 まで若

しくは第 １ ４ 号 又 は第 ４ ３ 条 第 １ 項 第 １

号 か ら 第 ３ 号 ま で 若 し く は 第 ５ 号 の い

ずれ に 該 当 するかの 記 載 及 び その理

由  

該当号 第  条第  項第  号 

 

３ 他 の 法 令 の 許 認 可 

そ の 他 必 要 な 事 項 
 

開 発 許 可 の 年 月 日 及 び 

許 可 番 号 ( 変 更 許 可 ) 

 年 月 日付け岐阜市指令 第  号の 

（ ）

※ 岐 阜 市 受 付 ※ 備 考 

  

※印欄は、記入しないこと。 連絡先  

TEL  

新 築 
改 築 
用 途 の 変 更 
新 設 

建 築 物 

特 定 工 作 物 



様 式 第 １ １ 号 の ３  (第 １ ０ 条 関 係 ）  
 

正  副  

 

建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は

第一種特定工作物の新設協議申請書 

都 市 計 画 法 第 ４ ３ 条 第 ３ 項 の 規 定 により、  の

 の協 議 を申 請 します。 

年   月   日 
(あて先) 

岐 阜 市 長 
  
申 請 者 住 所   

名 称 及 び代 表 者 名  

(電話  ) 

１ 建 築 物 を建 築 しようとする土 地 、 

用 途 の変 更 をしようとする建 築 物

の存する土地又は第一 種特定 工

作 物 を 新 設 し よ う と す る 土 地 

の 所 在 、 地 番 、 地 目 及 び 面 積 

岐阜市 

 

（仮換地  ） 

地目 面積  ㎡ 

２ 建築しようとする建築物、用途の変

更後の建築物又は新設しようとす

る 第 一 種 特 定 工 作 物 の 用 途 

 

３ 改 築 又は用 途 の変 更 をしようとす

る場 合 は、既 存 の建 築 物 の用 途 
 

４ 建築しようとする建築物、用途の変

更後の建築物又は新設しようとする

第一種特定工作物が法第３４条第

１ 号 から第 １ ０ 号 まで又 は令 第 ３ ６

条第１項第３号ロからホまでのいず

れの建 築 物 又 は第 一 種 特 定 工 作

物 に該 当 するかの記 載 及 び理 由 

 

５ そ の 他 必 要 な 事 項 
 

※ 岐 阜 市 受 付 ※ 備 考 

  

※印欄は、記入しないこと。 連絡先  

TEL  

建 築 物 
第一種特定工作物  

新 築 
改 築 
用 途 の 変 更 
新 設 



建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は 

第一種特定工作物の新設協議申請書の記入方法 
 

１欄は、建築物を建築しようとする土地、用途を変更しようとする建築物の存する土地又は第

一種特定工作物を新設しようとする土地の地名地番(土地改良区域内、土地区画整理事業区

域内であれば、旧地番と仮換地番)及び当該土地の登記事項証明書の地目及び実測面積を

記入してください。 

２欄は、予定建築物の用途、利用目的等を詳しく記入してください。 

(１) 予定建築物の用途の中に工場(作業所)がある場合は、その業種、床面積及び動力

の大きさ等をカッコ書きで併記してください。 

(２) 分譲住宅、賃貸住宅、従業員住宅等の場合は、区画数、棟数及び戸数まで併記して

ください。 
(例) 専用住宅(共同建 １棟１０戸)、専用住宅(長屋建 １棟４戸) 

 専用住宅(分譲住宅 １０区画１０棟１０戸) 

 専用住宅(従業員住宅 ３区画３棟３戸)、店舗(飲食店) 

 工場(自動車修理、○○馬力、○○㎡)、倉庫(建築材料倉庫) 等 

３欄は、改築又は用途の変更をしようとする場合に前記にならい記入してください。 

４欄の該当号について 

(法第３４条) 

第１号……周辺地域に居住している者の利用に供する公益上必要な建築物又は日常生

活に必要な物品の販売、加工、修理を行う店舗、事業所等の建築物 

第２号……市街化調整区域内に存する鉱物資源、観光資源の有効な利用上必要な施設 

第４号……農林漁業の用に供する施設(法第２９条第１項第２号に該当する建築物を除く) 

第５号……農林業等活性化基盤施設 

第６号……中小企業の事業共同化又は工場、店舗の集団化に寄与する事業の用に供す

る施設 

第７号……市街化調整区域内に現存する工場と密接な関連(製品、原料、工程等につい

て)を有する事業の用に供する施設 

第８号……危険物の貯蔵処理のための施設 

第９号……沿道サービス施設等の施設 

第１０号……地区整備計画に定められた内容に適合する施設 

(令第３６条第１項第３号) 

ロ……条例で指定する土地の区域内で、環境の保全上支障があると条例で定めるものに

該当しない施設 

ハ……条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定められた施設 

ニ……既存権利者の届け出に基づき、５年以内に行うもので、自己の業務の用に供する

施設 

ホ……周辺の市街化を促進することなく、かつ、市街化区域に建てることが困難か不適当

な施設(開発審査会の審査を要するもの) 

 

(注) １ ※印のある欄は記載しないこと。 

２ 「その他必要な事項」の欄には、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特

定工作物の新設をすることについて、他の法令による許可、認可等を要する場合には、そ

の手続きの状況を記載すること。 

３ 添付する設計図書には、設計者の記名と併せて連絡方法(電話番号等)を併記してくだ

さい。 



様 式 第 １ ２ 号  （ 第 １ １ 条 関 係 ）  
 

正  副  

 

許可に基づく地位承継届出書 

都 市 計 画 法 第 ４ ４ 条 の規 定 により許 可 に基 づく地 位 を承 継 しましたか

ら岐 阜 市 都 市 計 画 法 施 行 細 則 第 １ １ 条 の規 定 により、届 け出 ます。 

年   月   日 
(あて先) 

岐 阜 市 長 

  

届 出 者 住 所 氏 名   

（名称及び代表者名）  

(電話  ) 

開 発 許 可 の 年 月 日 及 び 

許 可 番 号 ( 変 更 許 可 ) 

 年 月 日付け岐阜市指令 第  号の 

（ ）

開 発 許 可 を 受 け た 

者 の 住 所 氏 名 

( 名 称 及 び 代 表 者 名 ) 

 

開 発 区 域 に 含 ま れ る 

地 域 の 名 称 

岐阜市 

 

承 継 年 月 日  年 月 日 

承 継 の 理 由  

※ 岐 阜 市 受 付 ※  

  

※印欄は、記入しないこと。 連絡先  

TEL  



様 式 第 １ ３ 号  （ 第 １ ２ 条 関 係 ）  
 

正  副  

 

地 位 承 継 承 認 申 請 書 

開 発 行 為 に関 する工 事 の施 行 に関 する権 原 を取 得 しましたので、都 市

計 画 法 第 ４ ５ 条 の規 定 により、地 位 承 継 の承 認 を申 請 します。 

年   月   日 
(あて先) 

岐 阜 市 長 

  

申 請 者 住 所 氏 名   

（名称及び代表者名）  

(電話  ) 

開 発 許 可 の 年 月 日 及 び 

許 可 番 号 ( 変 更 許 可 ) 

 年 月 日付け岐阜市指令 第  号の 

（ ）

開 発 許 可 を 受 け た 

者 の 住 所 氏 名 

( 名 称 及 び 代 表 者 名 ) 

 

開 発 区 域 に 含 ま れ る 

地 域 の 名 称 

岐阜市 

 

承 継 す る 権 原 の 内 容  

承 継 年 月 日  年 月 日 

承 継 の 理 由  

そ の 他 参 考 事 項  

※ 岐 阜 市 受 付 ※ 備 考 

  

※印欄は、記入しないこと。 連絡先  

TEL  



様 式 第 １ ４ 号  （ 第 １ ３ 条 関 係 ）  

※ 

開 発 許 可 番 号

及 び 年 月 日 

岐阜市指令   第   号の 

年    月    日 
※ 

許 可 に

基 づ く

地 位 の

承 継 

承 継 

年 月 日 

年   月   日 

岐阜市指令 

第    号の 

開 発 許 可 を 

受 け た 者 の 

住 所 氏 名 

 

 
承 継 人 の

住 所 氏 名

 

 

（電話   ）  

開 発 区 域 に 含 ま れ る 

地 域 の 名 称 及 び 面 積 

岐阜市 
 

  平方メートル 

予 定 建 築 物 等 の 用 途  

予 定 公 共 施 設 の 種 類 
道路、公園、緑地、広場、河川、水路、下水道、 

消防の用に供する貯水施設 （該当するものを○で囲む） 

工 事 施 行 者 の 住 所 氏 名 
（名称及び代表者名） 

 

 

（電話   ）  

法 第 ３ ４ 条 該 当 基 準 第  号    

※ 

法第４１条第１項の 

建築制限の内容 

 

 

※ 

法 第 ４ １ 条 第 ２ 項 

許 可 年 月 日 及 び 番 号 

年   月   日 

岐阜市指令 

第    号の 

内

容 

 

※ 

法 第 ４ ２ 条 第 １ 項 

許 可 年 月 日 及 び 番 号 

年   月   日 

岐阜市指令 

第    号の 

内

容 

 

※ 

工 事 完

了 検 査 

工 事 完 了 年 月 日 年   月   日 
工 事 完 了 

検 査 年 月 日 
年   月   日 

検 査 済 証 交 付 

年 月 日 及 び 番 号 

年   月   日 

岐阜市 

第    号の 

公 告 年 月 日

及 び 番 号 

年   月   日 

岐 阜 市 公 告 第       号 

そ の 他 

 

変 更 

 

※印欄は、記入しないこと。 

法 第 ７ ９ 条 の

許可 等の条件  

名 称 及 び

代 表 者 名 
名 称 及 び

代 表 者 名 



土地利用計画図 （開発区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状等） 



様 式 第 １ ５ 号  （ 第 １ ３ 条 関 係 ）  
 

開 発 登 録 簿 写 し 交 付 申 請 書 

(あて先) 

岐 阜 市 長 

開 発 登 録 簿 の写 しの交 付 を申 請 します。 

年   月   日 

  

申 請 者 住 所 氏 名  

（名称及び代表者名）  

(電話  ) 

開 発 区 域 に 含 ま れ る 

地 域 の 名 称 

岐阜市 

開 発 許 可 の 年 月 日 及 び 

許 可 番 号 ( 変 更 許 可 ) 

 年 月 日付け岐阜県指令 第  号の 

 年 月 日付け岐阜市指令 第  号の 

 

写 し を 必 要 と す る 理 由  

そ の 他 参 考 事 項  

 

年  月  日 

課 長 課 受 付 

   

開発登録簿の写しを交付してよろしいか。 受 付 

 連絡先  

TEL  



様 式 第 １ ６ 号  （ 第 １ ５ 条 関 係 ）  
 

都 市 計 画 法 による開 発 許 可 等 の標 識 

開 発 許 可 の 年 月 日 及 び 

許 可 番 号 ( 変 更 許 可 ) 

 年 月 日付け岐阜市指令 第  号の 

（ ）

被 開 発 許 可 者 

の 住 所 氏 名 

( 名 称 及 び 代 表 者 名 ) 電話 

工 事 設 計 者 

の 住 所 氏 名 

( 名 称 及 び 代 表 者 名 ) 電話 

工 事 施 行 者 

の 住 所 氏 名 

( 名 称 及 び 代 表 者 名 ) 電話 

現 場 責 任 者 の 氏 名  

工 事 の 概 要  

工 期 
年 月 日から 

年 月 日まで 

備考  標識の寸法は、縦６０センチメートル以上、横１００センチメートル以上とする。ただし、

１，０００平方メートル未満の土地における開発行為等については、縦２５センチメートル

以上、横３５センチメートル以上とすることができる。 



様式第16号の2（第15条関係）  
 

開発許可、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可済標識  

1 
工 事 主 （ 被 許 可  

者 ） の 住 所 氏 名  
 

見取図  

2 許 可 番 号  岐阜市指令  第  号の  

3 許 可 年 月 日  年        月      

4 工 事 設 計 者 の 住 所 氏 名   

5 工 事 施 行 者 の 住 所 氏 名   

6 現 場 管 理 者 の 氏 名   

7 盛 土 又 は 切 土 の 高 さ  メートル

8 
盛 土 又 は 切 土 を 

す る 土 地 の 面 積 
平方メートル

9 盛 土 又 は 切 土 の 土 量  

盛土  立方メートル

切土  立方メートル

10 工 事 着 手 予 定 年 月 日  年   月   日

11 工 事 完 了 予 定 年 月 日  年   月   日

12 
工事に係る問合せを受ける

ための工事関係者の連絡先  
電話  

1 3 
許 可 又 は 届 出 担 当  

の 部 局 名 称 連 絡 先  

岐阜市      

電話  

1 4 工 事 の 概 要   

備考 標識の寸法は、縦70センチメートル以上、横100センチメートル以上とし、地

上から上方に50センチメートル以上離して設置すること。  



様式第17号（第16条関係） 
6
.0
セ

ン
チ
メ

ー
ト
ル

 
（表 面） 

身 分 証 明 書 

第   号 

所属             

職名             

              氏名             

  年  月  日生 

 都市計画法第82条第1項の規定による立入検査を行う権限を有する者であるこ

とを証明します。 

  年  月  日 

岐 阜 市 長          印 

有効期限（   年  月  日限） 

  
8.6センチメートル 

 

 
（裏 面） 

都市計画法抜粋 

（開発行為の許可） 

第29条 都市計画区域又は準都市計画区域において開発行為をしようとする者

は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事（地方

自治法（昭和22年法律第67号）第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条

の22第1項の中核市（以下「指定都市等」という。）の区域内にあっては、当

該指定都市等の長。以下この節において同じ。）の許可を受けなければなら

ない。…（略）… 

（立入検査） 

第82条 国土交通大臣、都道府県知事若しくは市町村長又はその命じた者若し

くは委任した者は、前条の規定による権限を行うため必要がある場合におい

ては、当該土地に立ち入り、当該土地若しくは当該土地にある物件又は当該

土地において行われている工事の状況を検査することができる。 

2 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明

書を携帯しなければならない。 

3 前項に規定する証明書は、関係人の請求があったときは、これを提示しなけ

ればならない。 

 



様式第18号（第17条関係）  
 

正  副  

 

適 合 証 明 書 交 付 申 請 書 

(あて先) 

岐 阜 市 長 

を受けたいので、都市計画法施行規則第60条 

の規定により下記の計画が都市計画法第  条第  項第  号の規定に適合して

いることの証明書（  通）を交付願います。 

年  月  日 

  

申 請 者 住 所 氏 名 

（名称及び代表者名） 

土 地 の 所 在 

・ 地 番 等 

所在・地番 

岐阜市 

地 目  面 積  ㎡ 

区 域 ・ 区 分 等 
都市計画区

域 の 区 分 

□市街化区域 

□市街化調整区域 

用途地域の

区 分 
 

予 定 建 築 物 

又 は 特 定 工 

作 物 の 概 要 

用 途  

建 築 面 積 ㎡ 延 べ 面 積 ㎡ 

工 事 種 別 
□新築（新設） □増築（増設） □改築 

□移転 □用途の変更 □仮設 

構 造  

工 事 予 定 期 間  年 月 日から 年 月 日まで 

該 当 許 可 等 の 

番 号 ・ 年 月 日 
 第 号の 年 月 日 

その他参考事項 
 

※ 岐 阜 市 受 付 ※ 備 考 

  

※印欄は、記入しないこと。 連絡先  

TEL  

確認済証の交付 

畜舎建築利用計画の認定 

第1項 

第2項 


